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Ⅰ 消費者行政の課題と取組 
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１ 消費者行政の現状 

消費者を取り巻く社会経済環境は、規制緩和の進展や経済社会のＩＴ化、国際化など

を反映し大きく変化している。 

このような中、情報通信技術を活用した新しい商品・サービスの出現や取引方法の多

様化により、消費者の選択肢が広がり消費生活は豊かになってきている反面、取引の方

法や内容をめぐる新たな消費者トラブルが発生し、消費者問題は複雑多様化している。 

平成 27 年度に県及び県内市町村の消費生活センター等の相談窓口が受け付けた消費

生活相談の件数は 53,648 件であり、前年度の 56,770 件に比べて 3,122 件（5.5％）減

少している。このうち福岡県消費生活センターが受け付けた相談件数は 9,812 件であり、

前年度の 10,464 件から 652 件（6.2％）減少している。市町村を含む県全体で平成 27

年度の相談件数は前年度を若干下回ったが、最近５年間は同程度の水準で推移している。 

県消費生活センターで受け付けた相談の内容別の件数は、１位が「デジタルコンテン

ツ」、２位が「不動産貸借」、３位が「商品一般」であった。携帯電話やスマートフォン

の契約トラブル等、情報通信に関連するトラブルが幅広い年齢層にみられた。マイナン

バーや電力小売全面自由化等の消費者の生活に関連の深い新たな制度の導入に関連し

た相談も目立った。年代別相談状況をみると高齢者からの相談件数は増加傾向にある。 

 

２ 消費者行政の課題 

消費者被害を防止するためには、住民が消費生活に関して気軽に相談することのでき

る身近な相談窓口が存在することが重要であるが、そのためには県においては勿論のこ

と、市町村における消費生活センター等の相談窓口の整備充実が望まれる。 

このため、県では、市町村における消費生活センター等の相談窓口の整備充実を促す

ことに努めてきたが、その結果、平成 23 年度までに県内全市町村において消費生活に

関する何らかの相談窓口が設置され、平成 28 年７月時点では、県内 57 の市町村が専門

の消費生活相談員を配置した相談窓口（広域連携によるものを含む。）を設けるに至っ

ている。 

このような市町村相談窓口の拡充に伴い、県消費生活センターには、身近な消費生活

相談や消費者への情報提供等を担う市町村に対し、県には市町村の特性に応じた適切な

支援や市町村相互間の連絡調整、広域的見地からの助言・情報提供等、「センター・オ

ブ・センターズ」としての機能を確実に実施することが求められているところである。 

他方、消費者トラブルは、社会経験と消費生活に関する知識が不足しがちな若年者や、

判断力の衰えと身近な相談相手の不在などにより悪質事業者の標的となりやすい高齢

者に深刻な被害をもたらす傾向がある。これらの者を悪質事業者の違法・不当な行為か

ら守ることも消費者行政の重要な目的の一つである。 

この目的の達成のためには、法執行の強化のほか、消費者教育の充実、地域住民の意

識向上や担い手育成等を含めて取組の充実を図るべきである。その際、取組の効果的・

効率的な推進、実効性の確保の観点から関係機関、団体等と幅広く連携が図られるよう

取組を推進していく必要がある。 
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３ 消費者行政の取組 

福岡県消費生活条例は、県民の消費生活の安定及び向上を図ることをその目的として

おり、消費者施策の推進は消費者の権利の確立を図ること及び消費者の自立を支援する

ことを基本とするものと定めている。 

福岡県ではこれを踏まえ、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に対応するほ

か、関係の行政機関及び団体とも連携して、食の安全に関する問題、若年者や高齢者の

消費者トラブル、不当・架空請求等の不法行為、多重債務問題等、消費者行政上の様々

な課題に取り組んできた。 

平成 21 年３月には福岡県消費者行政活性化基金を設置し、平成 27 年１月に設立され

た国の消費者行政推進交付金を活用して県内市町村における消費生活センター等の相

談窓口の整備拡充、消費生活相談員及び関係行政職員に対する研修、消費者教育・啓発

の充実等に活用し、本県消費者行政の充実・強化を図ってきた。平成 27 年度に急増し

たニセ電話詐欺に対しては、県警に協力・連携し、県の広報媒体や見守り者を通じた注

意喚起なども行った。特に消費者教育・啓発の推進については、市町村や消費者団体な

ど多様な主体の取組とも連携を行っている。 

また、悪質事業者に対する取組強化のため専任の組織（県消費生活センター事業者指

導課）を設けて積極的な指導･処分を行ってきたが、高齢者をターゲットにした悪質商

法の被害の増加やその手口の巧妙化など、消費者行政の重要性の高まりをふまえ、平成

28 年度から執行体制の強化を図るため、生活安全課の内部組織であった消費生活セン

ターを独立した出先機関として設置した。 

今後も取組の一層の充実・適正化及びフォローアップを行い、県民の消費生活におけ

る安全・安心を確保していくこととしている。 
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１ 平成 28年度生活安全課（消費者安全係）及び消費生活センターの施策 

人づくり・県民生活部生活安全課及び消費生活センターでは、消費者行政の総合的な企画

から消費生活に関する県民からの相談･苦情に対する支援、消費者教育・啓発、事業者の調査･

指導･処分までを連携して行い、県民の安全・安心な消費生活の確保を図っている。 

(１) 消費者行政の企画・調整 

ア 基本方針（消費生活の安定及び向上） 

消費者と事業者との間の情報の質及び量、交渉力等の格差に鑑み、県民の消費生活にお

ける利益の擁護及び増進に関する施策により、県民の消費生活の安定及び向上を図る。 

イ 消費者行政推進事業及び活性化事業の実施 

地方消費者行政推進交付金並びに平成21年３月に設置した福岡県消費者行政活性化基金

を活用して、県民が身近な窓口で消費生活の相談をすることができるよう、市町村の消費

生活相談窓口の整備・拡充を図る。 

また、相談窓口の強化のため、消費生活相談員及び関係行政職員の能力向上のための取

組、高齢者向けの啓発、教育関係機関と連携した若年者向けの消費者教育の実施並びに事

業者指導・法執行の強化を図る。 

ウ 消費者関連法、福岡県消費生活条例の普及 

消費者基本法、消費者契約法、特定商取引に関する法律等の消費者関連法や福岡県消費

生活条例を消費者及び事業者に周知する。 

エ 消費者行政関連機関や市町村との連携 

消費者行政関連機関が連携して対応する必要がある消費者問題について、日頃から相互

に情報交換や施策の調整を行う。 

また、県民に最も身近な行政機関である市町村に対し、迅速な情報提供を行うとともに、

消費生活相談員や関係行政職員の相談対応能力の向上を目的とする研修や相談解決のため

の助言等を行う。 

(２) 消費生活の安全性の確保 

ア 商品等の安全性の確保 

福岡県消費生活条例や消費生活用製品安全法等に基づき、消費者に対し、商品等の安全

性に関する情報提供を行うとともに、経済産業省及び独立行政法人製品評価技術基盤機構
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（ＮＩＴＥI）に情報提供を行い、被害の拡大防止を図る。また、消費者安全法の重大事故

等について、県民に情報提供を行う。 

(３) 消費者取引の適正化 

ア 事業活動の適正化（違法･不当な事業活動に対する調査･指導･処分） 

消費生活相談窓口に苦情等が寄せられ、販売方法等に問題があると考えられる事業者に

ついて、その販売方法等に関して調査し、改善指導･処分を行う。 

イ 規格、表示の適正化 

商品や役務の表示の適正化に向けて、事業者に対する改善指導･処分を行う。なお、食品

表示の適正化については、食品表示法を所管する関係機関と連携して行う。 

ウ 価格･需給動向調査 

県民の消費生活との関連性が高い商品等の需給及び価格の動向について情報を収集する

とともに、必要な情報を県民に提供する。 

エ 被害の未然防止･拡大防止 

消費者トラブルや不法行為による消費者被害の発生を抑止するとともに、初期段階での

被害防止、拡大防止を図るため、関係機関や市町村等と連携して情報収集を行い、事業者

に対する指導及び県民への注意喚起を速やかに行う。 

(４) 消費生活相談体制の充実・整備 

ア 相談対応機能の強化 

福岡県消費生活センターの相談員が市町村を訪問して相談処理に関する助言を行う「巡

回相談」や、市町村の相談員等に電話で相談処理に関する助言を行う「経由相談」の実施

を通じて県内市町村との連携を強化し、もって県域全体での相談対応機能を強化する。ま

た、弁護士の無料法律相談（週２回）を実施して高度な相談にも対応する。 

イ 相談担当職員の能力向上 

相談担当職員が法令等の専門研修や消費者問題事例検討会等に参加する機会を増やし、

相談対応能力の向上に努める。 

ウ 多重債務問題への取組 

福岡県多重債務問題対策協議会を設置し、県、財務支局、弁護士会、司法書士会、県警

                             
I 「National Institute of Technology and Evaluation」の略称であり、「ナイト」と読む。 
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察、民間支援団体等との緊密な連携のもと、多重債務問題への総合的な対策を推進する。 

また、グリーンコープ生活協同組合ふくおかとの協働により、多重債務相談に応じて債

務整理等による問題解決の助言を行うほか、家計管理の助言・指導や、生活再生中のやむ

を得ない臨時的出費に対する貸付を行う多重債務者生活再生事業を実施する。 

(５) 主体的･自立的な消費者になるための支援 

ア 消費者への情報提供の充実 

福岡県消費生活センターを消費者教育の拠点と位置付け、消費者トラブルを未然に防止

するための情報をインターネット等により広く県民に提供するとともに、同センターに設

置した消費者サロンにおいて消費生活に関する様々な資料やパンフレットの配置、パネル

等の展示による情報提供を行う。 

また、市町村や高校、大学等に消費者被害の最新情報を電子メールで配信する。 

イ 消費者教育・啓発の推進 

消費生活に関する知識に乏しい若年者が消費者トラブルの対処法を身に付けるため、高

校生、専修学校生及び大学生を対象とした啓発講座を開催する。 

また、悪質商法の被害に遭うことが多い高齢者や障害者に対しては、高齢者・障害者の

消費者被害防止対策連絡協議会を設置し、関係団体や行政、警察などと連携して被害防止

に努める。 

ウ 消費者教育の担い手育成 

小・中・高等学校等の教員や大学・専門学校等の教職員、消費生活相談員を対象として

消費者教育の進め方等に関する研修会を実施する。 

また、高齢者等の消費者被害を防止するため、消費生活に関する知識を身に付け、地域

の見守り活動や啓発活動を行う住民ボランティア（消費生活サポーター）を育成するため

の講座を開催する。 

エ 消費者団体の活動推進 

消費者団体が消費者の視点から積極的に行動し意見を表明するとともに、消費者に対す

る教育及び啓発を行うことができるよう消費者団体の自立的活動を支援する。 
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２ 平成 28年度福岡県の消費者行政施策一覧 

(１) 消費者行政の企画・調整 

 施策 概要 所管課 

総
合
調
整
等 

福岡県消費生活

審議会の運営 

福岡県消費生活条例の規定によりその権限に属する事

項について調査審議し、調停を行うほか、知事の諮問に

応じて消費生活の安定及び向上に関する重要な事項を審

議する。 

生活安全課 

 

福岡県消費者行

政推進事業 

消費者行政推進交付金を活用して消費者行政の強化を

図るとともに、市町村の消費生活センター及び相談窓口

の強化を図る事業等に対する助成を行う。 

・消費生活相談員等に対する研修の実施 

・消費者教育･啓発 

・消費生活センターの広報･周知 

消
費
者
行
政
関
係
機
関
等
と
の
連
携 

福岡県高齢者・

障害者の消費者

被害防止対策連

絡協議会 

高齢者及び障害者の消費者トラブルに関して関係の諸

団体及び行政機関と情報を共有するとともに、高齢者及

び障害者の周りの人々に対して悪質商法の新たな手口や

対処の方法などの情報提供を行う仕組みを構築する。 

（根拠規程 福岡県高齢者・障害者の消費者被害防止対

策連絡協議会設置要綱 平成 25 年５月 24 日施行） 

市町村との連絡

会議 

住民にとって最も身近な行政主体である市町村におけ

る消費生活センター等の相談窓口の整備・強化を図ると

ともに、県と市町村の連携を深めるため、市町村との連

絡会議を開催する。 

・市町村消費者行政担当課長会議 

消費者被害防止

地域ネットワー

ク会議 

悪質商法等による消費者被害の解決と被害の未然防止

を図るため、県内４ブロックで関係者のネットワーク会

議を開催する。 

・北九州、福岡、筑豊、筑後の４ブロック 

・構成員 市町村、警察署、弁護士会、司法書士会 

福岡県食の安全

懇話会 

食品の生産から消費に至る各段階に関係する者に対

し、福岡県が実施する食の安全対策に関わる事業に関す

る情報の提供を行う。また、当該事業に対する意見を聴

くとともに、関係者相互の情報や意見の交換を促進し、

関係者の相互理解を深める。 

保健衛生課 
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 施策 概要 所管課 

消
費
者
行
政

関
係
機
関
等

と
の
連
携 

福岡県食の安全

対策推進会議 

食の安全性を確保するために、県庁内関係各課が、食

品等の生産から消費に至る各段階で実施する事業につい

て協議を行い、総合的な安全対策を講じる。 

保健衛生課 

(２) 消費生活の安全性の確保 

 施策 概要 所管課 

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
安
全
性
の
確
保 

消費生活用製品安

全法に基づく監視

指導 

消費生活用製品のうち、消費者の生命・身体に対して

特に危害を及ぼすおそれが多いものとして国が指定した

特定製品の販売業者に対して立入検査を実施し、安全マ

ークの付いていない商品は店頭から撤去するよう指導を

行う。 

（根拠法令 消費生活用製品安全法） 

生活安全課 

 

消費生活セ

ンター 

生活衛生関係営業

施設の指導 

県民の日常生活に密接した施設（旅館、興行場、公衆

浴場、理容所、美容所、クリーニング所、特定建築物等）

に対し衛生的な維持管理をするよう、環境衛生監視員に

よる監視指導を行う。 

（根拠法令 生活衛生営業六法等） 

保健衛生課 

食品衛生対策 食品に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、

食品衛生監視員により監視指導を行う。 

（根拠法令 食品衛生法） 

食肉衛生事業 食肉に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、

獣畜や食鳥の検査等を行う。 

（根拠法令 と畜場法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥

検査に関する法律、食品衛生法) 

有害物質等を含有

する家庭用品の監

視指導 

家庭用品に含まれる有害物質による保健衛生上の危害

を防止する。 

対象：規制基準が定められた繊維製品、液体状の住宅用

洗浄剤、エアゾール製品、塗料など 

（根拠法令 有害物質を含有する家庭用品の規制に関す

る法律） 

薬務課 

毒物・劇物の監視

指導 

１ 毒物及び劇物による保健衛生上の危害を防止する。 

２ 農薬である毒物・劇物の危害防止については、農林水

産部と連携をとって、立入調査、講習会を実施する。 

（根拠法令 毒物及び劇物取締法） 
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 施策 概要 所管課 

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
安
全
性
の
確
保 

医薬品・医薬部外

品・化粧品及び医

療機器等の監視指

導 

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療

等製品の品質、有効性、安全性を確保するための監視指

導を行う。 

（根拠法令 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律） 

薬務課 

動物用医薬品･動

物用医薬部外品、

動物用医療機器等

の監視指導 

 動物用医薬品、動物用医薬部外品の適正販売及び動物

用医療機器及び動物用再生医療機器等製品の品質、有効

性及び安全性確保のため、監視指導を行う。 

（根拠法令 医薬品医療機器等法、動物用医薬品等取締

規則） 

畜産課 

県消費生活条例に

基づく商品等に係

る危害防止 

 事業者が供給する商品等が消費者の消費生活における

安全を害し、又は害するおそれがあると認められる場合

は、当該事業者に対し、供給中止・回収等の措置をとる

べきことを勧告する。 

（根拠法令 福岡県消費生活条例） 

生活安全課 

 

 

危険、危害情報の

提供 

 国民生活センター等から提供される危険商品等に関す

る情報を各種情報媒体により県民へ周知する。 

消費生活セ

ンター 

貸金業法に基づく

貸金業務の適正な

実施 

 貸金業者に関する債務者等からの苦情相談に対応する

とともに、貸金業法に基づき、登録貸金業者及びみなし

貸金業者に対して立入検査等を実施し、適正な業務運営

を行うよう指導監督を行う｡ 

・苦情、相談窓口 

福岡県商工部中小企業振興課（TEL 092-643-3423） 

中小企業振

興課 

農産物の安全性の

確保 

 本県農産物の安全を確保するための施策を実施する。 

① 農業者に対し、農産物の生産過程での衛生管理や安全

管理（GAP)を取り組むよう普及啓発を行う。 

② 農業者に対し、研修会等を通じて農薬適正使用につい

て指導・啓発を行う。 

食の安全・

地産地消課 

福祉サービス第三

者評価事業の推進 

 社会福祉事業の経営者が、第三者評価の受審により事

業運営上の問題点を把握しサービスの質の向上に資する

ため、受審促進を行う。 

福祉総務課 

生
活
環
境
の
安

全
性
の
確
保 

高圧ガス関係保安

対策 

① 高圧ガス及び液化石油ガスによる災害事故防止 

（根拠法令 高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確

保及び取引の適正化に関する法律） 

② ガス用品販売事業者に対する立入検査 

（根拠法令 ガス事業法） 

工業保安課 
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 施策 概要 所管課 

生
活
環
境
の
安
全
性
の
確
保 

火薬類保安対策  火薬類による災害事故防止 

（根拠法令 火薬類取締法） 

工業保安課 

 

電気保安対策 ① 電気工事の欠陥による災害の防止 

（根拠法令 電気工事士法及び電気工事業の業務の適正

化に関する法律） 

② 電気用品販売事業者に対する立入検査 

（根拠法令 電気用品安全法） 

農薬取締 ① 農薬取締対策 

農薬取締職員を設置し、農薬販売者及び農薬使用者

への立入検査を実施（根拠法令 農薬取締法） 

② 農薬安全使用の推進 

農薬使用者に対し農薬使用基準の遵守、事故防止等

の啓発・指導を実施 

③ 農薬指導士の認定 

農薬取扱業者を農薬指導士として認定し、農薬の安

全かつ適切な管理使用を推進する。 

食の安全・

地産地消課 

飼料取締 ① 飼料取締対策 

飼料立入検査員を設置し、飼料製造業者･販売業者等

に対して立入検査及び飼料の収去検査を行う。 

② 飼料の適正使用の推進 

（根拠法令 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関す

る法律） 

畜産課 

家畜衛生人獣共通

感染症対策 

① 家畜伝染病の発生予防及びまん延防止 

② 畜産農場への立入検査を実施 

③ 高原病性鳥インフルエンザ等の人獣共通感染症への

対応 

④ 口蹄疫等防疫対策を強化 

（根拠法令 家畜伝染病予防法） 
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（３）消費者取引の適正化 

 施策 概要 所管課 

事
業
活
動
の
適
正
化 

訪問販売等に関す

る不当な取引行為

の指導取締り 

訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、

特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入

取引のうち、県内における取引等について悪質な事業者

に対し、指導を行う。 

（根拠法令 特定商取引に関する法律） 

生活安全課 

 

消費生活セ

ンター 

 

前払式特定取引業

者の指導監督 

前払式特定取引業者（冠婚葬祭互助会及び友の会）に

対し調査指導を行う。 

（根拠法令 割賦販売法） 

ゴルフ場等の会員

契約に関する不当

な行為の監視指導 

会員制事業者に対し、会員誘引時における誇大広告や

会員契約解除時に関する不当な行為について監視指導を

行う。 

（根拠法令 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関す

る法律） 

不当景品・不当表

示の監視指導 

過大な景品付き販売や不当な表示による顧客誘引の防

止のため監視指導を行う。 

（根拠法令 不当景品類及び不当表示防止法） 

県消費生活条例に

基づく不当な取引

行為の監視指導 

商品・サービスの品質等の適正な表示及び不当な取引

行為の防止のため監視指導を行う。 

・規格、表示等の適正化 

・不当な取引行為に関する調査及び勧告、消費者への情

報提供 

（根拠法令 福岡県消費生活条例） 

福岡県貸金業関係

連絡会議 

登録貸金業者の監督機関、取締機関等との情報交換を

行い、連携を緊密にすることにより、貸金業法の円滑な

施行に資することを目的として「福岡県貸金業関係連絡

会議」を開催する。 

中小企業振

興課 

計量検定、検査、

適正な計量の指導

取締り 

適正な計量の実施を図る。 

（根拠法令 計量法） 

計量検定所 

宅地建物取引業者

の適正指導 

宅地建物取引の公正を確保するための指導を行う。 

（根拠法令 宅地建物取引業法） 

建築指導課 
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 施策 概要 所管課 

事
業
活
動
の
適
正
化 

有料老人ホームの

指導 

有料老人ホームについて、利用者が安心してサービス

を受けることができるよう事業者に対して指導を行う。 

（根拠法令 老人福祉法） 

高齢者地域

包括ケア推

進課 

介護サービス事業

者の指導 

介護サービス事業者に対し個別・指導や集団指導を実

施することにより、事業者の適正なサービス提供を確保

するとともに、利用者が安心してサービスを利用できる

体制づくりを進める。 

（根拠法令 介護保険法） 

介護保険課 

 

高齢者地域

包括ケア推

進課 

介護員養成研修実

施機関の指導 

介護員養成研修事業実施団体に対し、事業の適正な実

施のための指導・助言を行う。 

高齢者地域

包括ケア推

進課 

障害福祉サービス

事業者の指導 

障害福祉サービス事業が、適正に運営され、利用者が

安心してサービスを受けることができるよう、事業者に

対して個別・集団による指導を行う。 

（根拠法令 障害者総合支援法） 

障害者福祉

課 

旅行業者及び旅行

業者代理業者の登

録事務 

 旅行業務に関する取引の公正な維持並びに旅行の安全

の確保及び旅行者の利便の増進のため、旅行業者等の登

録を行う。 

（根拠法令 旅行業法） 

観光振興課 

農産物検査登録検

査機関の指導監督 

農産物検査が適正かつ確実に実施されるよう、農産物検

査登録検査機関に対し、調査指導を行う。 

（根拠法令 農産物検査法）  

水田農業振

興課 

表
示
の
適
正
化 

家庭用品品質表示

法に基づく監視指

導 

家庭用品について、消費者の適正な商品選択に資する

ため、販売事業者に対し立入検査を実施し、指導を行う。 

（根拠法令 家庭用品品質表示法） 

生活安全課 

 

消費生活セ

ンター 

直売所巡回調査 一般消費者向けの全ての飲食料品について、生鮮食品、

加工食品及び玄米・精米などの各品質表示基準制度を適

正に運用するため、巡回調査を実施する。 

（根拠法令 食品表示法） 

食の安全・

地産地消課 

食品品質表示巡回

員の設置 

一般消費者を「食品品質表示巡回員」としてボランテ

ィア登録し、消費者による生鮮食品店舗の表示状況の監

視を行う。 
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 施策 概要 所管課 

表
示
の
適
正
化 

食品表示法（品質

表示）情報受付 

不正表示情報提供、品質表示の内容に関する相談を受

ける。 

食の安全・

地産地消課 

 

食肉のトレーサビ

リティの実施 

食肉表示の信頼性を保証するため、農場から食卓まで

の生産、加工、流通経路にわたる一連の情報を消費者に

提供する。 

畜産課 

米のトレーサビリ

ティの推進 

事業者等に対して「米穀等の取引等に係る情報の記録

及び産地情報の伝達に関する法律」の周知・啓発を図る。 

食の安全・

地産地消課 

食品の栄養表示に

関する指導及び普

及啓発 

①  指導 

製造・販売業者に対して、栄養成分表示、栄養機能食

品、特定保健用食品、特別用途食品、機能性表示食品及

び虚偽誇大広告等に関する表示の適正化を図るため指

導・相談を行う。また、食品の健康保持増進効果の虚偽
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(３) 生活相談体制の充実・整備 

 施策 概要 所管課 

消
費
生
活
相
談
体
制 

県消費生活セン

ターにおける消

費者相談への対

応 

消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者から

の苦情に係る相談に応じ、当該苦情の処理のためのあっ

せんを行う。 

相談場所 福岡県消費生活センター 

TEL：０９２－６３２－０９９９（相談専用） 

（根拠法令 消費者安全法、福岡県消費生活条例） 

消費生活セ

ンター 

巡回相談及び経

由相談による市

町村支援 

市町村における消費生活相談窓口の機能強化を図る

ため、市町村の消費生活相談対応業務について助言等を

行う巡回相談及び経由相談を実施する｡ 

消費生活相談員

等レベルアップ

研修 

県・市町村の消費生活相談員及び消費者行政担当職員

の相談対応能力の向上を目的として次の内容の研修を

行う。 

・行政職員向け研修（計２日２科目） 

・消費生活相談の専門研修（計６日 10 科目） 

・相談対応研修（計１日２科目） 

・消費者教育担い手育成研修（計１日２科目） 

消費生活相談員

等事例検討会 

 県内の消費生活センター及び消費生活相談窓口の相

談員等の専門知識の習得や相談技術の向上のため、事例

検討会を開催する。（年６回開催） 

（根拠規程 消費生活相談員等事例検討会設置要綱 

平成 21 年４月１日施行） 

法律相談事業 県消費生活センターにおいて弁護士が無料で消費者

からの法律相談に応じる。（月８回実施） 

消費生活相談に

伴う商品テスト 

県消費生活センターで消費者から相談・苦情があった

商品等のうち必要なものについて商品テストを実施す

る。 

消費者苦情処理

に係る調停 

県消費生活センターであっせん等を行ったにもかか

わらず、解決が著しく困難で、県民の消費生活に著しい

影響を与える等、公益性の高い消費者トラブルについて

は、福岡県消費生活審議会（消費者苦情処理委員会）の

調停に付する。 

（根拠法令 福岡県消費生活条例） 

生活安全課 
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 施策 概要 所管課 

消
費
生
活
相
談
体
制 

消費者訴訟資金

の貸付け 

消費者と事業者との間で訴訟が行われる場合におい

て、当該訴訟が福岡県消費生活審議会の調停に付された

消費者苦情に係るものであることその他の要件に該当

するときは、当該消費者に対し当該訴訟の費用に充てる

資金の貸付けその他訴訟活動に必要な援助を行う。 

（根拠法令 福岡県消費生活条例） 

生活安全課 

各
種
生
活
相
談
体
制 

男女共同参画セ

ンターにおける

相談 

女性が抱える心・からだ・くらしの問題等広範多岐に

わたる相談に、電話又は面接相談によって対応し、相談

者自身が問題解決に向けて自己選択・自己決定していく

ように支援する。 

また、関係機関との連携により各種の相談を実施す

る。 

・相談場所 

福岡県男女共同参画センター あすばる相談室 

春日市原町３－１－７ 

福岡県あすばる女性相談ホットライン 

TEL：０９２－５８４－１２６６ 

男女共同参

画推進課 

福祉サービス利

用援助事業（日常

生活自立支援事

業） 

 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで判断能

力が不十分なため、日常生活に困っている人が自立した

地域生活を送れるよう、福祉サービスの利用援助や、日

常的金銭管理を行う。 

・相談窓口 

 （社福）福岡県社会福祉協議会 生活支援課 

  TEL：０９２－５８４－７４１１ 

保護・援護

課 

家計相談支援事

業 

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相

談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援

計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応

じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援す

る。 

（県事業実施自治体：32 町村） 

 

福岡県国民健康

保険団体連合会

における介護保

険苦情処理事業 

福岡県国民健康保険団体連合会に苦情処理委員会等

を置き、介護保険サービスに関する利用者からの苦情等

に総合的に対応する。 

・苦情相談窓口 

 福岡県国民健康保険団体連合会 

TEL：０９２－６４２－７８５９ 

介護保険課 
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 施策 概要 所管課 

各
種
生
活
相
談
体
制 

再生エネルギ

ー・コージェネレ

ーション総合相

談窓口 

住宅用太陽光発電等の再生可能エネルギーや、エネフ

ァーム等のコージェネレーション（熱と電気を同時に作

り出すシステム）などの導入を検討する消費者からの問

合せや相談等に対応する。 

 

・相談窓口 

 福岡県 企画・地域振興部 総合政策課 

エネルギー政策室 

 TEL：092-643-3228 

 FAX：092-643-3160 

総合政策課 

福岡県医療相談

支援センター 

医療に関する患者、家族等の苦情、相談等に迅速に対

応し、医療機関にこれらの苦情、相談等の情報を提供す

ることによって、医療機関における患者サービスの向上

を図り、もって、患者、家族等の不安や不満の解消を図

る。 

 

・相談窓口 

 福岡県医療相談支援センター 

  TEL：092-474-6633 

 （月～金(祝、祭日及び年末年始を除く) 

9：30～11：00、13:30～16:00） 

医療指導課 
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 施策 概要 所管課 

各
種
生
活
相
談
体
制 

県民相談 ① 行政相談 

県民相談室及び北九州県民情報コーナーに相談員を

配置するとともに、保健福祉環境事務所の総合相談窓口

において、県政に対する意見、要望、苦情、問合せや県

民生活に関する相談等に対応する。 

・県民相談室 

 TEL：０９２－６４３－３３３３ 

・北九州県民情報コーナー 

 TEL：０９３－５８１－４９３４ 

・保健福祉環境事務所総合相談窓口 

  筑紫保健福祉環境事務所 

TEL：０９２－５１３－５６１０ 

  粕屋保健福祉事務所 

TEL：０９２－９３９－１５２９ 

  糸島保健福祉事務所 

TEL：０９２－３２２－５１８６ 

  宗像・遠賀保健福祉環境事務所 

TEL：０９４０－３６－２０４５ 

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 

TEL：０９４８－２１－４８７６ 

田川保健福祉事務所 

TEL：０９４７－４２－９３１３ 

北筑後保健福祉環境事務所 

TEL：０９４６－２２－４１８５ 

南筑後保健福祉環境事務所 

TEL：０９４４－７２－２１１１ 

京築保健福祉環境事務所 

TEL：０９３０－２３－２３７９ 

 

② 弁護士による法律相談 

・県民相談室 

毎月第１及び第３金曜日（13時30分～16時30分） 

・北九州県民情報コーナー、筑後県民情報コーナー、京

築保健福祉環境事務所 

 毎月第４金曜日（13時30分～16時30分） 

・嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 

 毎月第４木曜日（13 時 30 分～15 時 30 分） 

県民情報広

報課 
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 施策 概要 所管課 

各
種
生
活
相
談
体
制 

住宅相談  住宅に関する情報の提供、住宅に関する設計施工、各

種付帯工事、設備機器等の相談、住宅に関する建築関連

法規、不動産関連法規、税務関連法規、住宅金融手続､

マンション管理等の県民に対する相談業務を行う。 

・相談窓口 

 （一財）福岡県建築住宅センター 

TEL：０９２－７８１－５１６９ 

住宅計画課 

耐震バリアフリ

ーアドバイザー

派遣事業 

 適切な住宅リフォームが行われるよう、リフォームの

企画段階に施主からの相談を受け、建築士等の専門家を

派遣し、バリアフリー化、耐震診断・改修などに関する

アドバイスを行う。 

・派遣事務局 

 （一財）福岡県建築住宅センター 

   TEL：０９２－７８１－５１６９ 

多
重
債
務
問
題
へ
の
取
組 

福岡県多重債務

問題対策協議会 

多重債務問題について、関係機関との緊密な連携のも

と、総合的な対策を図るための協議会を開催する。 

・福岡県多重債務問題対策協議会 

庁内各課、市長会、町村会、弁護士会、司法書士会､

各種民間団体等 

（根拠規程 福岡県多重債務問題対策協議会設置要綱 

平成 19 年７月 27 日施行） 

生活安全課 

ヤミ金融対策の

ための連携強化 

県警生活保安課や中小企業振興課と連携して、無登録

業者や違反業者の情報提供を行う。 

福岡県多重債務

者生活再生支援

事業 

多重債務の整理に関する相談対応から債務整理後の

生活再生に向けた家計診断、生活指導まで、多重債務者

に対する一貫した支援を外部委託により行う。 

＜委託内容＞ 

・電話相談、面談等による債務整理支援 

・債務整理後の生活再生支援（カウンセリング、家計診

断等） 

・生活再生中の臨時的出費に対する貸付 

＜受託事業者＞ 

 グリーンコープ生活協同組合ふくおか 
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(４) 主体的・自立的な消費者になるための支援 

 施策 概要 所管課 

消
費
者
へ
の
情
報
提
供
の
充
実 

多様な媒体（イン

ターネット等）に

よる消費者情報

の提供・啓発資料

の作成 

消費者問題に関するトラブルを未然に防止するため、

年代やテーマに応じた情報をインターネット等で広く

県民に提供する。 

福岡県消費生活センターホームページ 

http://shouhiseikatsu.pref.fukuoka.lg.jp/ 

消費生活

センター 

消費者サロンの

設置・活用 

県消費生活センターに消費者サロンを設け、悪質商法

等に対する注意喚起のパンフレット、チラシ、消費生活

に関する図書、資料、パネル等を展示又は設置する。 

高齢者向け情報

提供 

高齢者が被害に遭いやすい消費者トラブルとその相

談窓口を掲載したパンフレットを作成し、市町村や宅配

事業者と連携して高齢者宅へ配布する。 

消費者被害の最

新情報の提供 

市町村、高等学校、大学、専門学校、地域包括支援セ

ンター等に消費者被害の最新情報を電子メールで配信

する。 

介護サービス情

報の公表 

国が整備する公表システムを活用し、事業者に関する

情報を公表することにより、利用者が事業者を適切に選

択できるよう支援する。 

（根拠法令 介護保険法） 

介護保険

課 

地域密着型サー

ビス外部評価 

地域密着型サービスであるグループホームに関して、

第三者機関による評価を公表することにより、利用者が

質の高いサービスを受けられる環境を整備する。 

（根拠法令 介護保険法） 

医薬品等に関す

る知識の普及 

① 医薬品による副作用や、いわゆる「健康食品」によ

る健康被害を防止するため、消費者に医薬品等に係る

正しい知識の普及を図る。 

② （公社）福岡県薬剤師会が設置した薬事情報センタ

ーに、一般県民を対象とした「くすりなんでもテレホ

ン」を開設し、医薬品等の相談業務を行う。 

・くすりなんでもテレホン 

TEL：０９２－２７１－１５８５ 

③ ジェネリック医薬品や医薬分業に係る正しい知識

の普及を図るため、「くすりと健康フェア」や出前講座

などの機会を通じて県民への啓発を行う。 

薬務課 
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 施策 概要 所管課 

消
費
者
へ
の
情
報
提
供
の
充
実 

住宅情報提供推

進 

(一財)福岡県建築住宅センターにおいて、公的機関に

よる情報提供を含め、住宅に関する様々な情報を県民に

提供する。 

住宅計画

課 

モデル住宅の展

示 

住宅に関する情報の提供や消費者が多様な情報から

適切な選択ができるよう、バリアフリー、耐震、防犯、

省エネ・創エネ等に対応したモデル住宅を展示公開す

る。 

・生涯あんしん住宅 

（春日市 クローバープラザ敷地内） 

 

住宅の品質確保

の促進に関する

情報提供 

住宅の品質確保の促進、住宅購入者の利益の保護等に

関する情報を提供する。 

（根拠法令 住宅の品質確保の促進等に関する法律、特

定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律) 

消
費
者
教
育
・ 

啓
発
の
推
進 

消費者教育推進

連絡会議の運営 

消費者教育を総合的に推進するため、県及び県教育庁

の関係各課による連絡会議を開催する。 

（根拠規程 消費者教育推進連絡会議設置要綱 

平成３年９月 24 日施行） 

生活安全

課 

若年者向け啓発

講座 

若年者が社会に出た後に遭う悪質商法に対する対処

法を身に付けるため、県内高校、専修各種学校等を対象

に教育関係機関と連携して啓発講座を開催する。 

消費生活

センター 

 

小･中･高校教員

向け講座 

福岡県教育センターと連携して、小･中･高校の教員向

け消費者教育の進め方についての講座を開催する。 

大学・専門学校職

員向け研修 

大学・専門学校の教職員に対して、消費者被害につい

ての情報提供を行う研修会を開催する。 

消費生活サポー

ター育成事業 

地域の見守り活動や啓発活動を行う住民ボランティア

（消費生活サポーター）を育成するため、民生委員、ヘ

ルパー、自治会役員などを対象に、消費者問題について

の基礎的な知識を習得するための講座を開催する。 

また、消費生活サポーターとなった者にフォローアップ

研修を行う。 



 

 

20 

 

 施策 概要 所管課 

消
費
者
教
育
・

啓
発
の
推
進 

「水の日」、「水

の週間」に関する

啓発 

「水の日」（８月１日）及び「水の週間」（８月１日～

７日）に水の貴重さや水資源開発の重要性等への理解や

関心を高めるため、節水ＰＲキャンペーン等による広報

や中学生水の作文コンクールを行う。 

水資源対

策課 

消
費
者
組
織 

の
活
動
推
進 

消費生活協同組

合の監督・育成 

消費生活協同組合（連合会）に対する監督行政及びそ

の健全な発展を図るための助成等を行う。 

（根拠法令 消費生活協同組合法） 

生活安全

課 

物
価
情
報
提
供 

各種物価関係の

統計調査 

・小売物価統計調査 

・家計調査 

調査統計

課 

環
境
に
配
慮
し
た
生
活
ス
タ
イ
ル
の
推
進 

再生可能エネル

ギー・コージェネ

レーションに関

する情報の提供 

再生可能エネルギーやコージェネレーション（熱と電気

を同時に作り出すシステム）等の分散型エネルギー導入を

支援するため、県ホームページ「ふくおかのエネルギー」

を通じた情報の発信や「福岡県再生可能エネルギー導入支

援システム」の運営による再生可能エネルギー導入のため

の環境の整備を行う。 

○ホームページ「ふくおかのエネルギー」（福岡県エネ

ルギー総合情報ポータルサイト）

（http://www.f-energy.jp/） 

再生可能エネルギーやコージェネレーションにかかるセ

ミナー・イベントや助成に関する情報などを総合的に提供

するホームページを運営。 

○福岡県再生可能エネルギー導入支援システム 

（http://www.f-energy.jp/search/） 

再生可能エネルギーの導入検討に必要となる日照時間や

風況などの適地に関する基本情報を、２５０ｍメッシュ単

位でワンストップで提供するシステムをインターネット上

に無料公開。 

また、太陽光パネルの向き、設置角度、設置容量を入力

するだけで、太陽光発電の年間発電量を簡単に試算可能。 

総合政策

課 
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 施策 概要 所管課 

環
境
に
配
慮
し
た
生
活
ス
タ
イ
ル
の
推
進 

自主的な環境保

全の取組の促進 

 県民・事業者・行政の自主的・積極的な環境保全の取

組を促し、環境への負荷の少ない持続可能な社会を構築

する。 

・福岡県環境県民会議の開催 

・環境教育副読本の作成 

・こどもエコクラブ事業の促進 

・環境月間（６月）街頭啓発活動 

環境政策

課 

地球温暖化対策

推進 

地球温暖化対策を推進するため、次の取組を実施す

る。 

① 福岡県地球温暖化防止活動推進センターによる普及

啓発（環境マイスターの派遣、教育教材、啓発資材

の貸出し） 

② 保健福祉環境事務所による地域に密着した普及啓発

活動 

③ 家庭や職場における省エネ･省資源の推進（ふくおか

エコライフ応援サイトによる温暖化関連情報の発

信、エコファミリー･エコ事業所の募集） 

環境保全

課 

ごみ減量化促進

対策 

循環型社会の構築を目指し、ごみの減量化・リサイク

ルへの取組を推進するため、県民・事業者への啓発及び

市町村への情報提供等の支援を行う。 

・容器包装廃棄物等の減量化・リサイクルの推進 

・「ごみ減量化リサイクルポスターコンクール」の実施 

・「マイバッグキャンペーン(買物袋持参運動)」の実施 

・「リサイクル施設見学会」の実施 

・「３Ｒの達人」の派遣 

・「九州まちの修理屋さん」事業の実施 

循環型社

会推進課 

 

食品ロス削減の

推進 

食品ロス（食べられるのに食用せず廃棄する食品）の

削減に県民運動として取り組み、資源の有効利用を通じ

て循環型社会の推進を図るため、食品ロスに関する情

報、食品ロス削減に協力する店舗情報を県のホームペー

ジやパンフレットに掲載するなどして県民に紹介する。 
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Ⅲ 平成 27年度事業実績 
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１ 消費者行政の企画・調整 

(１) 福岡県消費生活審議会の開催 

区分 開催日 会場 議題 

福岡県消費生活

審議会 

27.10.16 福岡県吉塚

合同庁舎 

特３会議室 

・消費者施策検討部会委員の指名について 

・平成26年度福岡県消費者行政の概要について 

・平成27年度福岡県消費者行政の取組について 

・事業者指導・行政処分について 

・福岡県消費者教育推進計画の進捗について 

・消費者安全法の改正に伴う消費生活センターの条例化につ

いて 

(２) 消費者行政関係機関等との連携 

会議名 開催日 会場 議題 

平成27年度市町

村消費者行政担

当課長会議 

27.5.28 福岡県吉塚

合同庁舎 

702会議室 

・県消費者行政の概要について 

・消費者安全法の改正について 

・消費者行政推進交付金事業について 

・相談啓発について 

・事業者指導について 

(３) 消費者被害防止地域ネットワーク会議の開催 

開催日 地区 会場 参加者 議題 

27.5. 8 筑後 サンライフ久留米 ・各市町村 

・各警察署 

・県弁護士会 

・県司法書士会 

・グリーンコープ生協ふくおか 

・生活安全課 

・消費生活相談及び消費者

啓発事業の状況について 

・意見交換 

        等 

27.7.15 北九州 ウェルとばた 

27.7.22 福岡 福岡県吉塚合同庁舎 

27.7. 8 筑豊 飯塚市立岩公民館 
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(４) 福岡県高齢者・障害者の消費者被害防止対策連絡協議会 

開催日 会場 議題 

27.7.13 福岡県中小企業振興センター

301会議室 

・各団体の取組 

・福岡県内高齢者・障害者の消費者相談の概要 

・ニセ電話詐欺の現状と被害防止のための取り組み 

・消費生活サポーター育成事業 

・消費者安全確保地域協議会 

・情報交換 

(５) 消費者行政推進事業の実施（平成 27 年度） 

・ 消費者教育･啓発、消費生活相談員等レベルアップ研修、悪質事業者に対する調査、指導及び処

分の強化などの実施 ................................................ 32,822 千円 

・ 市町村が行う相談窓口の整備拡充や消費者被害の未然防止のための教育・啓発などの事業に対

する支援の実施 .......................................... 50 市町村 134,449 千円 

 

２ 消費生活の安全性の確保 

(１) 消費者被害の防止対策 

事業者が消費者に供給する商品による消費者被害の未然防止・拡大防止により消費者の利益を保

護するため、販売店への立入検査を実施するとともに、必要に応じて商品名や事業者名等の情報を

消費者に提供した。 

(２) 消費生活用製品安全法に基づく立入検査 

特定製品、特定保守製品 
立入販売店 

件数 

違反店 

件数 

違法内容(点数) 

無表示 不適正表示 その他 

家庭用の圧力鍋及び圧力がま 8  (2) 0    

乗車用ヘルメット 8  (3) 0    

石油ストーブ 8  (2) 0    

ライター 8  (4) 0    

合計 8  (8) 0    

( )内は、実際に特定製品・特定保守製品が置かれていた販売店件数を示す。 
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(３) 製品安全に関する広報啓発活動 

パネル展示により製品安全に関する広報啓発活動を行った。 

・ 福岡県吉塚合同庁舎１階 消費者サロン 

（平成 27 年 11 月 16 日～20 日、平成 27 年 12 月 8 日～14 日） 

３ 消費者取引の適正化 

(１) 事業活動の適正化 

特定商取引に関する法律や福岡県消費生活条例に基づき、事業者の不適正な取引に対して調査を

行い、指導及び処分を行った。 

ア 具体的取引の適正化 

特定商取引に関する法律、福岡県消費生活条例に基づく指導・行政処分等 

・ 業務停止命令 ２件（訪問販売） 

・ 文書指導   １２件（訪問販売(8)、連鎖販売(2)、店舗型販売(2)） 

イ 消費生活の安全・安心ネットワーク会議 

平成 19 年９月に九州各県、沖縄県及び山口県で構成する「消費生活の安全・安心ネットワーク

会議」を設置し、悪質な取引行為等を広域的に行う事業者に対応するための広域的な連携体制を

整備した。 

この会議は、主に特定商取引に関する法律に基づく指導、処分及び公表について、関係各県の

連携を通じて消費者被害の未然防止・拡大防止等を図ることを目的とするものであり、平成 27 年

度における開催状況は次表記載のとおりであった。 

 

開催状況 構成 内容等 

実務担当者

会議 

27.7. 3 

28.1.29 

・福岡県新社会推進部生活安全課 

・佐賀県くらし環境本部くらしの安全安心課 

・長崎県県民生活部食品安全・消費生活課 

・熊本県環境生活部県民生活局消費生活課 

・大分県生活環境部県民生活・男女共同参画課 

・宮崎県総合政策部生活・協働・男女参画課 

・鹿児島県総務部県民生活局生活・文化課消費

者行政推進室 

・沖縄県子ども生活福祉部消費・くらし安全課 

・山口県環境生活部県民生活課 

・経済産業省九州経済産業局（オブザーバー） 

行政機関の連携による消費者被害未

然・拡大防止等に関する協議 

・九州地方知事会への報告 

・各県の取組状況 

・広域的な行政処分等 

・広域連携による合同立入 

検査 

・処分事業者の公表 

  



 

26 

 

(２) 表示等の適正化 

ア 不当景品類及び不当表示の防止 

事業者が消費者に供給する商品やサービスの品質等に関して適正な表示を行うことにより、消

費者が自主的かつ合理的に商品やサービスを選択することができるように、事業者に対する立入

調査・指導等を行った。 

 

処理件数 
景品 表示 

違反有 違反無 違反有 違反無 

41件 0件 1件 10件(注) 30件 

(注) 違反に対する措置の内訳は、口頭注意９件、文書指導１件である。 

イ 表示、規格の適正化 

表示、規格の適正化等に関する事業者等からの問合せに対し、助言又は指導を行った。 

平成 27 年度 32 件（うち表示に係る相談 20 件、景品に係る相談 12 件） 

ウ 食品表示の適正化 

(ア)  県機関との連携 

本県の食品の表示に係る県民からの問い合わせや情報提供等に対し、迅速かつ的確に対応する

ため、「食品表示情報の回付・受付マニュアル」により関係部署間の連携、協力及び情報の共有

を図った。 

(イ)  食品表示関係機関との連携 

「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）」等の食品表示関係の法令

を所管する関係機関と連携しながら、消費者への情報提供等の必要な措置をとった。 

（ウ）家庭用品品質表示法に基づく立入検査 

 

検査品目 立入販売店件数 検査商品数 
不適正 

表示数 

繊維製品（タオル、手ぬぐい等１１品目） 17 (10) 44 0 

合成樹脂加工品（水筒等５品目） 17  (7) 22 1 

電気機械器具（洗濯機等６品目） 17  (4) 14 0 

雑貨工業品（魔法瓶等１２品目） 17 (13) 37 0 

( )内は、実際に検査対象品が置かれていた販売店件数を示す。 
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(３) 事業者指導の概要 

消費生活センターに対する相談の件数が多いなど、特に販売方法等に問題があると認められる事

業者に対し、特定商取引に関する法律や福岡県消費生活条例に基づき、問題となる販売方法等の具

体的な事例を示して改善措置を求めるなど、個別に対応している。 

平成 27 年度においては、健康食品、化粧品、リフォーム工事、オール電化・太陽光発電、浄水器、

味噌、寝具等の訪問販売事業者等に対し、販売方法等の改善を求めるための業務停止命令及び文書

等による指導を行った。 

(４) 生活関連商品等の価格動向の監視 

県民の消費生活との関連性が高い生活関連商品等の価格動向について情報の収集・分析を行うと

ともに、インターネットにより必要な情報を県民に提供することによって不適正な価格形成の発

見・防止に努めた。 

 

４ 消費生活相談体制の充実・整備 

(１) 消費生活相談への対応 

福岡県消費生活センターに専門の相談員を配置して消費者からの相談や苦情を受け付けるととも

に、特に法律的な問題が生じた場合には弁護士による法律相談の中で解決を図り、国、他の都道府

県及び県内市町村の各関係機関と緊密に情報交換をしながら、相談・苦情の処理を行った。 

平成 27 年度に福岡県消費生活センターで受け付けた消費生活相談の件数は 9,812 件であり、前年

度の 10,464 件と比べて 652 件（6.2％）減少した。なお、県及び県内市町村の消費生活センター等

の相談窓口で受け付けた消費生活相談の件数は 53,648 件であり、前年度の 56,770 件と比べて 3,122

件（5.5％）減少している。 

(２) パイオネットの活用 

パイオネット（ＰＩＯ－ＮＥＴI）とは、「国民生活センターと全国の消費生活センターをネット

ワークで結び、消費者から消費生活センターに寄せられる消費生活に関する苦情相談情報（消費生

活相談情報）の収集を行っているシステムII」である。 

地方公共団体においてはこのシステムによって全国で蓄積された相談情報を閲覧することができ

るので、県ではこれに加入して相談対応、事業者指導及び消費者啓発に活用している。なお、県内

においては、福岡県消費生活センターのほか次に掲げる 29 市町及び６広域（2 市町以上）の消費生

活センター・相談窓口にもパイオネット端末が設置されている。 

  

                             
I 全国消費生活情報ネットワークシステム（Practical Living Information Online Network System） 

 
II 独立行政法人国民生活センターのウェブサイトの記述による。 
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《パイオネット端末設置市町》 

北九州市、福岡市、大牟田市、田川市、八女市、筑後市、大川市、豊前市、中間市、小郡市、筑

紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、宮若市、朝倉市、糸島市、那

珂川町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、鞍手町、筑前町、広川町、川崎町 

（２市町以上のセンター） 

 久留米市消費生活センター 、直鞍広域消費生活センター、飯塚市消費生活センター、柳川・み

やま消費生活センター、行橋市広域消費生活センター、かすや中南部広域消費生活センター 

(３) 消費生活相談員等に対する研修会の開催 

名称 開催日 内容 会場 

消費生活相談員

等事例検討会 

年６回 消費者トラブルに関する事例の検討 福岡県吉塚合

同庁舎研修室 

消費生活相談員

等レベルアップ

研修 

 

27. 4.23 

27. 5.20 

【行政職員向け研修】 

消費生活相談の基礎知識ほか 

相談マニュアルの事例をもとに相談対応ほか 

 

福岡県吉塚合

同庁舎研修室

ほか 

 

 
 

27. 5.23 

27. 6.20 

 

27. 8. 1 

27. 9. 5 

27.11.14 

27.12. 5 

 

【消費生活相談の専門研修】 

自動車の取引、金融広告の読み方 

情報通信サービスの現状と相談対応、消費生活相談に

必要な決済に関する知識 

民法と消費者契約法の知識 

食品表示、健康食品の基礎知識 

特定商取引法と割賦販売法の知識 

相談員のための通信機器等の基礎知識、情報通信サー

ビスのセキュリティ対策 

 

28. 1.30 

【相談対応研修】 

コミュニケーション力の向上 

 

27.10.17 

【消費者教育担い手育成研修】 

知識編、技能編 
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(４) 多重債務問題への取組 

ア 福岡県多重債務問題対策協議会の開催 

開催日 会場 参加者 議題 

27.12.22 

 

福 岡 県 吉

塚 合 同 庁

舎会議室 

・生活安全課（事務局） 

・福岡財務支局 

・福岡県町村会 

・県弁護士会 

・県司法書士会 

・日本貸金業協会福岡県支部 

・日本司法支援センター福岡事務所 

・(公財)日本ｸﾚｼﾞｯﾄｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ協会 

・グリーンコープ生協ふくおか 

・福岡ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｻﾗ金被害をなくす会 

・保護・援護課 

・中小企業振興課 

・県警生活保安課 

・「ヤミ金融事犯の情報提供シート」

の検討 

・貸金業法施行後の状況とこれ 

までの取組 

・今後の取組について 

・情報交換その他 

イ 多重債務者無料相談ウィークの実施 

国の多重債務者相談強化キャンペーン（平成 27 年９月１日～12 月 31 日）の一環として、県弁

護士会及び県司法書士会と合同で多重債務者無料相談ウィークを実施した。 

（面談相談会） 

実施期間 実施場所 

27.11.9～11.13 県弁護士会及び県司法書士会の相談センター（県内24か所） 

ウ 多重債務者生活再生事業の実施 

グリーンコープ生活協同組合ふくおかと協働して、多重債務相談に応じて債務整理等による問

題解決の助言を行うほか、家計管理の助言・指導や、生活再生中のやむを得ない臨時的出費に対

する貸付を行う多重債務者生活再生事業を実施した。 

 

電話相談件数 貸付件数 貸付金額 

1,642件  87件  3,202万 円  
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５ 主体的・自立的な消費者になるための支援 

(１) 消費者啓発の実施及び情報の提供 

消費者の主体的かつ自立的な消費生活を支援するため、消費者啓発を実施するとともに、的確な

消費選択に有用な情報を幅広く提供した。 

 

ア トラブル未然防止のための教材等の作成・配布 

配布時期 配布物 配布先 

9月 高齢者向けパンフレット 

「あなたを狙う悪質商法、要注意 ＰＡＲＴ３」 

市町村等 

 

11月 クーリング・オフパンフレット 

「くらしのサポーター ～やってみよう！クーリング・オフ編」 

市町村等 

11月 障害者の周りの方向けパンフレット 

「障害者見守りガイドブック」 

民生委員、児童委員

、障害者団体等 

  12月 高齢者の周りの方向けパンフレット 

「高齢者見守りガイドブック」 

民生委員、児童委員

、高齢者団体等 

 ・市町村啓発講座資料 

・若者を狙う悪質商法 

市町村等 

イ 年末悪質商法撲滅キャンペーンの実施 

実施日 場所 内容 

27.12.6 福岡市天神地区 テーマ：キャッチセールス等悪質商法の撲滅 

内 容：天神地区におけるチラシ配布等 

（その他に筑後市、大牟田市、大野城市、太宰府市、那珂川町、

行橋市等と連携して実施した。） 

ウ ホームページにおける情報提供 

福岡県消費生活センターのホームページにおいて消費者行政に関する情報提供を行った。 

http://shouhiseikatsu.pref.fukuoka.lg.jp/ 

エ 生活設計の促進及び金融経済情報の提供 

福岡県金融広報委員会と連携して、金融経済情報の提供や生活設計及び金銭教育の推進を図っ

た。 

オ 消費者サロン 

福岡県吉塚合同庁舎１階の消費者サロンにおいて、悪質商法に対する注意喚起の情報提供、パ

ネル、関係団体の資料等の展示を行った。 
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(２) 消費者教育の推進 

主体的で自立した消費者を育成するためには、関係機関が協力して体系的に消費者教育を推進す

ることが重要である。このため、福岡県消費者教育推進計画を策定するとともに、若年者啓発出前

講座等を実施した。また本計画で取り組むこととした事業・施策の進捗を消費者教育推進連絡会議

において把握し、今後の取組について関係各課と協議した。 

ア 消費者教育推進連絡会議の開催 

開催日 会場 議題 
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オ 消費者サポーター育成事業 

  悪徳商法や製品事故等による消費者被害を防止するため、消費者問題について基礎的な知識を習得

し、高齢者等への情報提供をしていただくボランティア（消費生活サポーター）を育成する講座を実

施。講座終了後、受講者は各市町村の消費生活サポーターとして活動 

実施日 研修内容等 参加者 

27.6～ 

 27.12 

（8回） 

【消費者サポーター育成講座】 

・くらしと契約 ～契約の基礎知識等～ 

・くらしの中のかくれた危険 

・成年後見制度 

・消費者トラブルの現状と対処法 

21 市町村、計 318 人 

民政委員、地域包括支援センター職員、

社会福祉協議会職員、老人クラブ 等 

27.11 

 （2 回） 

【消費生活サポーターフォローアップ研修】 

 ・最新の消費者トラブル事例 

 ・実践活動グループ討議 

平成 26年度消費者サポーター育成講座 

受講者 
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(３) 消費者組織の活動の促進 

ア 県所管の 25 の消費生活協同組合（連合会）IIIについて、次に掲げる取組を行った。 

・ 消費生活協同組合法に基づく監督行政（組合の設立、運営及び解散に関する助言・処分等） 

・ 福岡県生活協同組合連合会の事業に対する助成 

・ 平成 27 年度福岡県消費生活協同組合研修会の開催（福岡県生活協同組合連合会との共催） 

開催日：平成 28 年２月 17 日 

場 所：福岡県吉塚合同庁舎 803 会議室 

参加者：県内の消費生活協同組合役職員 86 人（主催者側参加者を除く。） 

イ 消費者団体活動活性化事業 

  地域で活動する消費者団体の民間活力を活用し、消費者裁判手続特例法による消費者被害の回復を

図る制度の周知・広報するシンポジウムを開催するとともに、啓発資料等を作成・配布した。 

 

① 集団的消費者被害回復制度シンポジウム 

「あきらめないで！消費者被害回復～私たちは、もう泣き寝入りしない！～」 

 開催日：平成 28 年２月６日 

場 所：西鉄イン福岡 2 階大ホール 

参加者：消費者、消費生活専門相談員、行政職員、弁護士、司法書士等 124 名 

② 消費者裁判手続特例法に関する学習資料の作成・配布 

作成部数：1,000 部 

配布先：県内市町村、弁護士会、司法書士会等 

 

③ 消費者問題に関する啓発資料の作成・配布 

作成部数：2 種類、各 10,000 部 

配布先：県内市町村、消費生活協同組合等 

  

 

 

 

 

 

 

 

                             
III このうち１の消費生活協同組合については平成 26 年３月に解散し、平成 27 年度は清算中の法人として存続した。 
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Ⅳ 平成 27年度消費生活相談の概要 
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１ 相談の概況 

(１) 相談件数の推移 

平成 27年度に福岡県消費生活センターに寄せられた全相談件数は 9,812件であり、前年度

の 10,464件に比べて 652 件（約 6.2％）減少している。 
 

(２) 相談方法別の相談件数 

平成 27年度の相談件数を相談方法別に集計 

すると、電話による相談が 9,475件（96.6％） 

であったのに対し、来所による相談は 319件 

（3.2％）であった。 

 

(３) 月別の相談件数 

平成 27年度における各月の相談件数は 700件から 1,000件の間に分布し、１か月当たりの

平均相談件数は約 818件であった。 

  

3,957 3,706 4,194 3,582 3,323

8,165
6,856 6,244

6,356
5,950

587

585 565
526

539

12,709

11,147 11,003
10,464

9,812

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

相
談
件
数
（
件
）

その他

相談

役務に関

する相談

商品に関

する相談

742 749

955

842

747

804 819 877
850

745 803

879883

825

916

915
839

899
905

759
770

904
865

984

700

800

900

1,000

1,100

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

相
談
件
数
（
件
）

27年度

26年度

電話, 

9,475件, 

96.6%

来所, 

319件, 
3.2%

文書, 18

件, 0.2%
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２ 契約当事者の属性別の相談件数 

(１) 性別の相談件数 

平成 27年度の相談件数を契約当事者の性別 

で分けると、男性の相談が 4,452 件（45.6％） 

であったのに対し、女性の相談は 4,686件 

（47.7％）であった。近年においては女性 

の相談がやや多い傾向が見られる。 

 

(２) 年代別の相談件数 

平成 27 年度の相談件数を契約当事者の年代別に集計すると、第１位が 70 歳以上で 1,577

件（16.1％）、次いで 60 歳代が 1,559 件、40 歳代が 1,556 件（いずれも全体の 15.9％）で、

ほぼ同数であった。 

 

(３) 職業別の相談件数 

平成 27 年度の相談件数を契約当事者

の職業別に集計すると、給与生活者の相

談が 3,843件（39.2％）で最も多く、続

いて無職者の相談が 2,294 件（23.4％）、

家事従事者の相談が 1,499 件（15.3％）

という順になっている。 

 

  

男性, 

4,452件, 

45.4%女性, 

4,686件, 

47.7%

団体・不明, 

674件, 

6.9%

給与生活

者, 3,843
件, 39.2%

無職者, 

2,294件, 

23.4%

家事従事

者, 1,499
件, 15.3%

自営・自由

業者, 557
件, 5.7%

学生, 426

件, 4.3%

団体・不明, 

1,193件, 

12.1%

466 349 403 367 305

1,618 1,222 1,164 1,107 974

2,234
1,876 1,645 1,436 1,326

2,171

1,952 1,826 1,774
1,556

1,870

1,614
1,564 1,582

1,413

1,694

1,575 1,694 1,665
1,559

1,547

1,485 1,815
1,612
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1,109

1,074 892
921

1,102
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11,147 11,003
10,464
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30歳代

20歳代

19歳以下



37 

３ 商品等分類別の相談件数 

(１) 商品等分類別の相談件数 

平成 27年度の相談件数を商品・サービス分類別に集計すると、最も件数が多かったのは「デ

ジタルコンテンツ」の 1,618 件（16.5％）であった。「デジタルコンテンツ」の第１位は 13

年連続であるI。なお、「デジタルコンテンツ」の相談のうち 76.8％は架空請求に関するもの

であった。 

相談件数の第２位は「不動産貸借」、第３位は「商品一般」となっている。 

 

(２) 架空請求の相談件数 

(３) 商品等分類別の架空請求の相談件数 

 

                            

I 「デジタルコンテンツ」は、インターネットを通じて得られる情報に関する相談（アダルト情報サイト、出会い

系サイト、オンラインゲーム等）。 

順
位

27年度

2,358件 ( 18.6%) 1,837件 ( 16.5%) 1,589件 ( 14.4%) 1,826件 ( 17.5%) 1,618件 ( 16.5%) 

982件 ( 7.7%) 708件 ( 6.4%) 669件 ( 6.1%) 542件 ( 5.2%) 507件 ( 5.2%) 

862件 ( 6.8%) 701件 ( 6.3%) 488件 ( 4.4%) 484件 ( 4.6%) 408件 ( 4.2%) 

362件 ( 2.8%) 374件 ( 3.4%) 388件 ( 3.5%) 417件 ( 4.0%) 369件 ( 3.8%) 

工事・建築 新聞

246件(1.9%) 246件(1.9%) 249件 (   2.2%) 387件 ( 3.5%) 353件 ( 3.4%) 345件 ( 3.5%) 

12,709件 (100.0%) 11,147件 (100.0%) 11,003件 (100.0%) 10,464件 (100.0%) 9,812件 (100.0%) 

注）最下行は各年度の全相談件数を示す。

26年度

工事・建築
5

1

2

3

4

デジタルコンテンツ

インターネット接続回線

25年度24年度23年度

商品一般商品一般

不動産貸借

不動産貸借 不動産貸借 フリーローン・サラ金

デジタルコンテンツ

フリーローン・サラ金 フリーローン・サラ金 不動産貸借 不動産貸借

デジタルコンテンツ デジタルコンテンツ デジタルコンテンツ

インターネット接続回線

相談その他 相談その他 商品一般 フリーローン・サラ金 相談その他

相談その他

10,847
9,738 9,736 8,853 8,469

1,862
1,409 1,267

1,611 1,343

12,709

11,147 11,003 10,464
9,812

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

相
談
件
数
（
件
）

架空請求

架空請求

以外

件数 比率

1 デジタルコンテンツ 1,618件 1,242件 76.8% 携帯電話、パソコンによる有料サイト利用料

2 商品一般 408件 34件 8.3% 未納料金

左のうち架空請求
分類

27年度

相談件数
主な商品・サービス
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４ 販売購入形態別の相談件数 

平成 27年度の相談件数を販売購入形態別に集計すると、無店舗販売（購入）の相談が 4,710

件（48.0％）であったのに対し、店舗購入の相談は 3,096件（31.6％）であった。 

無店舗販売（購入）の相談件数の内訳では、「通信販売」の相談が 2,919件（29.7％）で最

も多く、次いで「訪問販売」の相談が 828 件（8.4％）、「電話勧誘販売」の相談が 554 件（5.6％）

と続いている。 

 

 

 

  

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 商品・サービスの分類による内訳（上位３位）

第１位 第２位 第３位

3,878件 3,107件 2,962件 3,133件 2,919件 1,565件 98件 73件
(30.5%) (27.9%) (26.9%) (29.9%) (29.7%) (15.9%) (1.0%) (0.7%)

1,183件 969件 977件 921件 828件 128件 84件 75件
(9.3%) (8.7%) (8.9%) (8.8%) (8.4%) (1.3%) (0.9%) (0.8%)

640件 628件 773件 708件 554件 139件 72件 31件
(5.0%) (5.6%) (7.0%) (6.8%) (5.6%) (1.4%) (0.7%) (0.3%)

203件 170件 135件 136件 139件 23件 15件 10件
(1.6%) (1.5%) (1.2%) (1.3%) (1.4%) (0.2%) (0.2%) (0.1%)

11件 68件 80件 75件 20件 7件 5件
(0.1%) (0.6%) (0.8%) (0.8%) (0.2%) (0.1%) (0.1%)

10件 58件 144件 12件 15件 4件 2件 2件
(0.1%) (0.5%) (1.3%) (0.1%) (0.2%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

240件 187件 183件 175件 180件 29件 10件 9件
(1.9%) (1.7%) (1.7%) (1.7%) (1.8%) (0.3%) (0.1%) (0.1%)

6,154件 5,130件 5,242件 5,165件 4,710件
(48.4%) (46.0%) (47.6%) (49.4%) (48.0%)

4,475件 3,970件 3,580件 3,338件 3,096件 427件 184件 173件
(35.2%) (35.6%) (32.5%) (31.9%) (31.6%) (4.4%) (1.9%) (1.8%)

2,080件 2,047件 2,181件 1,961件 2,006件
(16.4%) (18.4%) (19.8%) (18.7%) (20.4%)

12,709件 11,147件 11,003件 10,464件 9,812件
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

※ 訪問購入はH25.2.21以降

役務その
他サービ
ス

被服品一
般

アクセサ
リー

化粧品
セット

商品一般

工事・建
築

商品一般

健康食品

テレビ放
送サービ
ス

商品一般
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝ
ﾃﾝﾂ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

訪問購入※

不動産貸
借

健康食品

商品一般
ネガティブ・
オプション

その他無店
舗

合計

不動産貸
借

ﾌﾘｰﾛ-ﾝ・
サラ金

フリーロー
ン・サラ金

携帯電話
サービス

工事・建
築

店舗購入

無
店
舗
販
売

（
購
入

）

商品一般

書籍

新聞

健康食品

不明・無回答

小計

区分

通信販売

訪問販売

電話勧誘
販売

ﾏﾙﾁ･ﾏﾙﾁ
まがい販売
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５ 多重債務相談の件数 

平成 27年度に福岡県消費生活センターに寄せられた多重債務相談は 219件であり、近年そ

の件数は減少している。 

 

 

 

 

平成 27 年度の多重債務相談の件数

を契約当事者の年代によって分ける

と、最も相談が多かったのは 40 歳代

の 49件（22.4％）であり、次いで 30

歳代の 40 件（18.3％）、20 歳代の 38

件（17.3％）の順になった。 

 

 

 

 

６ あっせんの件数 

平成 27年度に福岡県消費生活センターで行ったあっせんの件数は 555件であり、減少して

いる。 
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多重債務相談

19歳以下, 

0件, 0.0%

20歳代, 38

件, 17.3%

30歳代, 40

件, 18.3%

40歳代, 49

件, 22.4%

50歳代, 31

件, 14.2%

60歳代, 32

件, 14.6%

70歳以上, 

9件, 4.1%

不明, 20

件, 9.1%

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

あっせんの件数 789件 712件 682件 679件 555件
（全相談に占める割合） (6.2%) (6.4%) (6.2%) (6.5%) (5.7%)

1 店舗購入 339件 337件 250件 277件 228件

2 通信販売 210件 168件 194件 190件 170件

3 訪問販売 122件 90件 69件 64件 58件

4 電話勧誘販売 35件 33件 68件 68件 39件

5 その他無店舗 16件 12件 5件 13件 8件

6 マルチ・マルチまがい 8件 9件 8件 10件 7件

7 ネガティブ・オプション 0件 5件 12件 2件 3件

8 訪問購入※ － 1件 7件 3件 2件

9 不明・無関係 59件 57件 69件 52件 40件

※訪問購入は平成25年2月21日以降

内
訳
（

販
売
購
入
形
態
別
）
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７ 危害・危険に関する相談の件数 

(１) 危害に関する相談の件数 

平成 27 年度に福岡県消費生活センターに寄せられた相談のうち危害に関するものは 73 件

であり、前年度の 113 件と比べて 40 件減少している。その内訳を見ると、「皮膚障害」に関

する相談が 24 件（32.9％）で最も多く、次いで「その他の傷病及び諸症状」に関する相談が

12 件（16.4％）、「擦過傷・挫傷･打撲傷」に関する相談が 10件（13.7％）の順になっている。 

（単位：件） 

   内 訳 

危害の種類 件数 危害部位 件数 商品・役務の種類等 

皮膚障害 24 頭部 3 化粧品、化粧品セット、美容液

まつ毛パーマ 等 顔面 14 

眼 1 

首 2 

手掌・手背 2 

全身 2 

その他の傷病及び諸症状 12 頭部 1 じゅうたん、エアコン、サイクロンクリー

ナー、サングラス 等 眼 3 

鼻・咽喉 2 

胸部・背部 1 

腹部 1 

会陰部 1 

手指 1 

大腿・下腿 1 

不明 1 

擦過傷・挫傷・打撲傷 10 頭部 3 ドラッグストアの事故、リクライニング

チェアー、レストラン、宿泊施設 等 耳・平衡器 1 

腰部・臀部 1 

腕･肩 1 

手指 1 

大腿・下腿 1 

足首から先 1 

不明 1 

消化器障害 9 腹部 9 ケーキ、シシャモフライ 等 

刺傷・切傷 6 口・口腔・歯 2 ソーセージ、保冷バッグ、寿司店 等 

鼻・咽喉 2 

手掌・手背 1 

手指 1 

骨折 2 手掌・手背 1 アロマエステサービス、防火管理講

習  不明 1 

神経・脊髄の損傷 2 大腿・下腿 1 外科手術、指の手術 

不明 1 

熱傷 2 頭部 1 パーマ、日焼けサロン 

全身 1 

中毒 2 全身 2 外食、弁当 

呼吸器障害 2 気道 2 子犬、賃貸アパート 

感覚機能の低下 1 口・口腔・歯 1 食事宅配 

凍傷 1 手指 1 冷凍食品の宅配 

計 73    
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(２) 危険に関する相談の件数 

平成 27 年度に福岡県消費生活センターに寄せられた相談のうち危険に関するものは 24 件

であり、前年度の 36件と比べて 12件減少している。その内訳を見ると、「異物の混入」に関

する相談が 6件（25.0％）で最も多く、次いで「発火・引火」に関する相談が 4 件（16.7％）、

「破損・折損」及び「その他」に関する相談が 3件（12.5％）の順になっている。 
（単位：件） 

相談の内容 件数 相談に係る商品・役務の種類 

異物の混入 6 アイスクリーム、ラーメン店、冷凍白身魚フライ、日替わり弁当、

梅ヶ枝餅、納豆  

発火・引火 4 レンタカー、加熱水蒸気オーブンレンジ、塩パン、石油ファンヒ

ーター 

破損・折損 3 ドライブレコーダー、賃貸中古マンション、軽自動車 

その他 3 ガソリン、光る指輪、脂肪吸引 

燃料・液漏れ等 2 普通小型自動車、石油ファンヒーター 

破裂 2 オーブントースター、タイヤ 

火災 1 除湿機 

発煙・火花 1 フライパン 

過熱・こげる 1 軽自動車 

機能故障 1 中古自動車 

計 24  
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８ 各種統計資料 

次の各表は、平成 27年度に福岡県消費生活センターに寄せられた消費生活相談 9,812 件を

過去との比較も交えて様々な観点から整理したものである。 

(１) 商品等分類別の相談件数（上位 15位） 

 

順

位

商品一般

工事・建築 新聞

246件 246件

商品一般

245件 245件

注）最下行は各年度の全相談件数を示す。

フリーローン・サラ金

669件

不動産貸借

89件

10,464件

 他の化粧品

154件

122件148件

126件

金融関連サービスその他

エステティックサービス

 株

159件

158件

177件

ファンドﾞ型投資商品

健康食品

 携帯電話サービス

11,003件11,147件12,709件

テレビ放送サービス

 相談その他

23年度 25年度

1,837件 1,589件

708件

701件

211件

352件

工事・建築

212件

携帯電話サービス

相談その他

374件

24年度 26年度

デジタルコンテンツ デジタルコンテンツ

1,826件

不動産貸借

商品一般

デジタルコンテンツ

542件

デジタルコンテンツ

フリーローン・サラ金

13

14

15

8

9

10

11

1

2

12

4

5

6

7

3

387件

四輪自動車

 新聞

184件

携帯電話

417件

インターネット接続回線

353件

 相談その他

工事・建築

261件

インターネット接続回線

488件

388件

225件

インター

ネット接続

回線

医療サービス

フリーローン・サラ金 不動産貸借

四輪自動車

 新聞

200件

 健康食品

 工事・建築

249件

 健康食品

247件

 商品一般

 四輪自動車

237件

241件

227件

 新聞

フリーローン・サラ金

367件

484件

不動産貸借

相談その他

862件

362件

184件

2,358件

982件

156件

携帯電話サービス

222件

164件

インターネット接続回線

206件

 四輪自動車

125件

120件

役務その他のサービス

186件

155件

150件

141件

ファンド型投資商品

テレビ放送サービス

169件

158件

147件

携帯電話サービス エステティックサービス

修理サービス

110件

117件

修理サービス

エステティックサービス

携帯電話

エステティックサービス

105件

27年度

デジタルコンテンツ

1,618件

不動産貸借

507件

商品一般

408件

相談その他

369件

インターネット接続回線

345件

 フリーローン・サラ金

311件

工事・建築

231件

携帯電話サービス

225件

健康食品

役務その他のサービス

109件

医療サービス

107件

9,812件

187件

 四輪自動車

169件

他の行政サービス

155件

新聞

137件

エステティックサービス

126件
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(２) 販売購入形態別・商品等分類別の相談件数（平成 27年度・上位 10位） 

 

(３) 契約当事者年代別の相談件数 

 

  

年度 19歳以下 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 不明 計

305件 974件 1,326件 1,556件 1,413件 1,559件 1,577件 1,102件 9,812件
(3.1%) (9.9%) (13.5%) (15.9%) (14.4%) (15.9%) (16.1%) (11.2%) (100.0%)

367件 1,107件 1,436件 1,774件 1,582件 1,665件 1,612件 921件 10,464件
(3.5%) (10.6%) (13.7%) (17.0%) (15.1%) (15.9%) (15.4%) (8.8%) (100.0%)

25年度 403件 1,164件 1,645件 1,826件 1,564件 1,694件 1,815件 892件 11,003件
(3.7%) (10.6%) (15.0%) (16.6%) (14.2%) (15.4%) (16.5%) (8.1%) (100.0%)

24年度 349件 1,222件 1,876件 1,952件 1,614件 1,575件 1,485件 1,074件 11,147件
(3.1%) (11.0%) (16.8%) (17.5%) (14.5%) (14.1%) (13.3%) (9.6%) (100.0%)

23年度 466件 1,618件 2,234件 2,171件 1,870件 1,694件 1,547件 1,109件 12,709件
(3.7%) (12.7%) (17.6%) (17.1%) (14.7%) (13.3%) (12.2%) (8.7%) (100.0%)

26年度

27年度

順
位

ネガティブ・
オプション

書籍
4件

健康食品
2件

鮮魚
1件

ビタミン剤
1件

ふとん類 敷物類
31件 1件

他のアクセサリー
24件 17件 1件

雑誌
13件 1件

広告代理サービス
29件 11件 1件

基礎化粧品
役務その他サービ
ス

27件 10件 5件 1件

新築分譲
マンション

工事・建
築

25件 7件 7件 4件 3件

15件

注）最下行は販売購入形態ごとの全相談件数を示す。

健康食品

31件

テレビ放送サービス

75件

インターネット接続回
線

インターネット接続回
線

訪問購入

75件

アクセサリー

7件

被服品一般

20件

商品一般

3件

食器

4件

ネックレス

5件

靴

3件

スーツ

3件

着物類

3件

訪問販売

新聞

128件

工事・建築

84件

デジタルコンテンツ

10

9

8

7

解約代行サービス

役務その他サービス

1

2

3

4

5

6

59件

健康食品

電話勧誘販売

16件

828件

通信販売

34件

フリーローン・サラ金

44件

パソコン

52件

インターネット接続回
線

54件

興信所

73件

商品一般

98件

1,565件

21件

固定電話サービス

29件

2,919件

役務その他サービス

72件

商品一般

139件

マルチ・
マルチまがい販売

5件

複合サービス会員

5件

基礎化粧品

7件

他の内職・副業

7件

ファンド型投資商品

7件

化粧品

10件

化粧品セット

15件

商品一般

23件

健康食品

554件

ふとん類

139件

3件

指輪ビジネス教室他の行政サービス

四輪自動車

ファンド型投資商品

鮮魚

他の台所用品

エステティックサービ
ス

ソーラーシステム

22件

給湯システム

16件

広告代理サービス

22件

修理サービス
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(４) 契約当事者年代別・商品等分類別の相談件数（平成 27年度・上位５位） 

 

 

(５) 多重債務相談の件数（契約当事者年代別） 

 

  

年度 19歳以下 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 不明 計

0件 38件 40件 49件 31件 32件 9件 20件 219件
(0.0%) (17.4%) (18.3%) (22.4%) (14.2%) (14.6%) (4.1%) (9.1%) (100.0%)

1件 45件 57件 69件 44件 42件 22件 19件 299件
(0.3%) (15.1%) (19.1%) (23.1%) (14.7%) (14.0%) (7.4%) (6.4%) (100.0%)

25年度 0件 55件 72件 75件 51件 49件 30件 34件 366件
(0.0%) (15.0%) (19.7%) (20.5%) (13.9%) (13.4%) (8.2%) (9.3%) (100.0%)

24年度 1件 60件 95件 101件 95件 55件 31件 46件 484件
(0.2%) (12.4%) (19.6%) (20.9%) (19.6%) (11.4%) (6.4%) (9.5%) (100.0%)

23年度 1件 70件 132件 109件 111件 89件 39件 53件 604件
(0.2%) (11.6%) (21.9%) (18.0%) (18.4%) (14.7%) (6.5%) (8.8%) (100.0%)

27年度

26年度

順
位

19歳以下 20歳代 30歳代 40歳代 60歳代 70歳以上 全年代

デジタルコン
テンツ

デジタルコン
テンツ

デジタルコン
テンツ 商品一般

デジタルコン
テンツ

148件 161件 232件 120件 1,618件

(48.5%) (16.5%) (17.5%) (7.6%) (16.5%)

健康食品 不動産貸借 不動産貸借
デジタルコン
テンツ 不動産貸借

12件 74件 146件 72件 110件 507件

(3.9%) (7.6%) (11.0%) (4.6%) (7.0%) (5.2%)

テレビ放送
サービス

エステティック
サービス

インターネット
接続回線 工事・建築 商品一般

8件 68件 48件 53件 60件 408件

(2.6%) (7.0%) (3.6%) (3.4%) (3.8%) (4.2%)

不動産貸借
フリーローン・
サラ金

フリーローン・
サラ金 相談その他 相談その他

6件 43件 47件 62件 48件 52件 55件 369件

(2.0%) (4.4%) (3.5%) (4.0%) (3.3%) (3.5%) (3.8%)

商品一般
インターネット
接続回線 相談その他 新聞

インターネット
接続回線

5件 40件 28件 50件 47件 48件 52件 345件

(1.6%) (4.1%) (2.1%) (3.2%) (3.1%) (3.3%) (3.5%)

305件 974件 1,326件 1,577件 9,812件

注１） 年齢不明者からの相談があるため、各年代の計と全年代の数値は一致しない。

注２） 最下行は各年代の全相談件数を示す。

1,556件 1,559件

(21.9%) (17.4%)

デジタルコンテ
ンツ

デジタルコン
テンツ

商品一般

フリーローン・
サラ金

携帯電話サー
ビス

341件 271件

不動産貸借

(5.8%)

91件

インターネット
接続回線

(4.2%)

1

2

3

4

5

66件

(3.8%)

53件

インターネット
接続回線

(4.9%)

50歳代

1,413件

工事・建築

インターネット
接続回線

69件

不動産貸借

(20.9%)

296件

デジタルコン
テンツ

フリーローン・
サラ金

(3.4%)

商品一般

(3.3%)

フリーローン・
サラ金
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(６) 通信販売の相談件数（商品等分類別・上位 10位） 

 

 

(７) 訪問販売の相談件数（商品等分類別・上位 10位） 

 

（単位：件）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

商品等の分類 件数 商品等の分類 件数 商品等の分類 件数 商品等の分類 件数 商品等の分類 件数

1
デジタルコン
テンツ

2,311
デジタルコン
テンツ

1,794
デジタルコン
テンツ

1,540
デジタルコン
テンツ

1,773
デジタルコン
テンツ

1,565

2 他の化粧品 128
フリーローン・
サラ金

69 健康食品 67 商品一般 92 健康食品 98

3
フリーローン・

サラ金
98 宝くじ 62 商品一般 58

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続

回線
57 商品一般 73

4 宝くじ 93 健康食品 56
フリーローン・
サラ金

45 健康食品 52 興信所 54

5 健康食品 53 商品一般 53 パソコン 41
フリーローン・
サラ金

51
インターネット
接続回線

52

6 商品一般 50
インターネット
接続回線

39 携帯電話 39 興信所 31 パソコン 44

7
インターネット
接続回線

43 他の化粧品 29 財布類 37 パソコンソフト 28
フリーローン・
サラ金

34

8
音響・映像機
器

30 婦人用バッグ 27 パソコンソフト 36 運動ぐつ 25
解約代行サー
ビス

29

9
携帯電話ｻｰﾋﾞ
ｽ

25 パソコンソフト 25 婦人用バッグ 35
音響・映像機
器

25 基礎化粧品 27

10 パソコンソフト 23
音響・映像機
器

25
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続
回線

27 靴 22
役務その他
サービス

25

23年度
通信販売計

3,878
24年度
通信販売計

3,107
25年度
通信販売計

2,962
26年度
通信販売計

3,133
27年度
通信販売計

2,919

順
位

（単位：件）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

商品等の分類 件数 商品等の分類 件数 商品等の分類 件数 商品等の分類 件数 商品等の分類 件数

1 新聞 224 新聞 199 新聞 164 新聞 148 新聞 128

2 工事・建築 70 工事・建築 100 工事・建築 79
テレビ放送
サービス

71 工事・建築 84

3
テレビ放送

サービス
65

テレビ放送

サービス
67

テレビ放送

サービス
68

インターネット

接続回線
66

テレビ放送

サービス
75

4 ふとん類 52 ふとん類 40
ソーラーシステ
ム

41 工事・建築 59
インタネット
接続回線

59

5 給湯システム 45
インターネット
接続回線

39
インターネット
接続回線

39 ふとん類 31 ふとん類 31

6
インターネット
接続回線

43 給湯システム 23 鍋・釜類 31
ソーラーシステ
ム

31 修理サービス 24

7 修理サービス 36
ソーラーシステ
ム

21 ふとん類 30
エステティック
サービス

26 他の台所用品 22

8
ソーラーシステ
ム

30 修理サービス 19 給湯システム 25 修理サービス 25
ソーラーシステ
ム

22

9 他の台所用品 30
冠婚葬祭互助
会

18 商品一般 24 他の台所用品 24 給湯システム 16

10 健康食品 22 他の台所用品 18
エステティック
サービス

21 鍋・釜 21
エステティック
サービス

16

23年度
訪問販売計

1,183
24年度
訪問販売計

969
25年度
訪問販売計

977
26年度
訪問販売計

921
27年度
訪問販売計

828

順
位
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(８) 相談内容別・商品等分類別の相談件数（平成 27年度） 

 

  

（単位：件）

区

分
安全

衛生

品質

機能

法規

基準

価格

料金

計量

量目

表示

広告

販売

方法

契約

解約

接客

対応

包装

容器

施設

設備

買物

相談

生活

知識

その

他
計

商品一般 2 5 17 14 0 20 195 220 58 0 1 2 5 25 408

食料品 51 102 16 30 3 81 238 292 79 0 1 3 7 8 519

住居品 34 110 7 47 1 19 158 239 75 0 3 7 3 8 397

光熱水品 3 8 4 34 1 5 14 41 21 0 1 4 1 1 89

被服品 7 55 4 28 0 25 172 254 63 0 0 5 1 1 337

保健衛生品 29 57 8 33 0 17 126 206 45 3 1 2 1 5 289

教養娯楽品 25 132 11 52 0 33 286 513 146 0 0 7 2 7 691

車両・乗り物 32 86 10 29 1 10 73 198 63 0 0 2 0 2 274

土地・建物・設備 16 59 10 66 0 4 109 190 55 0 9 3 2 8 312

他の商品 0 3 0 0 0 1 3 6 1 0 0 0 0 0 7

商品計　 199 617 87 333 6 215 1,374 2,159 606 3 16 35 22 65 3,323

クリーニング 3 31 3 1 0 0 6 30 17 0 0 0 1 1 57

レンタル・リース 26 57 37 162 0 4 54 447 131 0 1 3 0 2 558

工事・建築・加工 12 51 2 40 0 8 84 167 52 0 1 1 0 0 238

修理・補修 2 29 1 33 0 9 21 66 33 0 0 0 1 1 111

管理・保管 1 2 3 6 0 3 1 12 6 0 0 0 0 0 16

役務一般 0 0 0 1 0 0 13 13 1 0 0 0 0 1 19

金融・保険サービス 0 6 51 71 0 25 200 609 94 0 1 4 2 19 781

運輸・通信サービス 3 60 37 337 1 106 1,466 2,265 338 0 1 1 3 19 2,646

教育サービス 0 1 3 9 0 0 20 39 10 0 0 0 0 1 50

教養・娯楽サービス 1 10 12 27 0 13 84 179 42 1 1 0 0 2 233

保健・福祉サービス 28 64 22 74 0 16 96 321 94 0 3 5 11 20 485

他の役務 12 36 20 88 0 54 203 389 98 0 0 3 1 9 553

内職・副業・ねずみ講 0 1 0 2 0 2 27 43 2 0 0 0 0 0 48

他の行政サービス 2 5 15 1 0 6 12 28 23 0 3 0 7 62 155

役務計　 90 353 206 852 1 246 2,287 4,608 941 1 11 17 26 137 5,950

そ

の

他

他の相談 539

合計 289 970 293 1,185 7 461 3,661 6,767 1,547 4 27 52 48 202 9,812

注） 相談内容に重複あり。

商

品

役
務

大分類

相談内容
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(９) 市町村別の相談件数（平成 27年度） 

次の各表は、平成 27年度に福岡県消費生活センターに寄せられた 9,812件の相談を相談者

の居住地別に集計したものである。 

 

 

  

（北九州地域） （福岡地域） （筑後地域） （筑豊地域）

門 司 区 41件 東 区 604件 124件 125件

小 倉 北 区 97件 博 多 区 629件 252件 161件

小 倉 南 区 81件 中 央 区 431件 85件 130件

若 松 区 23件 南 区 423件 100件 75件

八 幡 東 区 35件 西 区 306件 86件 40件

八 幡 西 区 115件 早 良 区 373件 90件 小 竹 町 21件

戸 畑 区 21件 城 南 区 224件 165件 鞍 手 町 39件

不 明 45件 不 明 263件 41件 不 明 4件

計 458件 計 3,253件 43件 計 64件

61件 252件 大 刀 洗 町 41件 桂 川 町 12件

53件 252件 計 41件 計 12件

73件 205件 大 木 町 12件 香 春 町 27件

芦 屋 町 48件 95件 計 12件 添 田 町 19件

水 巻 町 38件 292件 広 川 町 25件 糸 田 町 12件

岡 垣 町 77件 232件 計 25件 川 崎 町 20件

遠 賀 町 40件 182件 1,064件 大 任 町 12件

不 明 6件 91件 赤 村 13件

計 209件 168件 福 智 町 62件

苅 田 町 58件 那 珂 川 町 223件 不 明 18件

み や こ 町 21件 計 223件 計 183件

不 明 1件 宇 美 町 96件 790件

計 80件 篠 栗 町 104件

吉 富 町 19件 志 免 町 160件

上 毛 町 21件 須 恵 町 87件

築 上 町 25件 新 宮 町 136件

不 明 4件 久 山 町 32件

計 69件 粕 屋 町 134件

1,003件 不 明 32件 1,003件

計 781件 6,104件

筑 前 町 71件 1,064件

東 峰 村 6件 790件

不 明 1件 318件

計 78件 533件

6,104件 9,812件

鞍
手
郡

田
川
郡

嘉穂
郡

行 橋 市

豊 前 市

中 間 市

大 川 市

小 郡 市

う き は 市

み や ま 市

三井
郡

三潴
郡

八女
郡

筑紫
郡

北
九
州
市

遠
賀
郡

直 方 市

飯 塚 市

田 川 市

宮 若 市

嘉 麻 市

古 賀 市

福 津 市

朝 倉 市

糸 島 市

大 牟 田 市

久 留 米 市

柳 川 市

八 女 市

筑 後 市

筑 紫 野 市

春 日 市

大 野 城 市

宗 像 市

太 宰 府 市

福
岡
市

筑 後 地 域 合 計

北九州地域合計

福 岡 地 域 合 計

筑 豊 地 域 合 計

朝
倉
郡

糟
屋
郡

不 明

総 合 計

北 九 州 地 域

福 岡 地 域

筑 後 地 域

筑 豊 地 域

県 外

京
都
郡

築
上
郡
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９ 県及び県内市町村に対する相談の概況 

次の各統計は、平成 27年度に県及び県内市町村の消費生活センターその他の相談窓口が対

応した消費生活相談の件数を様々な観点から整理したものである。なお、集計方法の違いに

よりII、(１)の相談件数と(２)から(４)までの相談件数では合計が異なるので注意されたい。 

(１) 相談件数の推移 

平成 27年度に県及び県内市町村が対応した消費生活相談の全件数は、53,648件であった。

前年度の 56,770件から 3,122 件（5.5％）減少している。 

12,709 11,147 11,003 10,464 9,812

40,995 41,123 45,268 46,306 43,836

53,704 52,270
56,271 56,770

53,648

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

相
談
件
数
（
件
）

県及び県内市町村が対応した消費生活相談の件数

市町村

県

 

(２) 性別の相談件数 

平成 27 年度の相談件数を契約当事者の性

別で分けると、男性の相談が 22,479 件

（43.1％）であったのに対し、女性の相談は

26,613件（51.1％）であった。 

県・市町村を通じて女性の相談がやや多く

なっている。 

 

  

                            

II ９(１)の市町村の相談件数は、県が各市町村に照会して得た回答によるものである。他方、９(２)から(４)ま

での各相談件数は、パイオネット（PIO-NET）に入力された県及び県内 42市町に係る相談件数（平成 28年 4月 28

日現在）である。 

男性, 

22,479件, 

43.1%
女性, 

26,613件, 

51.1%

不明, 

3,041件, 

5.8%
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(３) 年代別の相談件数 

平成 27年度の相談件数を契約当事者の年代別に集計すると、すべての年代で相談が減少し

ている。 

1,558 1,404 1,566 1,556 1,418

5,393 4,642 4,660 5,184 4,842

7,793 7,264 6,699 6,619 6,194

7,680
7,404 7,265 7,493 7,252

6,793
6,340 6,486 6,852

6,385

7,249
7,304 7,757 8,095

7,713

9,043
9,069

11,681
11,489

11,353

4,092
5,032

5,575 5,647
6,976

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

相
談
件
数
（
件
）

不明

70歳以上

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

19歳以下

 
 

(４) 商品等分類別の相談件数 

平成 27年度の相談件数を商品・サービス分類別に集計すると、第４位にフリーローン・サ

ラ金が入っているが、それ以外は福岡県消費生活センターの上位４位までと同じ内容である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順

位
23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

デジタルコンテンツ デジタルコンテンツ デジタルコンテンツ デジタルコンテンツ デジタルコンテンツ
7,295件 (14.1%) 6,932件 (13.1%) 6,681件 (12.8%) 8,516件 (16.3%) 7,701件 (14.8%)

フリーローン・サラ金 フリーローン・サラ金 不動産貸借 商品一般 商品一般
4,014件 ( 7.8%) 3,159件 ( 6.0%) 2,817件 ( 5.4%) 3,042件 ( 5.8%) 2,817件 ( 5.4%)

不動産貸借 不動産貸借 商品一般 不動産貸借 不動産貸借
3,183件 ( 6.2%) 2,832件 ( 5.3%) 2,582件 ( 5.0%) 2,608件 ( 5.0%) 2,680件 ( 5.1%)

商品一般 商品一般 フリーローン・サラ金 フリーローン・サラ金 フリーローン・サラ金
1,385件 ( 2.7%) 1,566件 ( 3.0%) 2,356件 ( 4.5%) 2,260件 ( 4.3%) 1,920件 ( 3.7%)

新聞 相談その他 健康食品 インターネット接続回線 相談その他
1,230件 ( 2.4%) 1,244件 ( 2.4%) 2,142件 ( 4.1%) 1,689件 ( 3.2%) 1,794件 ( 3.4%)

1

2

3

4

5
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Ⅴ ホットな消費者ニュース（平成 27年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２７年 

４月号 

★ スマートフォンを紛失！～不正利用を防ぐには～ 

★ ネット通販で注文したが、偽物のため税関で没収された。 
P51 

２７年 

５月号 

★ 市職員を名乗る「還付金払い戻し」の電話が多発！ 

★ ワンクリック詐欺の相談、消費生活センターに連絡するはずが・・・ 
P52 

２７年 

６月号 

★ 水質検査を受けるだけのつもりが、高額な浄水器を買わされた。 

★ 中古車購入の契約は慎重に！！～できる限り自分の目で確認して契約 

しましょう～ 

P53 

２７年 

７月号 

★ ３０日間全額返金保証と書かれたモニター商品でも、簡単には解約に応 

じてくれない。甘い誘い文句に要注意！ 

★ 「試供品を注文したつもりが・・・定期購入！？」～通販トラブルに注意！！ 

P54 

２７年 

８月号 

★ 「権利を譲ってください」「名義を貸してください」にご注意！ 

★ 開運ブレスレット購入後の高額商品購入の勧誘！ 
P55 

２７年 

９月号 

★ 店舗の回数券は、リスクがありますよ！！ 

★ コインパーキング精算時のトラブル 
P56 

２７年 

10月号 

★ 悪質な占いサイトに気をつけて！ 

★ スマホプレゼントに当たったはずが、有料サイトに登録・課金！ 
P57 

２７年 

11月号 

★ 「特別価格でカニを販売します！」との勧誘電話 

★ 粗品をもらうつもりが、気づけば高額な買物を！？ 
P58 

２７年 

12月号 

★ 「必ず増毛します」～誇大広告には注意を！！ 

★ 不用品回収トラブル 
P59 

２８年 

１月号 

★ コインパーキングの清算後にバックしたら、駐車券紛失扱いになり高額な 

料金を請求された！ 

★ 賃貸アパートに入居する時は、契約内容をしっかり確認しましょう！～入 

居してから気付く重要な契約条項～ 

P60 

２８年 

２月号 

★ 新聞の購読契約は慎重に！ 

★ プリペイドカードの購入を指示する詐欺業者に気を付けましょう。 
P61 

２８年 

３月号 

★ マイナンバーに関する不審なメールにご用心！ 

★ 「サイトの退会 相談にのります」増える二次被害 “ネットの相談室”には 

注意を！ 

P62 
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★スマートフォンを紛失！～不正利用を防ぐには～ ･･･ 宗像市消費生活センター 

（相談事例） 
昨日、帰宅した際に、電話をしようとスマートフォン（スマホ）を探したところ、バッグの中に入れていたはずなの

に見当たらない。どうやら外出先で紛失したようだ。今後、どう対処したらいいか。 

（アドバイス） 
１．最初に自分のスマホに電話を掛けてみましょう。 

２．「なくした」と思われる場所を管轄する警察署へ届出を出しましょう。また駅やスーパー等での紛失の場合、直接

事業者に問い合わせることも有効です。 

３．携帯電話会社によっては、スマホの紛失・盗難時に端末の遠隔ロックサービスやＧＰＳ機能を使ってスマホの位置

情報を検索するサービスを提供している場合があります。事前に紛失・盗難時に利用できるサービスの手続き方法、

連絡先を確認しておきましょう。 

４．不正利用を防ぐため、携帯電話会社に通信回線の停止手続きを行いましょう。 

※回線停止後は遠隔ロックや位置検索サービスは利用できなくなります。利用停止中でも基本料金やパケット定額

料金等はかかります。 

スマホにはメールや電話帳をはじめ、たくさんの個人情報がつまっています。紛失や置き忘れをしてしまうと、情報

を盗み見られたり、写真やクレジット情報などのデータが流出したりする危険性があります。ふだんから他の人に使わ

れないように携帯電話端末のロック機能等を設定し、データのバックアップをとるなど備えておきましょう。 

 

★ネット通販で注文したが、偽物のため税関で没収された。･･･ 福岡県消費生活センター 

（相談事例） 

ネット通販会社（日本語ページ）で有名ブランドのダウンジャケットを注文したが、税関から認定手続開始通知(※

注)が送られてきた。キャンセルをメール送信したが、返信がない。税関では、偽物と認定され処分された。クレジッ

トカードから代金を引き落とされないようにしたい。 

（処理結果） 
販売会社のサイトを確認したところ、会社の住所・電話番号の記載がなく、国際貨物による配送を想定させる表示が

あった。 

偽ブランド品の通信販売に関する相談事例を紹介し、カード会社にキャンセルを申し出、支払いについて相談するよ

う助言した。 

（アドバイス） 
ネットショップをサイトの品揃えやネット上の評判だけで信用できるかどうか判断するのは危険です。 

｢特定商品取引に基づく表示｣がきちんと表示されているかどうかを確認しましょう。 

ネット通販にはクーリング・オフ制度はありませんが、ホームページ内に返品に関する記載がない場合は、商品が届

いてから８日以内ならば送料消費者負担で返品できます。 

 (※注)税関で知的財産を侵害していると疑われる物品が発見された場合に、侵害しているか否かを認定するための手

続きを執る旨を通知した文書のことです。 

 

 
 

 

 

 

 

  

 ● 各消費生活センターの相談窓口 ● 

福岡県  ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 

福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２・第４土曜日も電話相談可） 

北九州市 ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可） 

久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可）  

飯塚市  ０９４８－２２－０８５７   

宗像市  ０９４０－３３－５４５４（第２・第４土曜日も電話相談可） 

＊「消費者ホットライン」０５７０－０６４－３７０(あなたの地域の消費生活センターにつながります。) 

＊電話のかけ間違いにご注意下さい。 
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★市職員を名乗る「還付金払い戻し」の電話が多発！ ･･･ 久留米市消費生活センター 

（相談事例） 
平成２７年２月中旬から４月上旬にかけて、市の健康保険担当課の職員を名乗って「医療費の還付金があるので

0120-×××-527 へ電話してください。」「保険料の還付金が48,950 円あるので、今日中に手続きをしてほしい。

0120-×××-591 まで電話するように。」などの不審な電話があったとの情報が市の健康保険課
．．．．．．．

に数多く寄せられ

ています。 

（処理結果） 
市の健康保険課では「医療費の還付の手続きの際には、本人に直接銀行やＡＴＭに行ってもらうことはないこと。必

ず本人からの申請書の提出が必要なこと。還付金詐欺の電話であった可能性が高いこと。」などの説明と「口座番号を

教えてしまったことを気にされていたため、当該金融機関の電話番号を伝え、場合によっては、最寄りの警察署に相談

するように案内した。」とのことです。 

（アドバイス） 
このような不審な電話があった場合は「市役所の担当課に問い合わせてみる。」「家族や知人に相談する。」「言われる

がままに銀行やＡＴＭへは行かない。」など冷静に行動しましょう。 

★ワンクリック詐欺の相談、消費生活センターに連絡するはずが・・・  

･･･ 北九州市立消費生活センター 

（相談事例） 
アダルトサイトでワンクリック詐欺の被害に遭い、40 万円を振り込んでしまった。消費生活センターに相談しよう

と思い、ネット検索したところ、最初に出てきた画面に「不当請求のトラブルを解決する」という業者（探偵社）があ

り連絡した。業者の説明では、調査費用として30 万円を支払うと、サイト運営会社を調査し、登録された私の個人情

報を削除したうえでお金を取り戻す。調査費用の30 万円を上乗せして、サイト運営業者から取り戻すので、実質お金

はかからないという。この話は本当だろうか？（20 代女性） 

（相談の解説） 
インターネットで「消費生活センター」と検索すると、トップページには公的機関の消費生活センターではなく、探

偵社など業者の広告が出てきます。中には消費生活センターと勘違いさせるような名前の業者や「被害を回復します」

「トラブル解決」など簡単に解決できるかのような広告もあり、消費生活センターに相談するつもりが、勘違いや広告

をうのみにし、民間業者と契約してトラブルになったという相談が寄せられています。 

（アドバイス） 
１．一旦、ワンクリック詐欺でお金を払うと、取り戻すのは非常に困難です。「消費者トラブルを解決する」「被害金を

取り戻す」等、簡単に解決できると思わせる広告や説明をうのみにして契約しないようにしましょう。 

探偵社は、調査業務しか行えません。 

２．本来、ワンクリックしただけで「登録完了した」として料金を請求してきたとしても、契約が成立したとはいえず、

支払い義務はありません。サイト運営業者から催促や脅しの連絡があっても、絶対に支払わないでください。 

３．何らかの消費者トラブルが生じた場合は、まずは最寄りの消費生活センターに相談しましょう。また、探偵社とト

ラブルになった場合にも、クーリング・オフ等が可能なケースもあるので、すぐに消費生活センターに相談しまし

ょう。 

消費生活センターの連絡先は、県や市のホームページ、広報誌等で確認しましょう。 
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★水質検査を受けるだけのつもりが、高額な浄水器を買わされた。  

･･･ 福岡市消費生活センター 
（相談事例）  

３日前、水道の水質検査と言って男性が訪問してきた。コップに水道水を注ぎ、何かの試薬を入れたとたん、

水道水の色が変色した。事業者から「この水はよごれているので飲まない方がいい。」と言われ、不安になり４

０万円の浄水器を買ってしまったが、解約したい。（6０代女性） 

（処理結果） 
訪問販売なので契約書を受け取って８日以内であればクーリング・オフ（無条件解約）できる事、クーリング・

オフは書面で通知することを相談者に説明した。相談者はすぐにクーリング・オフを書面で通知し、併せて相談

者からの依頼を受け、センターから事業者にクーリング・オフする旨連絡して了承された。後日、相談者からク

ーリング・オフに応じてもらえたとセンターに連絡があった。 

（アドバイス） 
訪問販売や勧誘の人が来たときには、すぐにドアを開けてはいけません。インターホンやドア越しに事業者名

と用件を確認し、必要がなければ、きっぱりと断り帰ってもらいましょう。 

悪質な事業者は「健康に悪い」などと不安をあおり契約を急がせます。その場ですぐに契約しないで、家族や

友人など周りの人に相談しましょう。 

 訪問販売で契約した場合、契約書を受け取った日を含めて８日以内は、クーリング・オフが可能です。 

もし不本意な契約をしてしまったら、早めに最寄りの消費生活センターにご相談ください。 

★中古車購入の契約は慎重に!!～できる限り自分の目で確認して契約しましょう～ 

･･･ 飯塚市消費生活センター 

（相談事例） 

１年前に中古車販売店で、車種･その他の条件を指定して、中古車購入の契約をし、翌月からローンを組み支払うこ

とにした。販売店からは、その条件にしたがって中古車オークションで仕入れたが、その車に故障があったため修理し

て納車すると言われ、代車を与えられた。 

未だに納車されないのでキャンセルを伝えたが、売買契約は成立しているので代車代金を含めた違約金を払うよう要

求された。車の代金は、信販会社から支払われているので、信販会社に事情を説明すると消費生活センターを紹介され

た。（2１歳男性） 

（処理結果） 
相談者から事情を聞き、その相談内容を販売店に確認。納車すると約束して、1年も納車しないのは売買契約が成立

しているとはいえ、約束が果たされておらず、違約金の請求をするのはおかしいのではないかと販売店と交渉した。販

売店は非を認め無条件で解約となり、信販への既払金は信販会社から本人へ返金され解決した。 

（アドバイス） 
中古車は新車に比べ価格が安く気軽に契約できますが、車の状態や修理履歴などを店頭で自分の目でよく確認して

慎重に契約することが大切です。特に中古車オークションを利用する場合、落札前契約は自分の目で確認できないため、

事例のようなトラブルが生じることがあります。 

困った、おかしい、と思ったら最寄りの消費生活センターに相談してみることです。 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
● 各消費生活センターの相談窓口 ● 

福岡県  ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 

福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２・第４土曜日も電話相談可） 

北九州市 ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可） 

久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可）  

飯塚市  ０９４８－２２－０８５７   

宗像市  ０９４０－３３－５４５４（第２・第４土曜日も電話相談可） 

＊「消費者ホットライン」０５７０－０６４－３７０(あなたの地域の消費生活センターにつながります。) 

＊消費者ホットラインは、７月１日より「１８８（嫌や！（イヤヤ！））」にかわります。 
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★３０日間全額返金保証と書かれたモニター商品でも、簡単には解約に応じてくれない。

甘い誘い文句に要注意！           ･･･ 福岡県消費生活センター 

（相談事例）  

１６歳娘が３０日間全額返金保証と書かれたネット広告を見て、モニター価格のダイエットサポート飲料のお

試しを申し込んだが、飲めないので今後は購入を止めたいと解約を申し出たところ、最低４か月のコースと利用

規約に記載しているので中途解約はできないと言われ、２回目の配達を承諾してしまった。 

自分（母親）が未成年者契約の取消を申し出たが、利用規約に未成年者契約条項を記載しているという理由で

解約できないと断られた。（４０代女性） 

（処理結果） 
センターから事業者に、３０日間全額返金保証の表示について問いただすが、この件には触れず本人から申し

出後に承諾をもらったと主張。また、最低４回のコースなので解約はできないと解約に応じない。 

次に、センターから事業者に未成年者契約取消の説明をしたところ、利用規約で事前確認済みとして未成年者

契約の取消に応じず、対案として１回目のモニター価格、２回目の割引価格を定価に置きなおして、２回の利用

で計１万円（既に支払った分との差額）を払えば解約すると回答してきた。 

相談者はセンターの法律相談を受け、弁護士から今後の配達について未成年者取消による解約を内容証明で申

し出るよう助言を受け、翌日内容証明を提出した。後日、事業者からこの申し出に応じると連絡があった。 

（アドバイス） 
未成年者の契約であっても、契約を取り消せない場合があるので注意しましょう。 

また、子供には『３０日間全額返金保証』のうたい文句も安易に信用せず、利用規約等の文言をよく確認して、

保護者に相談してから注文（契約）するよう、普段から注意してあげましょう。 

 

★「試供品を注文したつもりが・・・定期購入！？」～通販トラブルに注意！！ 

･･･ 宗像市消費生活センター 

（相談事例） 

インターネットを見て化粧品の無料サンプルをお試しのつもりで申し込んだが、１か月後にも同じ化粧品と

請求書が届いた。１回だけの無料お試しではなかったのか。（３０代女性） 

（アドバイス） 
「化粧品やサプリメント、英会話ＣＤなどの試供品を注文したつもりだったのに定期購入の契約だった」とい

う通信販売に関する相談が増えています。インターネット通販がほとんどですが、中には新聞広告やテレビショ

ッピングを見て注文したという相談も寄せられています。請求書が届いて、初めて定期購入だったと知ることに

なるわけですが、返品や解約については、それぞれ条件が違うので注意が必要です。「無料」「お試し」「初回割

引」「モニター価格」などの言葉に釣られて申し込む前に、購入や返品についても確認しておくことが大切です。

また、送られてきた商品に同封された書面等にもすぐに目を通し、内容をしっかり確認しましよう。 
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★「権利を譲ってください」「名義を貸してください」にご注意！  

･･･ 北九州市立消費生活センター 

（相談事例）  

数日前、「あなたに老人ホームの入居権が当たった。不要ならば、謝礼金を支払うので、名義だけでも貸してほ

しい。後日、書類が届くので、申込書を記入して同封の封筒で送り返してほしい」と電話があった。「はい」と気

軽に答えたら、今日、本当に封筒が届いた。申込書を送っても大丈夫だろうか？ （70代男性） 

（アドバイス） 
・ 最初は「名義を貸してくれるだけでいい」、「申込金はこちらで用意するので迷惑はかけない」、「謝礼金を払

う」などと言葉巧みに勧誘してきますが、後日、弁護士などを名乗る人物が「名義貸しは法に触れる。あな

たは逮捕される。解決にはお金が必要」などと脅して、金銭をだまし取るニセ電話詐欺の手口の一つです。 

・ このような電話がかかってきても相手にせずにきっぱりと断りましょう。書類が届いても申込書等を絶対

に送らないでください。しつこく勧誘されたら「警察に相談する」と言ってすぐに電話を切りましょう。 

・ 電話を常に留守番電話にして、かかってきた電話にすぐに出ずに、電話の相手を確認するようにし、知らな

い人からの電話には出ないようにしましょう。 

 

★開運ブレスレット購入後の高額商品購入の勧誘！･･･ 久留米市消費生活センター 

（相談事例） 

先日、自宅に届いたＤＭに数千円の開運ブレスレットがあり、気持ちが前向きになるならと思い１つ購入しました。

その後、そのＤＭ会社から紹介された別業者から電話があり、「先祖の供養が必要だ」などと言われたので、祈祷料と

して１０万円のお札を購入しました。その後、高額な仏壇や仏像などの購入を持ちかける電話勧誘がありましたが、「お

金がないので…」と断りました。その後も度々、勧誘の電話が続きます。どうすればよいでしょうか？（70 代女性） 

（処理結果） 

人の悩みや不安に付け込んで商品やサービスを購入させる「開運商法」に当たります。お札の購入は「電話勧誘販

売」に該当します。電話勧誘販売は契約書が届いてから８日以内ならクーリングオフができるので、業者宛に書面で通

知するように伝えました。また、高額な仏壇などの勧誘の電話に対しても、簡易書留のハガキで「商品やサービスの勧

誘はお断りします。電話勧誘などはしないで下さい。」などと意思表示を記録に残して通知するように伝えました。 

（アドバイス） 
「この商品を身につければ幸せになれる。」「この商品を買わなければ不幸になる。」など、消費者の心理に付け込ん

で高額なつぼ、印鑑、数珠、財布などを売りつける開運商法です。姓名判断や開運セミナーなどその手口は多岐にわた

ります。手頃な価格の商品の購入をきっかけに、高額な商品やサービスの契約を迫られ、被害金額が増えたり、救済の

開始が遅れたりして、解決が難しくなることがあります。不審に思ったらすぐに消費生活センターや警察へ連絡してく

ださい。 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
● 各消費生活センターの相談窓口 ● 

福岡県  ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 

福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２・第４土曜日も電話相談可） 

北九州市 ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可） 

久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可）  

飯塚市  ０９４８－２２－０８５７   

宗像市  ０９４０－３３－５４５４（第２・第４土曜日も電話相談可） 

＊「消費者ホットライン」「１８８（いやや！）」(あなたの地域の消費生活センターをご案内します。) 
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★店舗の回数券は、リスクがありますよ！！
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★悪質な占いサイトに気をつけて！･･･ 宗像市消費生活センター 

（相談事例）  
無料の占いサイトに登録をしたら大量のメールが届くようになった。その中に「あなたの夢は何ですか？守

護霊から高額な贈り物がもらえます」という内容のものがあり、自分で店を開きたいという夢もあったため、

やりとりを始めた。「３つの贈り物がもらえる。２つの贈り物は無料だが3つめが金運に関わることなので有料

になる。占いはポイント制なのでポイントを購入して」と言われた。宝くじで高額当選した人もいるとの話だ

が、信用して大丈夫だろうか。（50 歳代女性） 

（処理結果） 

相談者の不安をあおったり、気分を高揚させたりするなど、様々な理由で占いを続けさせ、高額な利用料金を

請求されることになるので、利用しないように助言しました。 

（アドバイス） 

占いや鑑定サイトの中には、高額な利用料金を請求することが目的のサクラサイトもあります。占いや守護霊

により必ず運が開けるといったような断定的な話は怪しいので安易に信じないようにしましょう。 

 

★スマホプレゼントに当たったはずが、有料サイトに登録･課金！  

･･･ 福岡県消費生活センター 
（相談事例） 

スマホで広告を開いたら、スマホの人気機種のプレゼントに当選したと表示された。送料99 円をカード決済

するように表示されたので、カード番号を入力した。5 日後に 6000 円の請求があった。カード会社に連絡し

たら、消費生活センターに相談するように案内された。解約したい。（40 歳代男性） 

（処理結果） 
調べたところ、業者は海外事業者でした。スマホ当選とは関係のない動画配信有料サービスのサイトに誘導さ

れ、利用規約で、5 日間のお試し期間後に自動更新されることとなっており、意図せずに契約してしまったよう

です。クレジットカード会社への抗弁書等の対応方法を説明するとともに、国の越境消費者センターで海外業者

宛の解約通知の書き方などの助言を受けるよう案内しました。 

（アドバイス） 
・ 申し込む前に、サイト内の情報や利用規約をよく確認し、安易な申し込みは避けましょう。 

・ おかしいと思ったら、直ぐにクレジットカード会社に連絡し、請求の保留や調査とカード番号の変更等を依

頼しましょう。 

・ このようなとき、まずは、最寄の消費生活センターに相談しましょう。 

・ 退会には事業者への申し出が必要ですが、英文で行わなければならない場合がほとんどです。 

  国は、海外サイトとのショッピングのトラブルなどの相談にメールや FAX で応じる「越境消費者センター」

を設けています。詳しくは、https://ccj.kokusen.go.jp/をご覧ください。 

 

 

 

 
  

 ● 各消費生活センターの相談窓口 ● 

福岡県  ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 

福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２・第４土曜日も電話相談可） 

北九州市 ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可） 

久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可）  

飯塚市  ０９４８－２２－０８５７   

宗像市  ０９４０－３３－５４５４（第２・第４土曜日も電話相談可） 

＊「消費者ホットライン」「１８８（いやや！）」(あなたの地域の消費生活センターをご案内します。) 
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★「特別価格でカニを販売します！」との勧誘電話。 
･･･久留米市消費生活センター 

（相談事例）  
遠方の事業者から電話があり「以前、当店で海産物を買ってもらった方々にキャンペーン価格でカニや漬物を１万

円で販売します。特別価格なので送りましょうか。」と押されて、つい承諾しました。 

親類がその地方に住んでおり、会いに行った時に利用した店かなと思ったが、業者名に覚えがなく、勘違いに気付

いた。 

教えられた電話番号に断りの電話をすると「同じ様な電話が何回もあり迷惑している。」と言われ、断ることが

できませんでした。 

（処理結果） 

クーリング・オフをするには販売会社の住所などが必要なので、商品の到着時に住所を控え、商品は受取拒否をす

るように助言しました。 

後日、相談者から「業者から申し込み確認通知書が届き、事業者の住所や代表者名などの記載があり８日間のクー

リング・オフについての記載もあった。」との連絡があり、クーリング・オフの方法を伝えました。 

（アドバイス） 

今回の事例は、申し込んでいない商品を強引に送りつける「送りつけ商法」ではありませんでしたが、2012 年

度には「送りつけ商法」の相談が前年度の５倍と急増したことがありました。 

その被害者の多くは高齢者です。周りの家族も含めて、「送りつけ商法」への備えが大切です。 

◆ 購入するつもりがなければ、「いりません。」とキッパリ断る。 

◆ 一方的に送りつけられた場合は、受取拒否し、お金を払わない。 

◆ 断りきれずに承諾したときは、クーリング・オフで契約を解除します。 

★粗品をもらうつもりが、気づけば高額な買物を！？  
･･･北九州市立消費生活センター 

（相談事例） 

一人暮らしをしている高齢の母が、友人に誘われ「無料で粗品がもらえる」という展示会場に通っている。会場に

行くと、粗品がもらえたり、格安で食料品が買えると喜んでいたが、通っているうちに、販売員に勧められ、持病

が治るという２０万円の浄水器や、５０万円のネックレスなど高額な商品も購入してしまい、母も後悔している。

商品を返したいが可能だろうか？（５０代女性） 

（アドバイス） 
・これは、ＳＦ商法（催眠商法）といい、「粗品を配る」「日用品・食料品の格安販売」などと謳って、閉め切った

会場に人を集め、粗品配布や格安販売で会場の雰囲気を盛り上げた後、業者の本来の目的である高額な商品を販売

する手口です。このような会場では周りの雰囲気にのまれ、高額な商品も安く感じ、自分にとって本当に必要かど

うか冷静な判断ができずに気づけば高額な商品を買ってしまうことがあります。 

・契約書面を受け取った日を含めて８日以内であれば、クーリング・オフができます。契約書面を渡されていない

ときや、法律で定められた事項に照らして記載内容に不備があるときは8 日間を過ぎていても可能です。 

また、「ガンに効く」「血圧が下がる」など虚偽の説明を受け契約してしまったときや、帰りたいと言ったのに帰し

てもらえないなど不適切な勧誘があった場合は、いつでも契約の取り消しができます。 

・このような被害に遭わないために、友人や販売員に誘われても、絶対に会場に行かないようにしましょう。 
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★「必ず増毛します」～ 誇大広告には注意を！！ 
･･･飯塚市消費生活センター 

（相談事例）  
頭髪が薄くなったことを悩み、ネットで「必ず増毛する」との広告を見て契約した。2 ヶ月過ぎても変化がなかった

ため解約を伝えたが、「追加の薬品を使用すれば必ず効果がある」と言われたので、勧められるままに半年間で総額200

万円（1 契約60 万円×３回＋手数料）の契約をしてしまった。 

その後も全然効果はなく、使用した薬品で気分が悪くなったりしたため、支払が残っているが解約したい。 

 （既払い金３０万円、残額１７０万円） 

（25歳男性） 

（処理結果） 

事業者は、実際効果がないのに「必ず効果がある」と断定し、また、本人が２回目以降の契約は考慮したいと伝えて

いるのに拇印を押させ、契約を急がせている等の問題があった。 

また、信販会社も、審査において相談者の年収（約130 万円）より高額な契約であり、過大販売である可能性を評価

していなかった。 

３ヶ月間にわたり交渉した結果、残額の１７０万円分は契約を解除し、１４万円の解約料を分割で１万円ずつ支払うこ

とで和解した。 

（アドバイス） 

育毛・増毛等は、身体のデリケートな問題のため一人で悩むことが多く、泣き寝入りしがちです。高額な契約であっ

ても効果・効能があるとは限りません。一人で悩まず、困ったと思ったら早急に消費者センターに相談しましょう！ 

 

 

★不用品回収トラブル･･･福岡市消費生活センター 
（相談事例） 

「軽トラックに積めるだけの不用品回収１万円から」という投げ込みチラシを見て業者に連絡をした。事前に回

収してほしい物を伝えると、「１万５千円くらいになると思われるが、実物を見て少し値段が変わる場合があるの

で、詳しい見積もりは実物を見てから」と言われた。しかし、実際にやって来た２人の作業員は、回収品を見ても

見積もりを提示することはなく、用意していた品を次々に運び出した。すべての品をトラックに積み込んだ後で、

料金は１７万円と言われた。「事前に聞いていた話とは違う」と訴えたが、料金は１２万円までしか下がらなかっ

た。（5０代女性） 

（アドバイス） 
粗大ごみや不用品の処分は、お住まいの市区町村のルールに従って適正に処理しましょう。一般廃棄物の収集･

運搬は市区町村に許可を受けた事業者しか行えません。 

廃品回収業者が無料回収をうたっていても、回収時に料金を請求されるケースがあるので注意しましょう。 

廃品回収業者とトラブルになったら、最寄の消費生活センターに相談しましょう。 

 
 

 

 
  

福岡県９９（日曜日も㟆話相談可）９９（第２・第４ 談可）９９（ ００５７
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● 各消費生活センターの相談窓口 ● 

福岡県  ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 

福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２・第４土曜日も電話相談可） 

北九州市 ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可） 

久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可）  

飯塚市  ０９４８－２２－０８５７   

宗像市  ０９４０－３３－５４５４（第２・第４土曜日も電話相談可） 

＊「消費者ホットライン」「１８８（いやや！）」(あなたの地域の消費生活センターをご案内します。) 

 

 

 

 

 

 

 

★コインパーキングの清算後にバックしたら、駐車券紛失扱いになり高額な
料金を請求された！ ･･･福岡県消費生活センター 

（相談事例）  

無人のコインパーキングに 1 時間ほど駐車。料金 700 円を千円札で支払い出場しようと前進し、お釣りを取り忘れ

たことに気づき車を少しバックさせたところ、ゲートが下りて車を出せなくなった。業者のコールセンターに連絡する

と、バックをした場合は駐車券紛失扱いとなり、料金は2 万円になると言われた。精算機に“バック禁止”と記載され

ているが、料金が2 万円とは記載されていない。駐車場には防犯カメラが設置されており、ビデオの映像を確認すれば

料金を支払っていることは確認できるはずで、納得できない。（40 歳代 男性） 

（処理結果） 
センターが運営業者の本社に電話し、利用者は正規料金700 円を支払っており、監視カメラのビデオでも確認できる

のに、駐車券紛失として別に2 万円を支払う理由は何かと尋ねた。業者は、警備スタッフの人件費で、紛失時の料金を

低く設定すると長時間利用して不正に低料金で出庫することが考えられるため高額に設定している。『清算後バック禁

止！』と表示しているので、注意を怠った利用者が悪い、と回答した。不正をしていないと確認できる利用者に高額な

料金を請求するのは問題ではないか、と伝えたが、明確な回答もなく電話を切った。相談者が一部でも取り返したいと

希望したので、センターが半額の1 万円で一部返金の交渉をしたところ、業者は返金に応じた。 

（アドバイス） 

コインパーキングは消費者にとって便利なものである一方、料金や利用条件の表示に関するトラブルの相談は年々増

加しています。国民生活センターでも、業界に対して「消費者が利用前に料金や利用条件を理解できるよう、適切な表

示を行うこと。不当と思われるような請求は行わないよう配慮すること。」等を要望しています。利用者も表示内容をよ

く確認して利用することを心掛け、トラブルになったときは消費生活センターに相談してください。 

 

★賃貸アパートに入居する時は、契約内容をしっかり確認しましょう！ 

～入居してから気付く重要な契約条項～ ･･･宗像市消費生活センター 

（相談事例） 
今年 4 月に賃貸アパートの契約をし、現在住んでいる。家賃は前払い家賃で、銀行口座振替になっている。9 月 25

日に 10 月分の家賃が引き落とされる予定だったが、その時に半年ごとの諸経費が上乗せされる事を忘れていたため、

口座の残不足で引き落としが出来なかった。9 月末に管理会社から連絡があり、罰金として5,000 円払うよう言われた。

たった5 日遅れただけで、5,000 円も罰金を払わないといけないのは納得できない。（20 歳代 男性会社員） 

（処理結果） 

センターで賃貸契約書を確認したところ、契約条項に『期日までに賃料の支払いを延滞した場合は、一回の請求につ

き一律5,000 円の請求事務手数料を払うものとする』と明記していた。相談者が弁護士のアドバイスを受け、管理会社

と交渉したが、「契約書に明記している」の一点張りで、応じてくれなかった。 

（アドバイス） 
事例は、消費者契約法に抵触する可能性がありますが、相手が応じない場合は、裁判で争うしか方法がありません。

5,000 円で裁判をするかどうかになると、時間や労力、費用など（費用対効果）の問題もあり非常に困難です。 

事例の他にも、退去する時の敷金トラブルなどの相談も多く寄せられますので、賃貸アパートの契約をする時は事前

に契約内容を一つ一つ確認するようにして下さい。 
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★新聞の購読契約は慎重に！ ･･･北九州市立消費生活センター 
（相談事例）  

目が悪くなり、新聞が読みづらくなったため、これまで購読していた新聞の契約期間終了後は、新たに契約はし

なかった。しかし、今月初めから、新聞が配達されだした。販売店に確認すると「２年前に契約している」と言わ

れたが覚えていない。「必要ないので解約したい」と伝えたが、販売店から「解約はできない」と言われた。どう

したらよいか。（８０代男性） 

（アドバイス） 

まずは、販売店に契約書を見せてもらい、契約内容を確認しましょう。一度、契約が成立し、クーリング・オフ

の期間が過ぎると、契約方法や内容等に問題がなければ、一方的に解約することは出来ません。販売店と話し合い、

解約の条件等について合意する必要があります。 

 数年先からの契約（いわゆる「先付け」）や長期にわたる契約は、将来、経済面や健康上の問題で購読が困難と

なることも考えられ、トラブルになる恐れもあります。特に高齢者は、その可能性がさらに高くなります。数年後

に購読が始まる契約はもとより、購読期間が２年を超えるような長期の契約をする場
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★マイナンバーに関する不審なメールにご用心！ 
･･･福岡市消費生活センター 

（相談事例）  

パソコンに「マイナンバーに関する大切なお知らせ」とのメールが入り、「国民消費生活組合」などと名乗って、

「本人限定：内容証明電子承諾文書」、「有料サイトの登録料金が未払いになっており、放置すると訴訟履歴がマイ

ナンバーに登録される。訴訟履歴がマイナンバーに登録されると今後一切記録を取り消すことができない」と書か

れていた。（５０代女性） 

（処理結果） 

メールの差出主の団体は架空であり、メールは不特定多数に送信された架空請求メールであることを説明し、無

視するよう助言した。 

（アドバイス） 

心理的不安をあおって連絡をさせ、個人情報を手に入れようとしています。絶対に業者に連絡をしないでくださ

い。 

 マイナンバーの利用範囲は法律で決められており、マイナンバーから訴訟履歴が明らかになるようなことはあり

ません。 

 

★「サイトの退会 相談にのります」増える二次被害 

“ネットの相談室”には注意を！ ･･･飯塚市消費生活センター 

（相談事例） 
A 男さん（27 歳）は、スマホを操作中、出会い系サイトに入ってしまい、相手の言うままクレジットカードで

6 万5 千円、現金で23 万5 千円、計30 万円支払った。 

その後も支払いの請求があったことから退会したいと思い、ネットで検索した「退会 相談にのります」と表示

された相談室に、退会によるお金の取り戻しと、相手の調査を依頼し20 万円を支払ったが、心配になり消費生活

センターに相談した。 

（相談への対応） 

出会い系サイトの支払いに関しては、カード会社に支払った経緯を書いて出すよう助言・指導をした。又、退会

の相談については、ネットの相談室の契約書を見ると、お金を取り戻す契約ではなく、相手先の住所等の調査だけ

であったため、当センターからネット相談室と交渉したが 20 万円のうち 2 万円しか取り戻すことができなかっ

た。 

（アドバイス） 
出会い系などのサイトに入ってしまい、退会したいと思っている人の心理につけ込んで、ネットで「退会 相談

にのります」と謳った相談サイトに誘い込み、お金をだまし取る詐欺商法が増加しています。 

ネット情報を安易に信用せず、困ったことがあったら、消費生活センター等の公的な機関に相談することが大

切です。 
 

 

 
 

 

 
● 各消費生活センターの相談窓口 ● 

福岡県  ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 

福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２・第４土曜日も電話相談可） 

北九州市 ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可） 

久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可）  

飯塚市  ０９４８－２２－０８５７   

宗像市  ０９４０－３３－５４５４（第２・第４土曜日も電話相談可） 

＊「消費者ホットライン」「１８８（いやや！）」(あなたの地域の消費生活センターをご案内します。) 
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福岡県消費者行政関連施策体系 

消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上 

消費者行政の

企画・調整 

総合調整等(p6) ◎福岡県消費生活審議会の運営 ◎福岡県消費者行政推進事業 

消費者行政関係機関

等との連携(p6-7) 

◎福岡県高齢者・障害者の消費者被害防止対策連絡協議会 

◎市町村との連絡会議 

◎消費者被害防止地域ネットワーク会議 

○福岡県食の安全懇話会 ○福岡県食の安全対策推進会議 

消費生活の安

全性の確保 

商品・サービスの安

全性の確保(p7-8) 

★消費生活用製品安全法に基づく監視指導 

○生活衛生関係営業施設の指導 ○食品衛生対策 ○食肉衛生事業 

○有害物資等を含有する家庭用品の監視指導 ○毒物・劇物の監視指導 

○医薬品・医薬部外品・化粧品及び医療機器等の監視指導 

○動物用医薬品・動物用医薬部外品、動物用医療機器等の監視指導 

◎県消費生活条例に基づく商品等に係る危害防止 ●危険、危害情報の提供 

○貸金業法に基づく貸金業務の適正な実施 ○農産物の安全性の確保 

○福祉サービス第三者評価事業の推進 

生活環境の安全性の

確保(p8-9) 

○高圧ガス関係保安対策 ○火薬類保安対策 ○電気保安対策 

○農薬取締 ○飼料取締 ○家畜衛生人獣共通感染症対策 

消費者取引の

適正化 

事業活動の適正化

(p10-11) 

★訪問販売等に関する不当な取引行為の指導取締り 

★前払式特定取引業者の指導監督 ★不当景品・不当表示の監視指導 

★ゴルフ場等の会員契約に関する不当な行為の監視指導 

★県消費生活条例に基づく不当な取引行為の監視指導 

○福岡県貸金業関係連絡会議 ○計量検定、検査、適正な計量の指導取締り 

○宅地建物取引業者の適正指導 ○有料老人ホームの指導 

○介護サービス事業者の指導 ○介護員養成研修実施機関の指導 

○障害福祉サービス事業者の指導 ○旅行業者及び旅行業者代理業者の登録事務 

表示の適正化

(p11-12) 

★家庭用品品質表示法に基づく監視指導 ○直売所巡回調査 

○食品品質表示巡回員の設置 ○食品表示法（品質表示）情報受付 

○食肉のトレーサビリティの実施 ○米のトレーサビリティの推進 

○食品の栄養表示に関する指導及び普及啓発 

価格監視・需給の安

定(p12) 

●生活関連商品等の価格動向等の調査 ○野菜価格安定対策 

○畜産物の価格安定対策 ○畜産物の生産出荷動向調査 

生活相談体制

の充実・整備 

消費生活相談体制

(p13-14) 

●県消費生活センターにおける消費者相談への対応 

●巡回相談及び経由相談による市町村支援 

●消費生活相談員等レベルアップ研修 ●消費生活相談員等事例検討会 

●法律相談事業 ●消費生活相談に伴う商品テスト 

◎消費者苦情処理に係る調停 ◎消費者訴訟資金の貸付け 

各種生活相談体制

(p14-17) 

○男女共同参画センターにおける相談 

○福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）〇家計相談支援事業 

○福岡県国民健康保険団体連合会における介護保険苦情処理事業 

〇再生エネルギー・コージェネレーション総合相談窓口 

○県民相談 ○住宅相談 ○耐震バリアフリーアドバイザー派遣事業 

多重債務問題への取

組(p17) 

◎福岡県多重債務問題対策協議会 ◎ヤミ金融対策のための連携強化  

◎福岡県多重債務者生活再生支援事業 

主体的・自立的

な消費者にな

るための支援 

消費者への情報提供

の充実(p18-19) 

●多様な媒体(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等）による消費者情報の提供・啓発資料の作成 

●消費者サロンの設置・活用 ●高齢者向け情報提供 

●消費者被害の最新情報の提供 ○介護サービス情報の公表 

○地域密着型サービス外部評価 ○医薬品等に関する知識の普及 

○住宅情報提供推進 ○モデル住宅の展示 

○住宅の品質確保の促進に関する情報提供 

消費者教育・啓発の

推進(p19-20) 

◎消費者教育推進連絡会議の運営 ●若年者向け啓発講座 

●事業者向け消費者教育リーフレットの発行 

●ネットトラブル防止ＤＶＤの作成 ●小・中・高校教員向け講座 

●大学・専門学校職員向け研修 ●消費生活サポーター養成事業 

〇「水の日」、「水の週間」に関する啓発 

消費者組織の活動推

進(p20) 
◎消費生活協同組合の監督・育成 

物価情報提供(p20) ○各種物価関係の統計調査 

環境に配慮した生活

スタイルの推進

(p20-21) 

○ごみ減量化促進対策 

〇再生可能エネルギー・コージェネレーションに関する情報の提供 

○自主的な環境保全の取組の促進 ○地球温暖化対策推進 

★は生活安全課・消費生活センター所管 ◎は生活安全課所管 ●は消費生活センター所管 
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消費者基本法 

昭和43年５月30日法律第78号 

（最終改正）平成24年８月22日法律第60号 

 

第１章 総則（第１条－第10条の２） 

第２章 基本的施策（第11条－第23条） 

第３章 行政機関等（第24条－第26条） 

第４章 消費者政策会議等（第27条－第29条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質

及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利

益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びそ

の自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共

団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、そ

の施策の基本となる事項を定めることにより、消費者

の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を

図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保す

ることを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な

施策（以下「消費者政策」という。）の推進は、国民

の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健

全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保

され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理

的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報

及び教育の機会が提供され、消費者の意見が消費者政

策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には

適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利である

ことを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護

及び増進のため自主的かつ合理的に行動することがで

きるよう消費者の自立を支援することを基本として行

われなければならない。 

２ 消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の

確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が

図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮

されなければならない。 

３ 消費者政策の推進は、高度情報通信社会の進展に的

確に対応することに配慮して行われなければならな

い。 

４ 消費者政策の推進は、消費生活における国際化の進

展にかんがみ、国際的な連携を確保しつつ行われなけ

ればならない。 

５ 消費者政策の推進は、環境の保全に配慮して行われ

なければならない。 

（国の責務） 

第３条 国は、経済社会の発展に即応して、前条の消費

者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念

にのつとり、消費者政策を推進する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第４条 地方公共団体は、第２条の消費者の権利の尊重

及びその自立の支援その他の基本理念にのつとり、国

の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社

会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務

を有する。 

（事業者の責務等） 

第５条 事業者は、第２条の消費者の権利の尊重及びそ

の自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給

する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。 

一 消費者の安全及び消費者との取引における公正を

確保すること。 

二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供す

ること。 

三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及

び財産の状況等に配慮すること。 

四 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理

するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を

適切に処理すること。 

五 国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力

すること。 

２ 事業者は、その供給する商品及び役務に関し環境の

保全に配慮するとともに、当該商品及び役務について

品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守す

べき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保

するよう努めなければならない。 

第６条 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重し

つつ、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理の体

制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべ

き基準の作成の支援その他の消費者の信頼を確保する

ための自主的な活動に努めるものとする。 

第７条 消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、

必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自

主的かつ合理的に行動するよう努めなければならな

い。 

２ 消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財

産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければなら

ない。 

第８条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及

び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓発及び教

育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他

の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全

かつ自主的な活動に努めるものとする。 
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（消費者基本計画） 

第９条 政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、

消費者政策の推進に関する基本的な計画（以下「消費

者基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 消費者基本計画は、次に掲げる事項について定める

ものとする。 

一 長期的に講ずべき消費者政策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、消費者政策の計画的な

推進を図るために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、消費者基本計画の案につき閣議の

決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があ

つたときは、遅滞なく、消費者基本計画を公表しなけ

ればならない。 

５ 前２項の規定は、消費者基本計画の変更について準

用する。 

（法制上の措置等） 

第10条 国は、この法律の目的を達成するため、必要な

関係法令の制定又は改正を行なわなければならない。 

２ 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財

政上の措置を講じなければならない。 

（年次報告） 

第10条の２ 政府は、毎年、国会に、政府が講じた消費

者政策の実施の状況に関する報告書を提出しなければ

ならない。 

第２章 基本的施策 

（安全の確保） 

第11条 国は、国民の消費生活における安全を確保する

ため、商品及び役務についての必要な基準の整備及び

確保、安全を害するおそれがある商品の事業者による

回収の促進、安全を害するおそれがある商品及び役務

に関する情報の収集及び提供等必要な施策を講ずるも

のとする。 

（消費者契約の適正化等） 

第12条 国は、消費者と事業者との間の適正な取引を確

保するため、消費者との間の契約の締結に際しての事

業者による情報提供及び勧誘の適正化、公正な契約条

項の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

（計量の適正化） 

第13条 国は、消費者が事業者との間の取引に際し計量

につき不利益をこうむることがないようにするため、

商品及び役務について適正な計量の実施の確保を図る

ために必要な施策を講ずるものとする。 

（規格の適正化） 

第14条 国は、商品の品質の改善及び国民の消費生活の

合理化に寄与するため、商品及び役務について、適正

な規格を整備し、その普及を図る等必要な施策を講ず

るものとする。 

２ 前項の規定による規格の整備は、技術の進歩、消費

生活の向上等に応じて行なうものとする。 

（広告その他の表示の適正化等） 

第15条 国は、消費者が商品の購入若しくは使用又は役

務の利用に際しその選択等を誤ることがないようにす

るため、商品及び役務について、品質等に関する広告

その他の表示に関する制度を整備し、虚偽又は誇大な

広告その他の表示を規制する等必要な施策を講ずるも

のとする。 

（公正自由な競争の促進等） 

第16条 国は、商品及び役務について消費者の自主的か

つ合理的な選択の機会の拡大を図るため、公正かつ自

由な競争を促進するために必要な施策を講ずるものと

する。 

２ 国は、国民の消費生活において重要度の高い商品及

び役務の価格等であつてその形成につき決定、認可そ

の他の国の措置が必要とされるものについては、これ

らの措置を講ずるに当たり、消費者に与える影響を十

分に考慮するよう努めるものとする。 

（啓発活動及び教育の推進） 

第17条 国は、消費者の自立を支援するため、消費生活

に関する知識の普及及び情報の提供等消費者に対する

啓発活動を推進するとともに、消費者が生涯にわたつ

て消費生活について学習する機会があまねく求められ

ている状況にかんがみ、学校、地域、家庭、職域その

他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実す

る等必要な施策を講ずるものとする。 

２ 地方公共団体は、前項の国の施策に準じて、当該地

域の社会的、経済的状況に応じた施策を講ずるよう努

めなければならない。 

（意見の反映及び透明性の確保） 

第18条 国は、適正な消費者政策の推進に資するため、

消費生活に関する消費者等の意見を施策に反映し、当

該施策の策定の過程の透明性を確保するための制度を

整備する等必要な施策を講ずるものとする。 

（苦情処理及び紛争解決の促進） 

第19条 地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と

消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適

切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理

のあつせん等に努めなければならない。この場合にお

いて、都道府県は、市町村（特別区を含む。）との連

携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地

への配慮を必要とする苦情の処理のあつせん等を行う

ものとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に

対応するよう努めなければならない。 

２ 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消

費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切
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かつ迅速に処理されるようにするため、人材の確保及

び資質の向上その他の必要な施策（都道府県にあつて

は、前項に規定するものを除く。）を講ずるよう努め

なければならない。 

３ 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消

費者との間に生じた紛争が専門的知見に基づいて適切

かつ迅速に解決されるようにするために必要な施策を

講ずるよう努めなければならない。 

（高度情報通信社会の進展への的確な対応） 

第20条 国は、消費者の年齢その他の特性に配慮しつつ、

消費者と事業者との間の適正な取引の確保、消費者に

対する啓発活動及び教育の推進、苦情処理及び紛争解

決の促進等に当たつて高度情報通信社会の進展に的確

に対応するために必要な施策を講ずるものとする。 

（国際的な連携の確保） 

第21条 国は、消費生活における国際化の進展に的確に

対応するため、国民の消費生活における安全及び消費

者と事業者との間の適正な取引の確保、苦情処理及び

紛争解決の促進等に当たつて国際的な連携を確保する

等必要な施策を講ずるものとする。 

（環境の保全への配慮） 

第22条 国は、商品又は役務の品質等に関する広告その

他の表示の適正化等、消費者に対する啓発活動及び教

育の推進等に当たつて環境の保全に配慮するために必

要な施策を講ずるものとする。 

（試験、検査等の施設の整備等） 

第23条 国は、消費者政策の実効を確保するため、商品

の試験、検査等を行う施設を整備し、役務についての

調査研究等を行うとともに、必要に応じて試験、検査、

調査研究等の結果を公表する等必要な施策を講ずるも

のとする。 

第３章 行政機関等 

（行政組織の整備及び行政運営の改善） 

第24条 国及び地方公共団体は、消費者政策の推進につ

き、総合的見地に立つた行政組織の整備及び行政運営

の改善に努めなければならない。 

（国民生活センターの役割） 

第25条 独立行政法人国民生活センターは、国及び地方

公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の

消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費

者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情

に係る相談、事業者と消費者との間に生じた紛争の合

意による解決、消費者からの苦情等に関する商品につ

いての試験、検査等及び役務についての調査研究等、

消費者に対する啓発及び教育等における中核的な機関

として積極的な役割を果たすものとする。 

（消費者団体の自主的な活動の促進） 

第26条 国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るた

め、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進される

よう必要な施策を講ずるものとする。 

第４章 消費者政策会議等 

（消費者政策会議） 

第27条 内閣府に、消費者政策会議（以下「会議」とい

う。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 消費者基本計画の案を作成すること。 

二 前号に掲げるもののほか、消費者政策の推進に関

する基本的事項の企画に関して審議するとともに、

消費者政策の実施を推進し、並びにその実施の状況

を検証し、評価し、及び監視すること。 

３ 会議は、次に掲げる場合には、消費者委員会の意見

を聴かなければならない。 

一 消費者基本計画の案を作成しようとするとき。 

二 前項第２号の検証、評価及び監視について、それ

らの結果の取りまとめを行おうとするとき。 

第28条 会議は、会長及び委員をもつて組織する。 

２ 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。 

３ 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。 

一 内閣府設置法（平成11年法律第89号）第11条の２

の規定により置かれた特命担当大臣 

二 内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府設置

法第９条第１項に規定する特命担当大臣（前号の特

命担当大臣を除く。）のうちから、内閣総理大臣が

指定する者 

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理

大臣が任命する。 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を

助ける。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に

関し必要な事項は、政令で定める。 

（消費者委員会） 

第29条 消費者政策の推進に関する基本的事項の調査審

議については、この法律によるほか、消費者庁及び消

費者委員会設置法（平成21年法律第48号）第６条の定

めるところにより、消費者委員会において行うものと

する。 

附 則 抄 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和58年12月２日法律第78号） 

１ この法律（第１条を除く。）は、昭和59年７月１日

から施行する。 

２ この法律の施行の日の前日において法律の規定によ
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り置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は

国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律

の規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の

規定により置かれることとなるものに関し必要となる

経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定

又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定める

ことができる。 

附 則（平成11年７月16日法律第102号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平

成11年法律第88号）の施行の日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

二 附則第10条第１項及び第５項、第14条第３項、第

23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日 

（別に定める経過措置） 

第30条 第２条から前条までに規定するもののほか、こ

の法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律

で定める。 

附 則（平成16年６月２日法律第70号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

（検討） 

２ 消費者政策の在り方については、この法律の施行後

５年を目途として検討が加えられ、その結果に基づい

て必要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則（平成20年５月２日法律第27号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超え

ない範囲内において政令で定める日から施行する。 

附 則（平成21年６月５日法律第49号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法

（平成21年法律第49号）の施行の日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

一 附則第９条の規定 この法律の公布の日 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第８条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附

則においてなお従前の例によることとされる場合にお

けるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第９条 附則第２条から前条までに定めるもののほか、

この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する

経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則（平成24年８月22日法律第60号） 

この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範

囲内において政令で定める日から施行する。 
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消費者安全法 

平成21年６月５日法律第50号 

（最終改正）平成26年６月13日法律第71号 

 

注）目次及び本則中平成 26 年６月 13 日法律第 71 号によ

る改正に係る部分のうち、平成 28 年 4 月 1 日現在未施

行分については下線により示している。なお、具体的

な施行日は未定である。 

 

第１章 総則（第１条－第５条） 

第２章 基本方針（第６条・第７条） 

第３章 消費生活相談等 

第１節 消費生活相談等の事務の実施（第８条－第

９条） 

第２節 消費生活センターの設置等（第10条－第11

条） 

第３節 地方公共団体の長に対する情報の提供（第

11条の２） 

第４節 消費者安全の確保のための協議会等（第11

条の３－第11条の８） 

第５節 登録試験機関（第11条の９－第11条の26） 

第４章 消費者事故等に関する情報の集約等（第12条

－第14条） 

第５章 消費者安全調査委員会による消費者事故等の

調査等 

第１節 消費者安全調査委員会（第15条－第22条） 

第２節 事故等原因調査等（第23条－第31条） 

第３節 勧告及び意見の陳述（第32条・第33条） 

第４節 雑則（第34条－第37条） 

第６章 消費者被害の発生又は拡大の防止のための措

置（第38条－第45条） 

第７章 雑則（第46条－第50条） 

第８章 罰則（第51条－第57条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、消費者の消費生活における被害を

防止し、その安全を確保するため、内閣総理大臣によ

る基本方針の策定について定めるとともに、都道府県

及び市町村による消費生活相談等の事務の実施及び消

費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の

集約等、消費者安全調査委員会による消費者事故等の

調査等の実施、消費者被害の発生又は拡大の防止のた

めの措置その他の措置を講ずることにより、関係法律

による措置と相まって、消費者が安心して安全で豊か

な消費生活を営むことができる社会の実現に寄与する

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「消費者」とは、個人（商業、

工業、金融業その他の事業を行う場合におけるものを

除く。）をいう。 

２ この法律において「事業者」とは、商業、工業、金

融業その他の事業を行う者（個人にあっては、当該事

業を行う場合におけるものに限る。）をいう。 

３ この法律において「消費者安全の確保」とは、消費

者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保

することをいう。 

４ この法律において「消費安全性」とは、商品等（事

業者がその事業として供給する商品若しくは製品又は

事業者がその事業のために提供し、利用に供し、若し

くは事業者がその事業として若しくはその事業のため

に提供する役務に使用する物品、施設若しくは工作物

をいう。以下同じ。）又は役務（事業者がその事業と

して又はその事業のために提供するものに限る。以下

同じ。）の特性、それらの通常予見される使用（飲食

を含む。）又は利用（以下「使用等」という。）の形

態その他の商品等又は役務に係る事情を考慮して、そ

れらの消費者による使用等が行われる時においてそれ

らの通常有すべき安全性をいう。 

５ この法律において「消費者事故等」とは、次に掲げ

る事故又は事態をいう。 

一 事業者がその事業として供給する商品若しくは製

品、事業者がその事業のために提供し若しくは利用

に供する物品、施設若しくは工作物又は事業者がそ

の事業として若しくはその事業のために提供する役

務の消費者による使用等に伴い生じた事故であっ

て、消費者の生命又は身体について政令で定める程

度の被害が発生したもの（その事故に係る商品等又

は役務が消費安全性を欠くことにより生じたもので

ないことが明らかであるものを除く。） 

二 消費安全性を欠く商品等又は役務の消費者による

使用等が行われた事態であって、前号に掲げる事故

が発生するおそれがあるものとして政令で定める要

件に該当するもの 

三 前２号に掲げるもののほか、虚偽の又は誇大な広

告その他の消費者の利益を不当に害し、又は消費者

の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある

行為であって政令で定めるものが事業者により行わ

れた事態 

６ この法律において「生命身体事故等」とは、前項第

１号に掲げる事故及び同項第２号に掲げる事態をい

う。 

７ この法律において「重大事故等」とは、次に掲げる

事故又は事態をいう。 

一 第５項第１号に掲げる事故のうち、その被害が重

大であるものとして政令で定める要件に該当するも
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の 

二 第５項第２号に掲げる事態のうち、前号に掲げる

事故を発生させるおそれがあるものとして政令で定

める要件に該当するもの 

８ この法律において「多数消費者財産被害事態」とは、

第５項第３号に掲げる事態のうち、同号に定める行為

に係る取引であって次の各号のいずれかに該当するも

のが事業者により行われることにより、多数の消費者

の財産に被害を生じ、又は生じさせるおそれのあるも

のをいう。 

一 消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当

な取引であって、事業者が消費者に対して示す商品、

役務、権利その他の取引の対象となるものの内容又

は取引条件が実際のものと著しく異なるもの 

二 前号に掲げる取引のほか、消費者の財産上の利益

を侵害することとなる不当な取引であって、政令で

定めるもの 

（基本理念） 

第３条 消費者安全の確保に関する施策の推進は、専門

的知見に基づき必要とされる措置の迅速かつ効率的な

実施により、消費者事故等の発生及び消費者事故等に

よる被害の拡大を防止することを旨として、行われな

ければならない。 

２ 消費者安全の確保に関する施策の推進は、事業者に

よる適正な事業活動の確保に配慮しつつ、消費者の需

要の高度化及び多様化その他の社会経済情勢の変化に

適確に対応し、消費者の利便の増進に寄与することを

旨として、行われなければならない。 

３ 消費者安全の確保に関する施策の推進は、国及び地

方公共団体の緊密な連携の下、地方公共団体の自主性

及び自立性が十分に発揮されるように行われなければ

ならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第４条 国及び地方公共団体は、前条に定める基本理念

（以下この条において「基本理念」という。）にのっ

とり、消費者安全の確保に関する施策を総合的に策定

し、及び実施する責務を有する。 

２ 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する

施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、消費

生活について専門的な知識、技術又は経験を有する者

の能力を活用するよう努めなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する

施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、消費

者事故等に関する情報の開示、消費者の意見を反映さ

せるために必要な措置その他の措置を講ずることによ

り、その過程の透明性を確保するよう努めなければな

らない。 

４ 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する

施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、施策

効果（当該施策に基づき実施し、又は実施しようとし

ている行政上の一連の行為が消費者の消費生活、社会

経済及び行政運営に及ぼし、又は及ぼすことが見込ま

れる影響をいう。第６条第２項第４号において同じ。）

の把握及びこれを基礎とする評価を行った上で、適時

に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

５ 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する

施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、独立

行政法人国民生活センター（以下「国民生活センター」

という。）、第10条の２第１項第１号に規定する消費

生活センター、都道府県警察、消防機関（消防組織法

（昭和22年法律第226号）第９条各号に掲げる機関をい

う。）、保健所、病院、教育機関、第11条の７第１項

の消費生活協力団体及び消費生活協力員、消費者団体

その他の関係者の間の緊密な連携が図られるよう配慮

しなければならない。 

６ 国及び地方公共団体は、消費者教育を推進し、及び

広報活動その他の活動を行うことを通じて、消費者安

全の確保に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力

を得るよう努めなければならない。 

（事業者等の努力） 

第５条 事業者及びその団体は、消費者安全の確保に自

ら努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する消

費者安全の確保に関する施策に協力するよう努めなけ

ればならない。 

２ 消費者は、安心して安全で豊かな消費生活を営む上

で自らが自主的かつ合理的に行動することが重要であ

ることにかんがみ、事業者が供給し、及び提供する商

品及び製品並びに役務の品質又は性能、事業者と締結

すべき契約の内容その他の消費生活にかかわる事項に

関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集

するよう努めなければならない。 

第２章 基本方針 

（基本方針の策定） 

第６条 内閣総理大臣は、消費者安全の確保に関する基

本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるもの

とする。 

一 消費者安全の確保の意義に関する事項 

二 消費者安全の確保に関する施策に関する基本的事

項 

三 他の法律（これに基づく命令を含む。以下同じ。）

の規定に基づく消費者安全の確保に関する措置の実

施についての関係行政機関との連携に関する基本的

事項 

四 消費者安全の確保に関する施策の施策効果の把握

及びこれを基礎とする評価に関する基本的事項 
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五 前各号に掲げるもののほか、消費者安全の確保に

関する重要事項 

３ 基本方針は、消費者基本法（昭和43年法律第78号）

第９条第１項に規定する消費者基本計画との調和が保

たれたものでなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、

あらかじめ、消費者その他の関係者の意見を反映させ

るために必要な措置を講ずるとともに、関係行政機関

の長に協議し、並びに消費者委員会及び消費者安全調

査委員会の意見を聴かなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

６ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県知事による提案） 

第７条 都道府県知事は、消費者安全の確保に関する施

策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第１項

各号に掲げる事務の実施を通じて得られた知見に基づ

き、基本方針の変更についての提案（以下この条にお

いて「変更提案」という。）をすることができる。こ

の場合においては、当該変更提案に係る基本方針の変

更の案を添えなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、

消費者委員会及び消費者安全調査委員会の意見を聴い

て、当該変更提案を踏まえた基本方針の変更（変更提

案に係る基本方針の変更の案の内容の全部又は一部を

実現することとなる基本方針の変更をいう。次項にお

いて同じ。）をする必要があると認めるときは、遅滞

なく、基本方針の変更をしなければならない。 

３ 内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、

消費者委員会及び消費者安全調査委員会の意見を聴い

て、当該変更提案を踏まえた基本方針の変更をする必

要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその

理由を当該変更提案をした都道府県知事に通知しなけ

ればならない。 

第３章 消費生活相談等 

第１節 消費生活相談等の事務の実施 

（都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の

実施） 

第８条 都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。 

一 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市

町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な助

言、協力、情報の提供その他の援助を行うこと。 

二 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事

務を行うこと。 

イ 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の

うち、その対応に各市町村の区域を超えた広域的

な見地を必要とするものに応じること。 

ロ 事業者に対する消費者からの苦情の処理のため

のあっせんのうち、その実施に各市町村の区域を

超えた広域的な見地を必要とするものを行うこ

と。 

ハ 消費者事故等の状況及び動向を把握するために

必要な調査又は分析であって、専門的な知識及び

技術を必要とするものを行うこと。 

ニ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、消

費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及

び住民に対し提供すること。 

三 市町村との間で消費者事故等の発生に関する情報

を交換すること。 

四 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整

を行うこと。 

五 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。 

２ 市町村は、次に掲げる事務を行うものとする。 

一 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者

からの苦情に係る相談に応じること。 

二 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者

からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。 

三 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、

及び住民に対し提供すること。 

四 都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情

報を交換すること。 

五 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整

を行うこと。 

六 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。 

３ 都道府県は、市町村が前項各号に掲げる事務を他の

市町村と共同して処理しようとする場合又は他の市町

村に委託しようとする場合は、関係市町村の求めに応

じ、市町村相互間における必要な調整を行うことがで

きる。 

４ 第１項各号に掲げる事務に従事する都道府県の職員

若しくはその職にあった者又は第２項各号に掲げる事

務に従事する市町村の職員若しくはその職にあった者

は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。 

（消費生活相談等の事務の委託） 

第８条の２ 都道府県は、前条第１項第１号に掲げる事

務（市町村相互間の連絡調整に係る部分を除く。）及

び同項第２号から第５号までに掲げる事務の一部を、

その事務を適切に実施することができるものとして内

閣府令で定める基準に適合する者に委託することがで

きる。 

２ 市町村は、前条第２項各号に掲げる事務の一部を、

その事務を適切に実施することができるものとして内

閣府令で定める基準に適合する者に委託することがで

きる。 

３ 前２項の規定により事務の委託を受けた者若しくは

その役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、

当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らして
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はならない。 

（国及び国民生活センターの援助） 

第９条 国及び国民生活センターは、都道府県及び市町

村に対し、第８条第１項各号及び第２項各号に掲げる

事務の実施に関し、情報の提供、当該事務に従事する

人材に対する研修その他の必要な援助を行うものとす

る。 

第２節 消費生活センターの設置等 

（消費生活センターの設置） 

第10条 都道府県は、第８条第１項各号に掲げる事務を

行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を

設置しなければならない。 

一 消費生活相談員を第８条第１項第２号イ及びロに

掲げる事務に従事させるものであること。 

二 第８条第１項各号に掲げる事務の効率的な実施の

ために適切な電子情報処理組織その他の設備を備え

ているものであること。 

三 その他第８条第１項各号に掲げる事務を適切に行

うために必要なものとして政令で定める基準に適合

するものであること。 

２ 市町村は、必要に応じ、第８条第２項各号に掲げる

事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は

機関を設置するよう努めなければならない。 

一 消費生活相談員を第８条第２項第１号及び第２号

に掲げる事務に従事させるものであること。 

二 第８条第２項各号に掲げる事務の効率的な実施の

ために適切な電子情報処理組織その他の設備を備え

ているものであること。 

三 その他第８条第２項各号に掲げる事務を適切に行

うために必要なものとして政令で定める基準に適合

するものであること。 

３ 前項の規定により同項の施設又は機関を設置する市

町村以外の市町村は、第８条第２項第１号及び第２号

に掲げる事務に従事させるため、消費生活相談員を置

くよう努めなければならない。 

（消費生活センターの組織及び運営等） 

第10条の２ 都道府県及び前条第２項の施設又は機関を

設置する市町村は、次に掲げる事項について条例で定

めるものとする。 

一 消費生活センター（前条第１項又は第２項の施設

又は機関をいう。次項及び第47条第２項において同

じ。）の組織及び運営に関する事項 

二 第８条第１項各号又は第２項各号に掲げる事務の

実施により得られた情報の安全管理に関する事項 

三 その他内閣府令で定める事項 

２ 都道府県又は消費生活センターを設置する市町村が

前項の規定により条例を定めるに当たっては、事業者

に対する消費者からの苦情が適切かつ迅速に処理され

るための基準として内閣府令で定める基準を参酌する

ものとする。 

（消費生活相談員の要件等） 

第10条の３ 消費生活相談員は、内閣総理大臣若しくは

内閣総理大臣の登録を受けた法人（以下「登録試験機

関」という。）の行う消費生活相談員資格試験に合格

した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を

有すると都道府県知事若しくは市町村長が認める者で

なければならない。 

２ 消費生活相談員は、消費生活を取り巻く環境の変化

による業務の内容の変化に適応するため、消費生活相

談（第８条第１項第２号イ及びロ又は第２項第１号及

び第２号の規定に基づき都道府県又は市町村が実施す

る事業者に対する消費者からの苦情に係る相談及びあ

っせんをいう。以下同じ。）に関する知識及び技術の

向上に努めなければならない。 

３ 第１項の消費生活相談員資格試験（以下単に「試験」

という。）は、消費生活相談を行うために必要な知識

及び技術を有するかどうかを判定することを目的と

し、次に掲げる科目について行う。 

一 商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商

品等及び役務の消費安全性に関する科目 

二 消費者行政に関する法令に関する科目 

三 消費生活相談の実務に関する科目 

四 その他内閣府令で定める科目 

４ 試験（登録試験機関の行うものを除く。）を受けよ

うとする者は、内閣府令で定めるところにより、手数

料を国に納付しなければならない。 

５ 前２項に定めるもののほか、試験の受験手続その他

の実施細目は、内閣府令で定める。 

（指定消費生活相談員） 

第10条の４ 都道府県知事は、市町村による消費生活相

談の事務の実施に関し援助を行うため、試験に合格し、

かつ、内閣府令で定める消費生活相談員としての実務

の経験を有する都道府県の消費生活相談員の中から、

市町村が行う第８条第２項第１号及び第２号に掲げる

事務の実施に関し、同条第１項第１号に規定する助言、

協力、情報の提供その他の援助を行う者を指定消費生

活相談員として指定するよう努めなければならない。 

（消費生活相談等の事務に従事する人材の確保等） 

第11条 都道府県及び市町村は、消費生活相談員の適切

な処遇、研修の実施、専任の職員の配置及び養成その

他の措置を講じ、消費生活相談員その他の第８条第１

項各号又は第２項各号に掲げる事務に従事する人材の

確保及び資質の向上を図るよう努めるものとする。 

第３節 地方公共団体の長に対する情報の提供 

第11条の２ 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところ

により、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者
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安全の確保のために必要な限度において、当該地方公

共団体の長に対し、消費生活上特に配慮を要する購入

者に関する情報その他の内閣府令で定める情報で、当

該地方公共団体の住民に関するものを提供することが

できる。 

２ 地方公共団体の長は、内閣府令で定めるところによ

り、他の地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者

安全の確保のために必要な限度において、当該他の地

方公共団体の長に対し、消費生活相談の事務の実施に

より得られた情報で、当該他の地方公共団体の住民に

関するものを提供することができる。 

３ 国民生活センターの長は、内閣府令で定めるところ

により、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者

安全の確保のために必要な限度において、当該地方公

共団体の長に対し、事業者と消費者との間に生じた苦

情の処理のあっせん及び当該苦情に係る相談の業務の

実施により得られた情報で、当該地方公共団体の住民

に関するものを提供することができる。 

第４節 消費者安全の確保のための協議会等 

（消費者安全確保地域協議会） 

第11条の３ 国及び地方公共団体の機関であって、消費

者の利益の擁護及び増進に関連する分野の事務に従事

するもの（以下この条において「関係機関」という。）

は、当該地方公共団体の区域における消費者安全の確

保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機

関により構成される消費者安全確保地域協議会（以下

「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 前項の規定により協議会を組織する関係機関は、必

要があると認めるときは、病院、教育機関、第11条の

７第１項の消費生活協力団体又は消費生活協力員その

他の関係者を構成員として加えることができる。 

（協議会の事務等） 

第11条の４ 協議会は、前条の目的を達成するため、必

要な情報を交換するとともに、消費者安全の確保のた

めの取組に関する協議を行うものとする。 

２ 協議会の構成員（次項において単に「構成員」とい

う。）は、前項の協議の結果に基づき、消費者安全の

確保のため、消費生活上特に配慮を要する消費者と適

当な接触を保ち、その状況を見守ることその他の必要

な取組を行うものとする。 

３ 協議会は、第１項に規定する情報の交換及び協議を

行うため必要があると認めるとき、又は構成員が行う

消費者安全の確保のための取組に関し他の構成員から

要請があった場合その他の内閣府令で定める場合にお

いて必要があると認めるときは、構成員に対し、消費

生活上特に配慮を要する消費者に関する情報の提供、

意見の表明その他の必要な協力を求めることができ

る。 

４ 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体に

おいて処理する。 

（秘密保持義務） 

第11条の５ 協議会の事務に従事する者又は協議会の事

務に従事していた者は、協議会の事務に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第11条の６ 前三条に定めるもののほか、協議会の組織

及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（消費生活協力団体及び消費生活協力員） 

第11条の７ 地方公共団体の長は、消費者の利益の擁護

又は増進を図るための活動を行う民間の団体又は個人

のうちから、消費生活協力団体又は消費生活協力員を

委嘱することができる。 

２ 消費生活協力団体及び消費生活協力員は、次に掲げ

る活動を行う。 

一 消費者安全の確保に関し住民の理解を深めるこ

と。 

二 消費者安全の確保のための活動を行う住民に対

し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をす

ること。 

三 消費者安全の確保のために必要な情報を地方公共

団体に提供することその他国又は地方公共団体が行

う施策に必要な協力をすること。 

四 前３号に掲げるもののほか、地域における消費者

安全の確保のための活動であって、内閣府令で定め

るものを行うこと。 

３ 地方公共団体の長は、消費生活協力団体及び消費生

活協力員に対し、前項各号に掲げる活動に資するよう、

研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

（秘密保持義務） 

第11条の８ 消費生活協力団体の役員若しくは職員若し

くは消費生活協力員又はこれらの者であった者は、前

条第２項各号に掲げる活動に関して知り得た秘密を漏

らしてはならない。 

第５節 登録試験機関 

（登録試験機関の登録） 

第11条の９ 第10条の３第１項の登録試験機関に係る登

録（以下単に「登録」という。）は、試験の実施に関

する業務（以下「試験業務」という。）を行おうとす

る者の申請により行う。 

（欠格条項） 

第11条の10 内閣総理大臣は、前条の規定により登録の

申請をした者（次条第１項において「登録申請者」と

いう。）が、次の各号のいずれかに該当するときは、

登録をしてはならない。 

一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、刑
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に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなった日から２年を経過しない者 

二 第11条の22の規定により登録を取り消され、その

取消しの日から２年を経過しない者 

三 その業務を行う役員のうちに第１号に該当する者

があるもの 

（登録の要件等） 

第11条の11 内閣総理大臣は、登録申請者が次に掲げる

要件の全てに適合しているときは、その登録をしなけ

ればならない。この場合において、登録に関して必要

な手続は、内閣府令で定める。 

一 第10条の３第３項各号に掲げる科目について試験

を行うこと。 

二 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を

有する試験委員が問題の作成並びに受験者が消費生

活相談員として必要な知識及び技術を有するかどう

かの判定を行うこと。 

イ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）による大

学において民事法学、行政法学若しくは経済学に

関する科目を担当する教授若しくは准教授の職に

あり、又はこれらの職にあった者 

ロ 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者

で、第 10 条の３第３項各号に掲げる科目について

専門的な知識を有する者 

ハ 消費生活相談に５年以上従事した経験を有する

者 

ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び

経験を有する者 

三 試験の信頼性の確保のための専任の管理者及び試

験業務の管理を行う専任の部門が置かれているこ

と。 

四 債務超過の状態にないこと。 

２ 登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記

載してするものとする。 

一 登録年月日及び登録番号 

二 登録を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏

名 

三 登録を受けた者が行う試験業務の内容 

四 登録を受けた者が試験業務を行う事業所の所在地 

五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事

項 

（登録の更新） 

第11条の12 登録は、５年以上10年以内において政令で

定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間

の経過によって、その効力を失う。 

２ 前３条の規定は、前項の登録の更新について準用す

る。 

（信頼性の確保） 

第11条の13 登録試験機関は、試験業務の管理（試験に

関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関すること

を含む。）に関する文書の作成その他の内閣府令で定

める試験業務の信頼性の確保のための措置を講じなけ

ればならない。 

２ 登録試験機関は、第10条の３第５項の試験の実施細

目に従い、公正に試験を実施しなければならない。 

（登録事項の変更の届出） 

第11条の14 登録試験機関は、第11条の11第２項第２号

から第５号までに掲げる事項を変更しようとするとき

は、変更しようとする日の２週間前までに、その旨を

内閣総理大臣に届け出なければならない。 

（試験業務規程） 

第11条の15 登録試験機関は、試験業務に関する規程（以

下「試験業務規程」という。）を定め、試験業務の開

始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 試験業務規程には、試験業務の実施方法、試験の信

頼性を確保するための措置、試験に関する料金その他

の内閣府令で定める事項を定めておかなければならな

い。 

３ 内閣総理大臣は、第１項の認可をした試験業務規程

が試験の公正な実施上不適当となったと認めるとき

は、登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更す

べきことを命ずることができる。 

（試験業務の休廃止） 

第11条の16 登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受

けなければ、試験業務の全部又は一部を休止し、又は

廃止してはならない。 

（財務諸表等の備付け及び閲覧等） 

第11条の17 登録試験機関は、毎事業年度経過後３月以

内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益

計算書又は収支計算書並びに事業報告書（その作成に

代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の

人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。以下この条において同じ。）

の作成がされている場合における当該電磁的記録を含

む。次項及び第57条において「財務諸表等」という。）

を作成し、５年間、その事務所に備えて置かなければ

ならない。 

２ 試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登

録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請

求をすることができる。ただし、第２号又は第４号の

請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わ

なければならない。 

一 財務諸表等が書面をもって作成されているとき

は、当該書面の閲覧又は謄写の請求 

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されている
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ときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府

令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写

の請求 

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法

（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法をいう。第12条第４項にお

いて同じ。）であって内閣府令で定めるものにより

提供することの請求又は当該事項を記載した書面の

交付の請求 

（試験委員） 

第11条の18 登録試験機関は、試験委員を選任したとき

は、遅滞なく、内閣総理大臣にその旨を届け出なけれ

ばならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 内閣総理大臣は、試験委員が、この法律、この法律

に基づく命令若しくは処分若しくは試験業務規程に違

反する行為をしたとき、又は試験業務の実施に関し著

しく不適当な行為をしたときは、登録試験機関に対し、

当該試験委員の解任を命ずることができる。 

３ 前項の規定による命令により試験委員の職を解任さ

れ、解任の日から２年を経過しない者は、試験委員と

なることができない。 

（秘密保持義務等） 

第11条の19 登録試験機関の役員若しくは職員（試験委

員を含む。次項において同じ。）又はこれらの職にあ

った者は、試験業務に関して知り得た秘密を漏らして

はならない。 

２ 試験業務に従事する登録試験機関の役員又は職員

は、刑法（明治40年法律第45号）その他の罰則の適用

については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

（適合命令） 

第11条の20 内閣総理大臣は、登録試験機関が第11条の

11第１項各号のいずれかに適合しなくなったと認める

ときは、当該登録試験機関に対し、これらの規定に適

合するため必要な措置をとるべきことを命ずることが

できる。 

（改善命令） 

第11条の21 内閣総理大臣は、登録試験機関が第11条の

13の規定に違反していると認めるときは、当該登録試

験機関に対し、同条の規定に従って試験業務を行うべ

きこと又は試験の方法その他の業務の方法の改善に関

し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（登録の取消し等） 

第11条の22 内閣総理大臣は、登録試験機関が第11条の

10第１号又は第３号に該当するに至ったときは、その

登録を取り消さなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれ

かに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間

を定めて試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずる

ことができる。 

一 第11条の14、第11条の16、第11条の17第１項又は

次条の規定に違反したとき。 

二 第11条の15第１項の認可を受けた試験業務規程に

よらないで試験業務を行ったとき。 

三 第11条の15第３項、第11条の18第２項又は前２条

の規定による命令に違反したとき。 

四 正当な理由がないのに第11条の17第２項各号の規

定による請求を拒んだとき。 

五 不正の手段により登録を受けたとき。 

（帳簿の記載） 

第11条の23 登録試験機関は、内閣府令で定めるところ

により、帳簿を備え、試験業務に関し内閣府令で定め

る事項を記載し、これを保存しなければならない。 

（報告、立入調査等） 

第11条の24 内閣総理大臣は、試験業務の適正な実施を

確保するため必要があると認めるときは、登録試験機

関に対し、試験業務の状況に関し必要な報告を求め、

又はその職員に、当該登録試験機関の事務所に立ち入

り、試験業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他

の物件に関し必要な調査若しくは質問をさせることが

できる。 

２ 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分

を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、

これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認め

られたものと解してはならない。 

（内閣総理大臣による試験業務の実施） 

第11条の25 内閣総理大臣は、登録をしたときは、試験

業務を行わないものとする。 

２ 内閣総理大臣は、登録を受けた者がいないとき、第

11条の16の規定による試験業務の全部又は一部の休止

又は廃止の許可をしたとき、第11条の22の規定により

登録を取り消し、又は同条第２項の規定により登録試

験機関に対し試験業務の全部若しくは一部の停止を命

じたとき、登録試験機関が天災その他の事由により試

験業務の全部又は一部を実施することが困難となった

とき、その他必要があると認めるときは、試験業務の

全部又は一部を自ら行うことができる。 

３ 内閣総理大臣が前項の規定により試験業務の全部又

は一部を自ら行う場合における試験業務の引継ぎその

他の必要な事項については、内閣府令で定める。 

（公示） 

第11条の26 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、そ

の旨を官報に公示しなければならない。 

一 登録をしたとき。 

二 第11条の14の規定による届出があったとき。 

三 第11条の16の規定による許可をしたとき。 

四 第11条の22の規定により登録を取り消し、又は同
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条第２項の規定により登録試験機関に対し試験業務

の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 

五 前条の規定により内閣総理大臣が試験業務の全部

若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら

行っていた試験業務の全部若しくは一部を行わない

こととするとき。 

第４章 消費者事故等に関する情報の集約等 

（消費者事故等の発生に関する情報の通知） 

第12条 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国

民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情

報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣

府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故

等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなけれ

ばならない。 

２ 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生

活センターの長は、消費者事故等（重大事故等を除く。）

が発生した旨の情報を得た場合であって、当該消費者

事故等の態様、当該消費者事故等に係る商品等又は役

務の特性その他当該消費者事故等に関する状況に照ら

し、当該消費者事故等による被害が拡大し、又は当該

消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等が発

生するおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に

対し、内閣府令で定めるところにより、当該消費者事

故等が発生した旨及び当該消費者事故等の概要その他

内閣府令で定める事項を通知するものとする。 

３ 前２項の規定は、その通知をすべき者が次の各号の

いずれかに該当するときは、適用しない。 

一 次のイからニまでに掲げる者であって、それぞれ

イからニまでに定める者に対し、他の法律の規定に

より、当該消費者事故等の発生について通知し、又

は報告しなければならないこととされているもの 

イ 行政機関の長 内閣総理大臣 

ロ 都道府県知事 行政機関の長 

ハ 市町村長 行政機関の長又は都道府県知事 

ニ 国民生活センターの長 行政機関の長 

二 前２項の規定により内閣総理大臣に対し消費者事

故等の発生に係る通知をしなければならないことと

されている他の者から当該消費者事故等の発生に関

する情報を得た者（前号に該当する者を除く。） 

三 前２号に掲げる者に準ずるものとして内閣府令で

定める者（前２号に該当する者を除く。） 

４ 第１項又は第２項の場合において、行政機関の長、

都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長が、

これらの規定による通知に代えて、全国消費生活情報

ネットワークシステム（行政機関の長、地方公共団体

の機関、国民生活センターその他内閣府令で定める者

の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続

した電子情報処理組織であって、消費生活に関する情

報を蓄積し、及び利用するために、内閣府令で定める

ところにより国民生活センターが設置し、及び管理す

るものをいう。）への入力その他内閣総理大臣及び当

該通知をしなければならないこととされている者が電

磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができ

る状態に置く措置であって内閣府令で定めるものを講

じたときは、当該通知をしたものとみなす。 

５ 国及び国民生活センターは、地方公共団体に対し、

第１項及び第２項の規定による通知の円滑かつ確実な

実施に関し、助言その他の必要な援助を行うものとす

る。 

（消費者事故等に関する情報の集約及び分析等） 

第13条 内閣総理大臣は、前条第１項又は第２項の規定

による通知により得た情報その他消費者事故等に関す

る情報が消費者安全の確保を図るため有効に活用され

るよう、迅速かつ適確に、当該情報の集約及び分析を

行い、その結果を取りまとめるものとする。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定により取りまとめた結

果を、関係行政機関、関係地方公共団体及び国民生活

センターに提供するとともに、消費者委員会に報告す

るものとする。 

３ 内閣総理大臣は、第１項の規定により取りまとめた

結果を公表しなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、国会に対し、第１項の規定により

取りまとめた結果を報告しなければならない。 

（資料の提供要求等） 

第14条 内閣総理大臣は、前条第１項の規定による情報

の集約及び分析並びにその結果の取りまとめを行うた

め必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関

係地方公共団体の長、国民生活センターの長その他の

関係者（第35条及び第38条第２項において「関係行政

機関の長等」という。）に対し、資料の提供、意見の

表明、消費者事故等の原因の究明のために必要な調査、

分析又は検査の実施その他必要な協力を求めることが

できる。 

２ 内閣総理大臣は、消費者事故等の発生又は消費者事

故等による被害の拡大の防止を図るため必要があると

認めるときは、関係都道府県知事又は関係市町村長に

対し、消費者事故等に関して必要な報告を求めること

ができる。 

第５章 消費者安全調査委員会による消費者事故

等の調査等 

第１節 消費者安全調査委員会 

（調査委員会の設置） 

第15条 消費者庁に、消費者安全調査委員会（以下「調

査委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第16条 調査委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 
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一 生命身体事故等（運輸安全委員会設置法（昭和48

年法律第113号）第２条第２項に規定する航空事故

等、同条第４項に規定する鉄道事故等及び同条第６

項に規定する船舶事故等を除く。第４号及び第33条

を除き、以下同じ。）の原因及び生命身体事故等に

よる被害の原因（以下「事故等原因」と総称する。）

を究明するための調査（以下「事故等原因調査」と

いう。）を行うこと。 

二 生命身体事故等について、他の行政機関（運輸安

全委員会を除く。）による調査若しくは検査又は法

律（法律に基づく命令を含む。以下この条において

同じ。）の規定による地方公共団体の調査若しくは

検査（法律の規定によりこれらの調査又は検査の全

部又は一部を行うこととされている他の者がある場

合においては、その者が行う調査又は検査を含む。

以下「他の行政機関等による調査等」という。）の

結果について事故等原因を究明しているかどうかに

ついての評価（以下単に「評価」という。）を行う

こと。 

三 事故等原因調査又は他の行政機関等による調査等

の結果の評価（以下「事故等原因調査等」という。）

の結果に基づき、生命身体事故等による被害の拡大

又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命

身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策又は措

置について内閣総理大臣に対し勧告すること。 

四 生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身

体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発

生の防止のため講ずべき施策又は措置について内閣

総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述べるこ

と。 

五 前各号に掲げる事務を行うために必要な基礎的な

調査及び研究を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、法律に基づき調査委

員会に属させられた事務 

（職権の行使） 

第17条 調査委員会の委員は、独立してその職権を行う。 

（組織） 

第18条 調査委員会は、委員７人以内で組織する。 

２ 調査委員会に、特別の事項を調査審議させるため必

要があるときは、臨時委員を置くことができる。 

３ 調査委員会に、専門の事項を調査させるため必要が

あるときは、専門委員を置くことができる。 

（委員等の任命） 

第19条 委員及び臨時委員は、調査委員会の所掌事務の

遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができる

と認められる者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 

２ 専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を

有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 

（委員の任期等） 

第20条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に

関する調査審議が終了したときは、解任されるものと

する。 

４ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に

関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

５ 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 

（委員長） 

第21条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により

選任する。 

２ 委員長は、調査委員会の会務を総理し、調査委員会

を代表する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名す

る委員が、その職務を代理する。 

（職務従事の制限） 

第22条 調査委員会は、委員長、委員、臨時委員又は専

門委員が事故等原因調査等の対象となる生命身体事故

等に係る事故等原因に関係があるおそれのある者であ

ると認めるとき、又はその者と密接な関係を有すると

認めるときは、当該委員長、委員、臨時委員又は専門

委員を当該事故等原因調査等に従事させてはならな

い。 

２ 前項の委員長、委員又は臨時委員は、当該事故等原

因調査等に関する調査委員会の会議に出席することが

できない。 

第２節 事故等原因調査等 

（事故等原因調査） 

第23条 調査委員会は、生命身体事故等が発生した場合

において、生命身体被害の発生又は拡大の防止（生命

身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等

と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止を

いう。以下同じ。）を図るため当該生命身体事故等に

係る事故等原因を究明することが必要であると認める

ときは、事故等原因調査を行うものとする。ただし、

当該生命身体事故等について、消費者安全の確保の見

地から必要な事故等原因を究明することができると思

料する他の行政機関等による調査等の結果を得た場合

又は得ることが見込まれる場合においては、この限り

でない。 

２ 調査委員会は、事故等原因調査を行うため必要な限

度において、次に掲げる処分をすることができる。 

一 事故等原因に関係があると認められる者（次号及

び第30条において「原因関係者」という。）、生命

身体事故等に際し人命の救助に当たった者その他の

生命身体事故等の関係者（以下「生命身体事故等関
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係者」という。）から報告を徴すること。 

二 生命身体事故等の現場、原因関係者の事務所その

他の必要と認める場所に立ち入って、商品等、帳簿、

書類その他の生命身体事故等に関係のある物件（以

下「関係物件」という。）を検査し、又は生命身体

事故等関係者に質問すること。 

三 生命身体事故等関係者に出頭を求めて質問するこ

と。 

四 関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し

その提出を求め、又は提出物件を留め置くこと。 

五 関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し

その保全を命じ、又はその移動を禁止すること。 

六 生命身体事故等の現場に、公務により立ち入る者

及び調査委員会が支障がないと認める者以外の者が

立ち入ることを禁止すること。 

３ 調査委員会は、必要があると認めるときは、委員長、

委員又は専門委員に前項各号に掲げる処分をさせるこ

とができる。 

４ 前項の規定により第２項第２号に掲げる処分をする

者は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、生命身

体事故等関係者の請求があるときは、これを提示しな

ければならない。 

５ 第２項又は第３項の規定による処分の権限は、犯罪

捜査のために認められたものと解してはならない。 

（他の行政機関等による調査等の結果の評価等） 

第24条 調査委員会は、生命身体事故等が発生した場合

において、生命身体被害の発生又は拡大の防止を図る

ため当該生命身体事故等に係る事故等原因を究明する

ことが必要であると認める場合において、前条第１項

ただし書に規定する他の行政機関等による調査等の結

果を得たときは、その評価を行うものとする。 

２ 調査委員会は、前項の評価の結果、消費者安全の確

保の見地から必要があると認めるときは、当該他の行

政機関等による調査等に関する事務を所掌する行政機

関の長に対し、当該生命身体事故等に係る事故等原因

の究明に関し意見を述べることができる。 

３ 調査委員会は、第１項の評価の結果、更に調査委員

会が消費者安全の確保の見地から当該生命身体事故等

に係る事故等原因を究明するために調査を行う必要が

あると認めるときは、事故等原因調査を行うものとす

る。 

４ 第１項の他の行政機関等による調査等に関する事務

を所掌する行政機関の長は、当該他の行政機関等によ

る調査等に関して調査委員会の意見を聴くことができ

る。 

（調査等の委託） 

第25条 調査委員会は、事故等原因調査等を行うため必

要があると認めるときは、当該事故等原因調査等に係

る調査又は研究の実施に関する事務の一部を、独立行

政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に

規定する独立行政法人、一般社団法人若しくは一般財

団法人、事業者その他の民間の団体又は学識経験を有

する者に委託することができる。 

２ 前項の規定により事務の委託を受けた者若しくはそ

の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当

該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしては

ならない。 

３ 第１項の規定により事務の委託を受けた者又はその

役員若しくは職員であって当該委託に係る事務に従事

するものは、刑法その他の罰則の適用については、法

令により公務に従事する職員とみなす。 

（生命身体事故等の発生に関する情報の報告） 

第26条 内閣総理大臣は、第12条第１項又は第２項の規

定により生命身体事故等の発生に関する情報の通知を

受けた場合その他生命身体事故等の発生に関する情報

を得た場合においては、速やかに調査委員会にその旨

を報告しなければならない。 

（内閣総理大臣の援助） 

第27条 調査委員会は、事故等原因調査を行うために必

要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、生命

身体事故等についての事実の調査又は物件の収集の援

助その他の必要な援助を求めることができる。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による援助を求められ

た場合において、必要があると認めるときは、その職

員に第23条第２項第２号に掲げる処分をさせることが

できる。 

３ 内閣総理大臣は、生命身体事故等が発生したことを

知った場合において、必要があると認めるときは、生

命身体事故等についての事実の調査、物件の収集その

他の調査委員会が事故等原因調査を円滑に開始するこ

とができるための適切な措置をとらなければならな

い。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による措置をとるため

必要があると認めるときは、その職員に第23条第２項

各号に掲げる処分をさせることができる。 

５ 第23条第４項及び第５項の規定は、第２項又は前項

の規定により職員が処分をする場合について準用す

る。 

（事故等原因調査等の申出） 

第28条 何人も、生命身体被害の発生又は拡大の防止を

図るために事故等原因調査等が必要であると思料する

ときは、調査委員会に対し、その旨を申し出て、事故

等原因調査等を行うよう求めることができる。この場

合においては、内閣府令で定めるところにより、当該

申出に係る生命身体事故等の内容及びこれに対する事

故等原因調査等の必要性その他内閣府令で定める事項

を記載した書面を添えなければならない。 

２ 調査委員会は、前項の規定による申出があったとき

は、必要な検討を行い、その結果に基づき必要がある
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と認めるときは、事故等原因調査等を行わなければな

らない。 

３ 被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身

に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の

親族若しくは兄弟姉妹（以下この項において「被害者

等」という。）が第１項の規定により申出をした場合

において、当該申出が、自ら負傷若しくは疾病を被り、

又は配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が死亡し若

しくは負傷若しくは疾病を被った第２条第７項第１号

に掲げる事故に該当するものに係るものであるとき

は、調査委員会は、事故等原因調査等を行うこととし

たときはその旨を、行わないこととしたときはその旨

及びその理由を、速やかに、当該被害者等に通知しな

ければならない。 

（申出を受けた場合における通知） 

第29条 調査委員会は、前条第１項の規定による申出に

より重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直

ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところ

により、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣

府令で定める事項を通知しなければならない。 

２ 調査委員会は、前条第１項の規定による申出により

生命身体事故等（重大事故等を除く。）が発生した旨

の情報を得た場合であって、当該生命身体事故等の態

様、当該生命身体事故等に係る商品等又は役務の特性

その他当該生命身体事故等に関する状況に照らし、当

該生命身体事故等による被害が拡大し、又は当該生命

身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等が発

生するおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に

対し、内閣府令で定めるところにより、当該生命身体

事故等が発生した旨及び当該生命身体事故等の概要そ

の他内閣府令で定める事項を通知するものとする。 

３ 前２項の規定は、調査委員会が、第12条第１項又は

第２項の規定による通知をしなければならないことと

されている者から前条第１項の規定による申出を受け

た場合には、適用しない。 

（原因関係者の意見の聴取） 

第30条 調査委員会は、事故等原因調査を完了する前に、

原因関係者に対し、意見を述べる機会を与えなければ

ならない。 

（報告書等） 

第31条 調査委員会は、事故等原因調査を完了したとき

は、当該生命身体事故等に関する次の事項を記載した

報告書を作成し、これを内閣総理大臣に提出するとと

もに、公表しなければならない。 

一 事故等原因調査の経過 

二 認定した事実 

三 事実を認定した理由 

四 事故等原因 

五 その他必要な事項 

２ 調査委員会は、前項の報告書を作成するに当たり、

少数意見があるときは、当該報告書にこれを付記する

ものとする。 

３ 調査委員会は、事故等原因調査を完了する前におい

ても、当該事故等原因調査を開始した日から１年以内

に事故等原因調査を完了することが困難であると見込

まれる状況にあることその他の事由により必要がある

と認めるときは、事故等原因調査の経過について、内

閣総理大臣に報告するとともに、公表するものとする。 

第３節 勧告及び意見の陳述 

（内閣総理大臣に対する勧告） 

第32条 調査委員会は、事故等原因調査等を完了した場

合において、必要があると認めるときは、その結果に

基づき、内閣総理大臣に対し、生命身体被害の発生又

は拡大の防止のため講ずべき施策又は措置について勧

告することができる。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告に基づき講

じた施策又は措置について調査委員会に通報しなけれ

ばならない。 

（意見の陳述） 

第33条 調査委員会は、消費者安全の確保の見地から必

要があると認めるときは、生命身体事故等による被害

の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の

生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策又は

措置について内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意

見を述べることができる。 

第４節 雑則 

（情報の提供） 

第34条 調査委員会は、事故等原因調査等の実施に当た

っては、被害者及びその家族又は遺族の心情に十分配

慮し、これらの者に対し、当該事故等原因調査等に関

する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供するも

のとする。 

（関係行政機関等の協力） 

第35条 調査委員会は、その所掌事務を遂行するため必

要があると認めるときは、関係行政機関の長等に対し、

資料の提供、意見の表明、事故等原因の究明のために

必要な分析又は検査の実施その他必要な協力を求める

ことができる。 

（政令への委任） 

第36条 この法律に定めるもののほか、調査委員会に関

し必要な事項は、政令で定める。 

（不利益取扱いの禁止） 

第37条 何人も、第23条第２項若しくは第３項若しくは

第27条第２項若しくは第４項の規定による処分に応ず

る行為をしたこと又は第28条第１項の規定による申出
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をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱

いを受けない。 

第６章 消費者被害の発生又は拡大の防止のため

の措置 

（消費者への注意喚起等） 

第38条 内閣総理大臣は、第12条第１項若しくは第２項

又は第29条第１項若しくは第２項の規定による通知を

受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を

得た場合において、当該消費者事故等による被害の拡

大又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者

事故等の発生（以下「消費者被害の発生又は拡大」と

いう。）の防止を図るため消費者の注意を喚起する必

要があると認めるときは、当該消費者事故等の態様、

当該消費者事故等による被害の状況その他の消費者被

害の発生又は拡大の防止に資する情報を都道府県及び

市町村に提供するとともに、これを公表するものとす

る。 

２ 内閣総理大臣は、第12条第１項若しくは第２項又は

第29条第１項若しくは第２項の規定による通知を受け

た場合その他消費者事故等の発生に関する情報を得た

場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図

るために相当であると認めるときは、関係行政機関の

長等に対し、消費者被害の発生又は拡大の防止に資す

る情報を提供することができる。 

３ 内閣総理大臣は、第１項の規定による公表をした場

合においては、独立行政法人国民生活センター法（平

成14年法律第123号）第44条第１項の規定によるほか、

国民生活センターに対し、第１項の消費者被害の発生

又は拡大の防止に資する情報の消費者に対する提供に

関し必要な措置をとることを求めることができる。 

４ 独立行政法人国民生活センター法第44条第２項の規

定は、前項の場合について準用する。 

（他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求） 

第39条 内閣総理大臣は、第12条第１項若しくは第２項

又は第29条第１項若しくは第２項の規定による通知を

受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を

得た場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止

を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置

があり、かつ、消費者被害の発生又は拡大の防止を図

るため、当該措置が速やかに実施されることが必要で

あると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を

所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求め

ることができる。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定により同項の措置の速

やかな実施を求めたときは、同項の大臣に対し、その

措置の実施状況について報告を求めることができる。 

（事業者に対する勧告及び命令） 

第40条 内閣総理大臣は、商品等又は役務が消費安全性

を欠くことにより重大事故等が発生した場合（当該重

大事故等による被害の拡大又は当該重大事故等とその

原因を同じくする重大事故等の発生（以下「重大生命

身体被害の発生又は拡大」という。）の防止を図るた

めに実施し得る他の法律の規定に基づく措置がある場

合を除く。）において、重大生命身体被害の発生又は

拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、当

該商品等（当該商品等が消費安全性を欠く原因となっ

た部品、製造方法その他の事項を共通にする商品等を

含む。以下この項において同じ。）又は役務を供給し、

提供し、又は利用に供する事業者に対し、当該商品等

又は役務につき、必要な点検、修理、改造、安全な使

用方法の表示、役務の提供の方法の改善その他の必要

な措置をとるべき旨を勧告することができる。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事

業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をと

らなかった場合において、重大生命身体被害の発生又

は拡大の防止を図るため特に必要があると認めるとき

は、当該事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべ

きことを命ずることができる。 

３ 内閣総理大臣は、重大生命身体被害の発生又は拡大

の防止を図るために他の法律の規定に基づく措置が実

施し得るに至ったことその他の事由により前項の命令

の必要がなくなったと認めるときは、同項の規定によ

る命令を変更し、又は取り消すものとする。 

４ 内閣総理大臣は、多数消費者財産被害事態が発生し

た場合（当該多数消費者財産被害事態による被害の拡

大又は当該多数消費者財産被害事態と同種若しくは類

似の多数消費者財産被害事態の発生（以下この条にお

いて「多数消費者財産被害事態による被害の発生又は

拡大」という。）の防止を図るために実施し得る他の

法律の規定に基づく措置がある場合を除く。）におい

て、多数消費者財産被害事態による被害の発生又は拡

大の防止を図るため必要があると認めるときは、当該

多数消費者財産被害事態を発生させた事業者に対し、

消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取

引の取りやめその他の必要な措置をとるべき旨を勧告

することができる。 

５ 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事

業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をと

らなかった場合において、多数消費者財産被害事態に

よる被害の発生又は拡大の防止を図るため特に必要が

あると認めるときは、当該事業者に対し、その勧告に

係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

６ 内閣総理大臣は、多数消費者財産被害事態による被

害の発生又は拡大の防止を図るために他の法律の規定

に基づく措置が実施し得るに至ったことその他の事由

により前項の命令の必要がなくなったと認めるとき

は、同項の規定による命令を変更し、又は取り消すも

のとする。 

７ 内閣総理大臣は、第２項若しくは第５項の規定によ
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る命令をしようとするとき又は第３項若しくは前項の

規定による命令の変更若しくは取消しをしようとする

ときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴かなけ

ればならない。 

８ 内閣総理大臣は、第２項若しくは第５項の規定によ

る命令をしたとき又は第３項若しくは第６項の規定に

よる命令の変更若しくは取消しをしたときは、その旨

を公表しなければならない。 

（譲渡等の禁止又は制限） 

第41条 内閣総理大臣は、商品等が消費安全性を欠くこ

とにより重大事故等が発生し、かつ、当該重大事故等

による被害が拡大し、又は当該重大事故等とその原因

を同じくする重大事故等が発生する急迫した危険があ

る場合（重大生命身体被害の発生又は拡大の防止を図

るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があ

る場合を除く。）において、重大生命身体被害の発生

又は拡大を防止するため特に必要があると認めるとき

は、必要な限度において、６月以内の期間を定めて、

当該商品等（当該商品等が消費安全性を欠く原因とな

った部品、製造方法その他の事項を共通にする商品等

を含む。）を事業として又は事業のために譲渡し、引

き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限

することができる。 

２ 内閣総理大臣は、重大生命身体被害の発生又は拡大

の防止を図るために他の法律の規定に基づく措置が実

施し得るに至ったことその他の事由により前項の禁止

又は制限の必要がなくなったと認めるときは、同項の

規定による禁止又は制限の全部又は一部を解除するも

のとする。 

３ 内閣総理大臣は、第１項の規定による禁止若しくは

制限をしようとするとき又は前項の規定による禁止若

しくは制限の全部若しくは一部の解除をしようとする

ときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴かなけ

ればならない。 

４ 第１項の規定による禁止若しくは制限又は第２項の

規定による禁止若しくは制限の全部若しくは一部の解

除は、内閣府令で定めるところにより、官報に告示し

て行う。 

（回収等の命令） 

第42条 内閣総理大臣は、事業者が前条第１項の規定に

よる禁止又は制限に違反した場合においては、当該事

業者に対し、禁止又は制限に違反して譲渡し、又は引

き渡した商品又は製品の回収を図ることその他当該商

品等による重大生命身体被害の発生又は拡大を防止す

るため必要な措置をとるべきことを命ずることができ

る。 

（消費者委員会の勧告等） 

第43条 消費者委員会は、消費者、事業者、関係行政機

関の長その他の者から得た情報その他の消費者事故等

に関する情報を踏まえて必要があると認めるときは、

内閣総理大臣に対し、消費者被害の発生又は拡大の防

止に関し必要な勧告をすることができる。 

２ 消費者委員会は、前項の規定により勧告をしたとき

は、内閣総理大臣に対し、その勧告に基づき講じた措

置について報告を求めることができる。 

（都道府県知事による要請） 

第44条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内におけ

る消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者安

全の確保に関し必要な措置の実施を要請することがで

きる。この場合においては、当該要請に係る措置の内

容及びその理由を記載した書面を添えなければならな

い。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による要請（以下この

条において「措置要請」という。）を受けた場合にお

いて、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために

実施し得る他の法律の規定に基づく措置があるとき

は、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に同

項の書面を回付しなければならない。 

３ 前項の規定による回付を受けた大臣は、内閣総理大

臣に対し、当該措置要請に係る措置の内容の全部又は

一部を実現することとなる措置を実施することとする

ときはその旨を、当該措置要請に係る措置の内容の全

部又は一部を実現することとなる措置を実施する必要

がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞な

く、通知しなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたと

きは、その内容を、遅滞なく、当該措置要請をした都

道府県知事に通知しなければならない。 

（報告、立入調査等） 

第45条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度

において、事業者に対し、必要な報告を求め、その職

員に、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を

行う場所に立ち入り、必要な調査若しくは質問をさせ、

又は調査に必要な限度において当該事業者の供給する

物品を集取させることができる。ただし、物品を集取

させるときは、時価によってその対価を支払わなけれ

ばならない。 

２ 第11条の24第２項及び第３項の規定は、前項の場合

について準用する。 

第７章 雑則 

（財政上の措置等） 

第46条 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関

する施策を実施するために必要な財政上の措置その他

の措置を講ずるよう努めなければならない。 

（権限の委任） 

第47条 内閣総理大臣は、第45条第１項の規定による権
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限その他この法律の規定による権限（政令で定めるも

のを除く。）を消費者庁長官に委任する。 

２ 前項の規定により消費者庁長官に委任された第45条

第１項の規定による権限に属する事務の一部は、政令

で定めるところにより、都道府県知事又は消費生活セ

ンターを置く市町村の長が行うこととすることができ

る。 

（事務の区分） 

第48条 前条第２項の規定により地方公共団体が処理す

ることとされている事務は、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第２条第９項第１号に規定する第１号法定

受託事務とする。 

（内閣府令への委任） 

第49条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施

のため必要な事項は、内閣府令で定める。 

（経過措置） 

第50条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改

廃する場合においては、その命令で、その制定又は改

廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、

所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を

定めることができる。 

第８章 罰則 

第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、３年以下

の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを

併科する。 

一 第41条第１項の規定による禁止又は制限に違反し

た者 

二 第42条の規定による命令に違反した者 

第52条 第40条第２項又は第５項の規定による命令に違

反した者は、１年以下の懲役若しくは100万円以下の罰

金に処し、又はこれを併科する。 

第53条 第８条第４項、第８条の２第３項、第11条の５、

第11条の19第１項又は第25条第２項の規定に違反して

秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は50万円以下

の罰金に処する。 

２ 第11条の22第２項の規定による試験業務の停止の命

令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機

関の役員又は職員は、１年以下の懲役又は50万円以下

の罰金に処する。 

第54条 次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合

においては、その違反行為をした登録試験機関の役員

又は職員は、50万円以下の罰金に処する。 

一 第11条の16の許可を受けないで試験業務の全部を

廃止したとき。 

二 第11条の23の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿

に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は

帳簿を保存しなかったとき。 

三 第11条の24第１項の規定による報告をせず、若し

くは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り

若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若し

くは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁

をしたとき。 

２ 第45条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚

偽の報告をし、又は同項の規定による立入り、調査若

しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは

質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした

者は、50万円以下の罰金に処する。 

第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以

下の罰金に処する。 

一 第23条第２項第１号若しくは第３項又は第27条第

４項の規定による報告の徴取に対して虚偽の報告を

した者 

二 第23条第２項第２号若しくは第３項若しくは第27

条第２項若しくは第４項の規定による検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質

問に対して虚偽の陳述をした者 

三 第23条第２項第３号若しくは第３項又は第27条第

４項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者 

四 第23条第２項第４号若しくは第３項又は第27条第

４項の規定による処分に違反して物件を提出しない

者 

五 第23条第２項第５号若しくは第３項又は第27条第

４項の規定による処分に違反して物件を保全せず、

又は移動した者 

第56条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使

用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し

て、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定

める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科す

る。 

一 第51条及び第52条 １億円以下の罰金刑 

二 第53条第２項及び前２条 各本条の罰金刑 

第57条 第11条の17第１項の規定に違反して財務諸表等

を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載

せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がな

いのに同条第２項各号の規定による請求を拒んだ者

は、20万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平

成21年法律第48号）の施行の日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後３年以内に、消費者被害

の発生又は拡大の状況その他経済社会情勢等を勘案

し、消費者の財産に対する重大な被害を含め重大事故
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等の範囲について検討を加え、必要な措置を講ずるも

のとする。 

３ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合にお

いて、前項に定める事項のほか、この法律の施行の状

況について検討を加え、必要があると認めるときは、

その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則（平成24年９月５日法律第77号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成24年10月１日から施行する。

ただし、第２条の規定は、平成25年４月１日から施行

する。 

（経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の消費者安全法の規

定は、この法律の施行前に発生した生命身体事故等に

も適用する。 

（検討） 

第３条 政府は、この法律（第２条の規定については、

当該規定。以下この条において同じ。）の施行後５年

を経過した場合において、この法律の規定の施行の状

況について検討を加え、必要があると認めるときは、

その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附則 （平成26年６月13日法律第71号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超え

ない範囲内において政令で定める日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

一 次条及び附則第５条の規定 公布の日 

二 第１条中不当景品類及び不当表示防止法第10条の

改正規定及び同法本則に１条を加える改正規定、第

２条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）並び

に附則第３条及び第７条から第11条までの規定 公

布の日から起算して２年を超えない範囲内において

政令で定める日 

三 第２条中消費者安全法第10条の次に３条を加える

改正規定（第10条の４に係る部分に限る。） 公布

の日から起算して５年を超えない範囲内において政

令で定める日 

（消費者安全法の一部改正に伴う経過措置） 

第３条 第２条の規定（附則第１条第３号に掲げる改正

規定を除く。以下この条において同じ。）の施行の際

現に第２条の規定による改正前の消費者安全法第８条

第１項第２号イ及びロ又は第２項第１号及び第２号に

掲げる事務その他これに準ずるものとして内閣府令で

定める事務に従事した経験を有する者（事業者に対す

る消費者からの苦情に係る相談に適切に応じることが

できるものとして内閣府令で定める基準に適合する者

に限る。）は、第２条の規定による改正後の消費者安

全法第10条の３第１項の消費生活相談員資格試験（次

項において単に「試験」という。）に合格した者とみ

なす。 

２ 前項に規定する場合のほか、内閣府令で定めるとこ

ろにより内閣総理大臣の指定する者が実施する講習会

の課程を修了した者（事業者に対する消費者からの苦

情に係る相談に適切に応じることができるものとして

内閣府令で定める基準に適合する者に限る。）は、第

２条の規定の施行後５年内に限り、試験に合格した者

とみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第４条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適

用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第５条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行

に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第６条 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合

において、この法律の規定の施行の状況について検討

を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ

いて所要の措置を講ずるものとする。 
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福岡県消費生活条例 

昭和52年３月28日福岡県条例第８号 

（最終改正）平成18年３月31日福岡県条例第16号 

 

第１章 総則（第１条－第９条） 

第２章 安全の確保（第10条－第15条） 

第３章 規格、表示等の適正化（第16条－第19条） 

第４章 不当な取引行為の禁止（第20条－第22条） 

第５章 生活関連商品等に関する施策（第23条－第30

条） 

第６章 消費者の啓発活動及び教育等（第31条－第33

条） 

第７章 消費者の申出（第34条） 

第８章 消費者苦情の処理及び訴訟援助（第35条－第

37条） 

第９章 福岡県消費生活審議会（第38条） 

第10章 公表（第39条） 

第11章 雑則（第40条・第41条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質

及び量、交渉力等の格差にかんがみ、県民の消費生活

における利益の擁護及び増進に関し、県及び事業者の

果すべき責務並びに消費者の果すべき役割を明らかに

するとともに、県の実施する施策について必要な事項

を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上

を図ることを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 消費者の利益の擁護及び増進に関する施策（以

下「消費者施策」という。）の推進は、県、事業者及

び消費者の相互の信頼を基調とし、県民の消費生活に

おける基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境

が確保される中で、次に掲げる消費者の権利の確立を

図ることを基本とするものとする。 

一 商品等により、生命、身体及び財産が侵されない

こと。 

二 適正な表示等に基づいて商品等を適切に選択する

機会が確保されること。 

三 商品等の取引について、不当な取引条件を強制さ

れず、不当な取引行為から保護されること。 

四 消費生活において、必要な知識及び判断力を習得

し、主体的に行動するため、消費者教育の機会が提

供されること。 

五 商品等及びこれらの取引行為について必要な情報

を速やかに提供されること。 

六 消費生活に関する消費者の意見が消費者施策に適

切に反映されること。 

七 商品等及びこれらの取引行為により、不当に受け

た被害から適切かつ速やかに救済されること。 

２ 消費者施策の推進は、消費者が自らの利益の擁護及

び増進のため自主的かつ合理的に行動することができ

るよう消費者の自立を支援することを基本とするもの

とする。 

３ 消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の

確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が

図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮

されなければならない。 

４ 消費者施策の推進は、高度情報通信社会の進展及び

消費生活における国際化の進展に的確に対応すること

に配慮して行わなければならない。 

５ 消費者施策の推進は、環境の保全に配慮して行わな

ければならない。 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

一 消費者 事業者が供給する商品等を使用し、又は

利用して生活する者をいう。 

二 事業者 商品等を供給する事業を行う者をいう。 

三 商品等 商品、役務、権利その他の消費者が消費

生活を営む上において使用し、又は利用するものを

いう。 

（県の責務） 

第４条 県は、経済社会の発展に即応して、消費者施策

を策定するとともに、これを実施するものとする。 

２ 県は、前項の施策の策定及び実施に当たつては、消

費者の意見を反映することができるよう必要な措置を

講ずるものとする。 

（市町村との連携等） 

第５条 県は、市町村と連携を図り、消費者施策を実施

するものとする。 

２ 県は、市町村が消費者施策を策定し、又は実施しよ

うとするときは、情報の提供、技術的な助言その他の

支援を行うものとする。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、第２条に規定する消費者の権利の確

立、その自立の支援その他の基本理念にかんがみ、そ

の供給する商品等について、流通の円滑化及び価格の

安定に努めるとともに、次に掲げる責務を有する。 

一 消費者の安全の確保並びに規格、表示等及び取引

行為の適正化その他必要な措置を講じ、消費者との

取引における公正を確保すること。 

二 消費者に対して必要な情報を明確かつ平易に提供

すること。 

三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験、

財産の状況等に配慮すること。 

四 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理
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するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を

適切に処理すること。 

五 県が実施する消費者施策に協力すること。 

２ 事業者は、その供給する商品等について、環境の保

全に配慮するとともに、当該商品等について品質等を

向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準

を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう

努めなければならない。 

（事業者団体の責務） 

第７条 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重し

つつ、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理体制

の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき

基準の作成の支援その他の消費者の信頼を確保するた

めの自主的な活動を行うよう努めるものとする。 

（消費者の役割） 

第８条 消費者は、自ら進んで消費生活に関する必要な

知識を修得し、及び必要な情報を収集するとともに、

自主的かつ合理的に行動することによつて、消費生活

の安定及び向上に積極的な役割を果たすよう努めなけ

ればならない。 

２ 消費者は、消費生活に関し、環境保全及び知的財産

権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならな

い。 

（消費者団体の役割） 

第９条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及

び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓発及び教

育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他

の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全

かつ自主的な活動を行うように努めるものとする。 

第２章 安全の確保 

（安全の確保） 

第10条 事業者は、消費者の消費生活における安全を害

し、又は害するおそれがある商品等を供給してはなら

ない。 

（安全の確保に関する調査等） 

第11条 知事は、事業者が消費者に供給する商品等が消

費者の消費生活における安全を害する疑いがあると認

めるときは、速やかに、必要な調査を行うものとする。 

２ 知事は、前項の規定による調査を行うに当たり、必

要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該商

品等の安全性について、資料の提出若しくは説明を求

め、又はその職員をして、当該事業者の事務所、事業

所その他の事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類、

設備その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問

させることができる。 

３ 前項の規定により立入調査等をする職員は、その身

分を示す証明書を携帯し関係者に提示しなければなら

ない。 

４ 知事は、第２項の調査を実施し、なお商品等が消費

者の消費生活における安全を害する疑いがあると認め

るときは、当該事業者に対し、当該商品等が安全であ

ることの裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出

を求めることができる。 

５ 知事は、事業者が前項の資料の提出を行わない場合

でその理由がないと認めたとき、又は同項の資料の提

出によつては商品等が安全であることを十分に確認す

ることができないと認めたときは、当該事業者に対し、

再度前項の資料の提出を求めるものとする。 

（危害防止勧告） 

第12条 知事は、事業者が消費者に供給する商品等が消

費者の消費生活における安全を害し、又は害するおそ

れがあると認めるときは、当該安全を確保するため、

当該事業者に対し、当該商品等の供給の中止、回収そ

の他必要な措置をとるべきことを勧告するとともに、

速やかに、その旨について消費者への周知を図るもの

とする。 

２ 前項の場合において、知事は必要があると認めると

きは、福岡県消費生活審議会の意見を聴くものとする。 

３ 知事は、第１項の規定による勧告をした場合におい

て、当該事業者に対し、当該勧告に基づいてとつた措

置及びその結果について報告を求めることができる。 

（緊急安全確保措置） 

第13条 知事は、事業者が消費者に供給する商品等が消

費者の生命又は身体について、重大な危害を発生させ、

又は発生させるおそれがあると認める場合で、当該危

害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、

直ちに、当該商品等の名称、当該商品等を供給する事

業者の氏名又は名称及び住所その他の必要な情報を消

費者に提供することができる。 

（試験、検査等の機能の整備等） 

第14条 知事は、消費者の消費生活における安全を確保

するため、商品等の試験、検査等を行う機能を整備す

るとともに、必要に応じて、その実施した試験、検査

等の結果を消費者に提供するものとする。 

（自動販売機等の管理） 

第15条 事業者は、商品等を自動販売機その他これに類

似する機械（以下「自動販売機等」という。）により

供給するときは、消費者の見やすい箇所に管理責任者

の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の

連絡に必要な事項を表示するとともに、自動販売機等

の設置の安全に努めなければならない。 

２ 知事は、事業者が前項の規定に違反していると認め

るときは、当該自動販売機等の管理について、必要な

措置をとるべきことを勧告することができる。 
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第３章 規格、表示等の適正化 

（規格、表示等の適正化） 

第16条 事業者は、消費生活の安定及び向上を図るため、

その供給する商品等について、次に掲げる事項を推進

するように努めなければならない。 

一 品質の改善及び消費生活の合理化に寄与するよう

適正な規格を定めること。 

二 消費者が選択又は使用若しくは利用を誤ることが

ないよう品質、機能、量目、製造年月日、消費期限

その他の期限、原産地（外国産の商品にあつては、

原産国）、事業者の氏名又は名称及び住所等を適正

に表示するとともに、虚偽の又は誇大な表示を行わ

ないようにすること。 

三 消費者の選択を容易にするよう販売価格又は利用

料金及び単位当たりの価格又は料金を当該商品又は

店内の見やすい場所に表示すること。 

四 虚偽の、誇大な、その他消費者に選択を誤らせる

広告又は宣伝をしないこと。 

五 消費者が不利益を被ることがないよう適正な計量

をすること。 

六 消費者が誤認し、又はその負担が著しく増大する

ことのないよう過大な又は過剰な包装を行わないよ

うにすること。 

七 消費者への供給後における修理、交換その他の方

法によるアフターサービスの向上を図ること。 

（自主基準の設定） 

第17条 事業者は、規格、表示等の適正化に関し、必要

な基準（以下「自主基準」という。）を定めるよう努

めなければならない。 

２ 事業者は、自主基準を定めたときは、速やかに、当

該自主基準を知事に届け出なければならない。これを

変更し、又は廃止したときも、同様とする。 

３ 知事は、事業者に対し、自主基準の設定及び変更並

びに遵守について、必要な指導又は助言を行うことが

できる。 

（県の基準の設定） 

第18条 知事は、規格、表示等の適正化に関し特に必要

があると認めるときは、商品等について、事業者が遵

守すべき規格、表示等に関する基準（以下「県の基準」

という。）を定めることができる。 

２ 知事は、県の基準を定めようとするときは、あらか

じめ福岡県消費生活審議会の意見を聴かなければなら

ない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、

同様とする。 

３ 知事は、県の基準を定めたときは、速やかに、告示

しなければならない。これを変更し、又は廃止したと

きも、同様とする。 

（県の基準の遵守義務） 

第19条 事業者は、県の基準が定められたときは、これ

を遵守しなければならない。 

２ 知事は、事業者が県の基準を遵守していないと認め

るときは、当該事業者に対し、これを遵守するよう勧

告することができる。 

第４章 不当な取引行為の禁止 

（不当な取引行為の禁止） 

第20条 事業者は、消費者との間で行う商品等の取引に

関し、次のいずれかに該当する行為であつて規則で定

めるもの（以下「不当な取引行為」という。）を行つ

てはならない。 

一 消費者に対し、商品等の売買又は提供に係る契約

（以下「商品売買契約等」という。）の締結につい

て勧誘しようとして、消費者に迷惑を及ぼし、又は

消費者を欺いて消費者に接触する行為 

二 消費者に対し、商品等に関する重要な情報を提供

せず、誤信を招く情報を提供し、又は将来における

不確実な事項について断定的な判断を提供して、商

品売買契約等の締結を勧誘し、又は商品売買契約等

を締結させる行為 

三 消費者を威迫し、若しくは困惑させ、又は消費者

の知識、能力若しくは経験の不足に乗じて、商品売

買契約等の締結を勧誘し、又は商品売買契約等を締

結させる行為 

四 取引における信義誠実の原則に反し、消費者に不

当に不利益となる内容の商品売買契約等を締結させ

る行為 

五 消費者又はその関係人を欺き、威迫し、又は困惑

させる等の不当な手段を用いて、商品売買契約等（当

該契約の成立、存続又は内容について当事者間で争

いのあるものを含む。）に基づく債務の履行を請求

し、又は当該債務を履行させる行為 

六 商品売買契約等に基づく債務の履行を不当に拒否

し、又は正当な理由なく遅延させる行為 

七 消費者との商品売買契約等に関し、消費者の正当

な根拠に基づく契約の申込みの撤回若しくは契約の

解除若しくは取消しを不当に妨げ、又は契約の申込

みの撤回若しくは契約の解除若しくは取消しによつ

て生ずる債務若しくは契約が無効であることに基づ

く債務の履行を拒否し、若しくは不当に遅延させる

行為 

八 商品売買契約等に伴う立替払、資金の貸付、債務

の保証その他の消費者への信用の供与又は保証の受

託を業として行う者が、信用の供与の契約又は保証

を受託する契約（以下「与信契約等」という。）に

関し、当該商品売買契約等に係る事業者の不当な取

引行為を知つていた、若しくは知り得べきであつた

にもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、若し

くは締結させる行為又は法令の規定若しくは与信契

約等に基づく消費者の権利の行使を妨げるおそれが
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ある行為 

２ 知事は、前項の規定による規則を制定し、又は改正

しようとするときは、あらかじめ福岡県消費生活審議

会の意見を聴かなければならない。 

（不当な取引行為に関する調査及び勧告） 

第21条 知事は、事業者が不当な取引行為を行つている

疑いがあると認めるときは、速やかに必要な調査を行

うものとする。 

２ 知事は、前項の規定による調査に必要な限度におい

て、当該事業者に対し、その取引の仕組み、実態等に

ついての資料の提出又は説明を求めることができる。 

３ 知事は、事業者が不当な取引行為を行つていると認

めるときは、当該事業者に対し、その取引に関して改

善するよう勧告することができる。 

４ 前項の場合において、知事は必要があると認めたと

きは、福岡県消費生活審議会の意見を聴くものとする。 

（不当な取引行為に関する情報提供） 

第22条 知事は、不当な取引行為による被害の発生及び

拡大を防止するため必要があると認めるときは、速や

かに当該不当な取引行為の方法及び内容その他の必要

な情報を消費者に提供するものとする。 

２ 知事は、次に掲げる場合にあつては、速やかに前項

に規定する情報のほか、事業者の氏名又は名称その他

の当該事業者を特定する情報を消費者に提供すること

ができる。 

一 不当な取引行為に関する苦情の申出が相当多数あ

り、かつ、当該不当な取引行為について消費者に重

大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めら

れる場合 

二 前号に掲げる場合のほか、不当な取引行為により

消費者に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあ

ると認める場合 

３ 知事は、前項の規定による情報の提供をしようとす

るときは、あらかじめ、当該情報の提供に係る者の意

見を聴かなければならない。 

第５章 生活関連商品等に関する施策 

（情報の収集及び提供） 

第23条 知事は、県民の消費生活との関連性が高い商品

及び役務（以下「生活関連商品等」という。）の需給

及び価格の動向について、情報を収集するとともに、

必要な情報を県民に提供するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、前項の規定による情報の収集に協力しな

ければならない。 

（供給等の要請） 

第24条 知事は、生活関連商品等の流通の円滑化及び価

格の安定を図るため必要があると認めるときは、事業

者に対し、当該生活関連商品等の供給その他の必要な

措置をとるよう協力を求めることができる。 

（指定生活関連商品等の指定） 

第25条 知事は、生活関連商品等の需給又は価格の動向

が消費生活に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれ

があると認めるときは、当該生活関連商品等を特別の

調査を要する生活関連商品等として指定することがで

きる。 

２ 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めると

きは、同項の規定による指定を解除するものとする。 

３ 知事は、第１項の規定により生活関連商品等を指定

したときは、速やかに、その旨を告示しなければなら

ない。これを解除したときも、同様とする。 

（特別調査） 

第26条 知事は、前条第１項の規定により指定した生活

関連商品等（以下「指定生活関連商品等」という。）

の需給及び価格の動向について、必要な調査を行うも

のとする。 

（売渡し勧告） 

第27条 知事は、指定生活関連商品等の販売を行う者（以

下「関係事業者」という。）が、買占め又は売惜しみ

により、当該指定生活関連商品等を多量に保有してい

ると認めるときは、当該関係事業者に対し、当該指定

生活関連商品等の売渡しを勧告することができる。 

（価格の引下げ勧告） 

第28条 知事は、関係事業者が指定生活関連商品等を著

しく不当な価格で販売していると認めるときは、当該

関係事業者に対し、その価格の引下げを勧告すること

ができる。 

（立入調査等） 

第29条 知事は、前２条の規定の施行に必要な限度にお

いて、当該関係事業者に対し、その業務に関し報告を

求め、又はその職員をして、当該関係事業者の事務所、

事業所その他の事業を行う場所に立ち入り、指定生活

関連商品等に関し、帳簿、書類、設備その他の物件を

調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

（物価監視員） 

第30条 第23条、第26条及び前条の規定による情報の収

集、特別調査及び立入調査等を行わせるための職員と

して、物価監視員を置く。 

２ 物価監視員は、前条の規定による立入調査等をする

場合には、その身分を示す証明書を携帯し関係者に提

示しなければならない。 

第６章 消費者の啓発活動及び教育等 

（消費者の啓発活動及び教育の促進） 

第31条 知事は、消費者が自ら消費生活の安定及び向上

を図ることができるよう消費者の自立を支援するた

め、商品等に関する知識の普及及び情報の提供、生活

設計に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を
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推進するとともに、学校、地域、家庭、職域その他の

様々な場を通じて消費生活に関する教育の充実に努め

るものとする。 

（消費者団体の活動の促進） 

第32条 知事は、県民の消費生活の安定及び向上を図る

ため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進され

るよう助言、指導その他の必要な施策を講ずるものと

する。 

（消費者への情報提供） 

第33条 知事は、この条例の他の規定に定めるもののほ

か、県民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費

生活に関する情報を収集し、消費者に必要な情報を提

供するものとする。 

第７章 消費者の申出 

（消費者の申出） 

第34条 県民は、この条例の規定に違反する事業者の事

業活動により、又はこの条例の規定に基づく措置がと

られていないことにより、第２条第１項各号に掲げる

消費者の権利が侵され、又は侵されるおそれがあると

認めるときは、知事に対し、その旨を申し出て、適当

な措置をとるべきことを求めることができる。 

２ 知事は、前項の規定による申出があつたときは、必

要な調査を行い、当該申出の内容が事実であると認め

る場合で、県民の消費生活に重大な影響を与えるもの

と認めるときは、この条例の規定に基づく措置その他

適当な措置をとらなければならない。 

３ 知事は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため

必要があると認めるときは、第１項の規定による申出

の内容並びに処理の経過及び結果を県民に提供するも

のとする。 

第８章 消費者苦情の処理及び訴訟援助 

（消費者苦情の処理） 

第35条 知事は、消費者から事業者の事業活動により消

費生活上の被害を受けた旨（以下「消費者苦情」とい

う。）の申出があつたときは、速やかに、その内容を

調査し、当該消費者苦情を解決するための助言、あつ

せんその他の措置を講じなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による調査に当たつて必要があ

ると認めるときは、当該消費者苦情に係る事業者その

他の関係者に対し、資料の提出又は説明を求めること

ができる。 

３ 知事は、第１項の規定による助言、あつせんその他

の措置を講じた場合において、消費者苦情の解決が著

しく困難であると認めるとき、又は県民の消費生活に

著しい影響を与えると認めるときは、福岡県消費生活

審議会の調停に付することができる。 

（消費者訴訟の援助） 

第36条 知事は、消費者と事業者の間で訴訟（訴訟に準

ずるもので知事が別に定めるもの及び民事調停法（昭

和26年法律第222号）による調停を含む。）が行われる

場合において、当該訴訟が次の各号のいずれにも該当

する消費者苦情に係るものであるときは、福岡県消費

生活審議会の意見を聴いて、当該消費者に対し、規則

で定めるところにより、当該訴訟の費用に充てる資金

の貸付け、その他訴訟活動に必要な援助を行うことが

できる。 

一 前条第３項の調停に付されたもの 

二 同一又は同種の被害が多数発生し、又は多数発生

するおそれがあるもの 

三 １件当たりの被害額が規則で定める額以下のもの 

（貸付金の返還等） 

第37条 消費者訴訟に要する資金の貸付けを受けた者

は、当該訴訟が終了したときは、当該貸付けに係る資

金を返還しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定にかかわらず、規則で定めると

ころにより、当該貸付けに係る資金の全部又は一部の

返還を猶予し、又は免除することができる。 

第９章 福岡県消費生活審議会 

（福岡県消費生活審議会） 

第38条 県に福岡県消費生活審議会（以下「審議会」と

いう。）を置く。 

２ 審議会は、この条例の規定によりその権限に属する

事項について調査審議し、及び調停を行うほか、知事

の諮問に応じ、消費生活の安定及び向上に関する重要

な事項を審議する。 

３ 審議会は、委員20人以内で組織し、委員は、学識経

験のある者、消費者を代表する者、事業者を代表する

者及び関係行政機関の職員のうちから知事が委嘱し、

又は任命する。 

４ 審議会は、第２項の調停のため必要があると認める

ときは、当該消費者苦情に係る事業者その他の関係者

に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることがで

きる。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営

に関し必要な事項は、規則で定める。 

第10章 公表 

（公表） 

第39条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当す

る場合は、当該事業者の氏名又は名称及び住所、事由、

経過その他必要な事項の概要を公表することができ

る。 

一 第11条第５項の規定による資料の提出をせず、又

は虚偽の資料を提出したとき。 

二 第12条第１項、第15条第２項、第19条第２項、第
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21条第３項、第27条又は第28条の規定による勧告に

従わなかつたとき。 

三 第21条第２項、第35条第２項又は前条第４項の規

定による資料の提出若しくは説明をせず、又は虚偽

の資料の提出若しくは説明をしたとき。 

四 第29条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の

報告をし、又は同条による調査を拒み、妨げ、若し

くは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁

をしたとき。 

２ 知事は、前項の規定による公表をしようとするとき

は、あらかじめ、当該公表に係る者に弁明の機会を与

えなければならない。 

第11章 雑則 

（国等への要請） 

第40条 知事は、この条例の目的を達成するため必要が

あると認めるときは、国又は関係地方公共団体に対し、

適切な措置をとるよう要請し、又は協力を求めるもの

とする。 

（委任） 

第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行

に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和52年４月１日から施行する。 

（福岡県消費生活安定緊急対策に関する条例の廃止） 

２ 福岡県消費生活安定緊急対策に関する条例（昭和49

年福岡県条例第21号）は、廃止する。 

附 則（平成４年条例第６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない

範囲内において規則で定める日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に改正前の福岡県民の消費生活の

安定及び向上に関する条例の規定により知事が福岡県

消費者苦情処理委員会の調停に付した行為は、改正後

の福岡県民の消費生活の安定及び向上に関する条例の

規定により福岡県消費生活審議会に付した行為とみな

す。 

附 則（平成18年条例第16号） 

この条例は、平成 18 年７月１日から施行する。ただし、

第 31 条第３項の改正規定中「35 人」を「20 人」に改め

る部分は、平成 19 年９月 16 日から施行する。 
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福岡県消費生活条例の体系   

県
（第
４
条
） 

 

 

市町村 

（第５条） 

 

消費者団体 

（第９条） 

 

消費者 

（第８条） 

事業者 

（第６条） 

事業者団体 

（第７条） 

 

国 

商品等により、生命、身体及び財

産が侵されないこと 

適正な表示等に基づいて商品等

を適切に選択する機会が確保さ

れること 

商品等の取引について、不当な

取引条件を強制されず、不当な

取引行為から保護されること 

消費生活に関する消費者の意見

が消費者施策に適切に反映される

こと 

安全の確保（第 10～15 条） 

・安全の確保 

・安全の確保に関する調査等 

・安全確保勧告 

・緊急安全確保措置 

・試験、検査等の機能の整備等 

規格、表示等の適正化（第16～19条） 

・規格、表示等の適正化 

・自主基準の設定 

・県の基準の設定 

・県の基準の遵守義務 

不当な取引行為の禁止（第20～22条） 

・不当な取引行為の禁止 

・不当な取引行為に関する調査及び勧告 

・不当な取引行為に関する情報提供 

生活関連商品等に関する施策 

（第23～30条） 

・情報の収集及び提供 ・供給等の要請 

・指定生活関連商品等の指定 

・特別調査 ・売渡し勧告 ・価格の引下

げ勧告 ・立入調査等 ・物価監視員 

消費者の啓発活動及び教育等 

（第31～33条） 

・消費者の啓発活動及び教育の促進 

・消費者団体の活動の促進 

・消費者への情報提供 

消費者の申出（第34条） 

消費者苦情の処理及び訴訟援助 

（第35～37条） 

・消費者苦情の処理 

・消費者訴訟の援助 

・貸付金の返還等 

福岡県消費生活審議会（第38条） 

公表（第39条） 

商品等及びこれらの取引行為に

より、不当に受けた被害から適切

かつ速やかに救済されること 

基本理念（第２条） 

消費生活において、必要な知識

及び判断力を習得し、主体的に

行動するため、消費者教育の機

会が提供されること 

消費者の権利 

啓発及び

教育 

商品等及びこれらの取引行為に

ついて必要な情報を速やかに提

供されること 

知識の 

修得 

自主的・ 

合理的な 

行動 

消費者 

への配慮 

消費者の 

信頼を確保 

連携 

協力 

措置

要請 
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福岡県消費者行政活性化基金条例 

平成21年３月30日福岡県条例第10号 

（最終改正）平成27年７月21日福岡県条例第34号 

（設置） 

第１条 消費生活相談の複雑化及び高度化が進む中、消

費生活相談窓口の機能強化等を図るため、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第241条第１項の規定に基づ

き、福岡県消費者行政活性化基金（以下「基金」とい

う。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出

予算に定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他

最も確実かつ有利な方法により保管しなければならな

い。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有

利な有価証券に代えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳

出予算に計上して、基金に編入するものとする。 

（処分） 

第５条 知事は、第１条の目的を達成するため、基金の

全部又は一部を処分することができる。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関

し必要な事項は、知事が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（この条例の失効） 

２ この条例は、平成30年12月31日限り、その効力を失

う。 

附 則（平成23年条例第１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年条例第34号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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福岡県生活安全課・消費生活センターの業務 

 消費者行政については、平成２７年度までは生活安全課の内部組織である消費生活センター（総

務企画班、相談啓発班、事業者指導班）が担ってきたが、悪質商法被害の深刻化など消費者行政の

重要性が高まる中、執行体制の強化を図るため、平成２８年度より消費生活センターを出先機関と

して独立させ、また総合企画などの事務については生活安全課消費者安全係が担うこととなった。 

１ 基本的な考え方 

  ・生活安全課 

消費者施策の企画立案、相談・消費者啓発等の総括、法施行事務のうち県民生活に特に影

響の大きな事務等を取り扱う。 

  ・消費生活センター 

直接県民と接する相談・苦情の処理、消費者啓発の実務、法施行事務のうち迅速な現場対

応が求められる事務を取り扱う。 

２ 業務内容 

 

生活安全課 

（消費者安全係） 

☎092-643-3193 

FAX 092-613-3169 

福岡県消費生活センター 

（相談啓発課、事業者指導課） 

☎(相談) 092-632-0999 

☎(相談啓発課) 092-632-1600 

☎(事業者指導課) 092-651-0567 

FAX 092-632-0322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 

 

務 

 

分 

 

掌 

○消費者行政の総合企画及び調整 

 ・企画、立案 

 ・予算、議会 

 ・消費生活審議会 

 ・市町村調整     等 

 

※本庁からの求めに応じ付随的な業務を

実施 

 

 

○相談の総括 

○消費者啓発の総括、消費者教育の推進 

 

○相談、苦情の処理のためのあっせん 

○消費者啓発・教育の実施 

 ・啓発チラシ等の作成、配付 

 ・各種講座、研修の実施   等 

○法施行事務 ○法施行事務 

 ・消費生活協同組合法  ※所掌しない 

・割賦販売法 

・家庭用品品質表示法 

・不当景品類及び不当表示防止法 

・消費生活用製品安全法 

・割賦販売法 

・家庭用品品質表示法 

・不当景品類及び不当表示防止法 

・消費生活用製品安全法 

・生活関連物資等の買い占め等緊急措置法 

・国民生活安定緊急措置法 

・石油需給適正化法 

※所掌しない 

・特定商取引法 

・ゴルフ場等会員契約適正化法 

・特定商取引法 

・ゴルフ場等会員契約適正化法 

 ・消費者安全法 ・（消費者安全法） 

 ・福岡県消費生活条例 ・福岡県消費生活条例 

 

権 

 

限 

○県民の権利義務に影響が大きい行政処分 

 ・業務停止命令、勧告、公表等 

 ・生活協同組合の設立認可、監督  等 

○非常時に高度な政策的判断が必要とされ

るもの 

・生活関連物資等の買い占め等緊急措置法 

 ・国民生活安定緊急措置法     等 

○迅速な現場対応が必要なもの 

 ・調査 

 ・報告徴収 

 ・立入検査 

・資料提出命令         等  
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福岡県の消費者行政のあゆみ 
 

 

 昭和 41 年２月 消費者保護行政を推進するため、商工水産部商工第一課に消費者保護係を

設置 

 昭和 43 年９月 商工水産部に消費生活課を設置 

 昭和 43 年 12 月 県商品テスト室設置（県婦人会館３階－福岡市博多区博多駅前４丁目） 

 昭和 44 年１月 消費者行政の庁内連絡調整のため、福岡県消費者行政連絡協議会を設置

（福岡県行政組織規則第 64 条に規定する部内協議機関で、会長副知事、関

係 21 課長をもって構成） 

 昭和 44 年 消費者情報提供テレビ放送開始 

 昭和 44 年９月 「消費者ニュース」創刊 

 昭和 45 年３月 福岡県消費生活センター開設（県婦人会館３階、県商品テスト室を吸収） 

 昭和 45 年３月 （財）福岡県消費者協会設立 

 昭和 45 年５月 県下に 400 人の消費生活相談員（平成４年４月よりくらしのアドバイザー

と改称）設置 

 昭和 46 年 12 月 移動消費生活センター事業を開始 

 昭和 48 年 12 月 福岡県物価緊急対策本部設置 

 昭和 49 年１月 商工水産部に消費生活局を設置、消費生活課・生活物資課の２課制とする。 

 昭和 49 年１月 消費生活協同組合の事務が社会課より消費生活課へ移管される。 

 昭和 49 年 11 月 「くらしと物価」創刊 

 昭和 50 年１月 福岡ものを大切にする県民運動推進会議発足 

 昭和 50 年４月 久留米市、飯塚市に消費生活センター開設（２ヶ所とも市立、県より広域

事業委託） 

 昭和 50 年６月 消費生活センター、出先機関として独立 

 昭和 51 年６月 生活物資課調査係が消費生活課へ移管、指導係を調査指導係とする。 

 昭和 52 年４月 「福岡県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」施行 

 昭和 53 年５月 「消費者の日」設定される。 

 昭和 54 年６月 福岡県石油対策本部設置 

 昭和 55 年５月 福岡県合成洗剤対策推進要綱制定 

 昭和 60 年４月 消費生活課と生活物資課を統合し、一局一課制となる。 

 昭和 61 年４月 商工部消費生活局廃止、企画振興部県民生活局が設置され、消費生活課が

移管される。 

 昭和 61 年６月 消費生活センターに全国消費生活情報ネットワーク・システム（PIO-NET)

を導入 

 昭和 63 年５月 「消費者月間」が設定される。 

 昭和 63 年 12 月 「不当な取引方法の禁止」に係る事業者名等の公表制度施行 

 平成３年９月 「福岡県消費者教育推進連絡会議」を設置
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 平成４年９月 「福岡県民の消費生活の安定及び向上に関する条例の一部を改正する条

例」施行 

 平成５年４月 福岡県消費生活センターを県吉塚合同庁舎内に移転（福岡市博多区吉塚本

町 13-50） 

 平成５年４月 「消費者ニュース」と「くらしと物価」を統合して「暮しっく福岡」に改

名 

 平成 10 年３月 福岡県石油対策本部廃止 

 平成 10 年４月 省資源・省エネルギー関連事業を環境生活部リサイクル推進室に移管 

 平成 10 年４月 消費生活課と生活文化課を統合し、環境生活部県民生活局生活文化課とな

る。 

 平成 12 年４月 県民生活局と労働部との統合に伴い、生活労働部生活文化課となる。 

 平成 14 年４月 消費者係とくらし情報係を統合し、消費者係となる。 

 平成 14 年４月 福岡県消費生活情報ネットワーク（新 PIO-NET）発足 

 平成 17 年４月 PIO-NET に係る「消費生活相談カード直接入力システム」を導入 

 平成 18 年３月 「福岡県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」を改正し「福岡県消

費生活条例」として公布。平成 18 年７月施行 

 平成 18 年４月 「消費者係」が組織変更により「消費者班」となる。 

 平成 18 年６月 日曜電話相談開始 

 平成 20 年４月 機構改革により生活文化課消費者班と消費生活センターが統合され、新社

会推進部生活安全課の内部組織として消費生活センターが発足する。 

 平成 21 年３月 「福岡県消費者行政活性化基金条例」施行 

 平成 21 年４月 悪質事業者に対し迅速かつ強力に指導する「事業者指導班」の設置 

 平成 21 年９月 福岡県消費生活センターについて消費者安全法第 10 条第３項の規定によ

る公示を行う。 

 平成 21 年 11 月 福岡県消費者行政連絡協議会の改組拡充（訓令第 21 号） 

 平成 25 年３月 （財）福岡県消費者協会の解散 

 平成 25 年３月 久留米市及び飯塚市における福岡県消費生活センターのサブセンター業

務の終了 

 平成 26 年６月 「福岡県消費者教育推進計画」の策定 

 平成 27 年３月 福岡県消費者行政連絡協議会の廃止（訓令第 7 号） 

  平成 28 年４月 「福岡県消費生活センター条例」施行 

  平成 28 年４月 組織変更により「福岡県消費生活センター」が出先機関として独立し、総

合調整の組織として生活安全課内に「消費者安全係」が発足。 



電子メールアドレス FAX番号

shi-shouhi@city.kitakyushu.lg.jp 093-871-7720

shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp 092-712-2765

shiminseikatu01@city.omuta.lg.jp 0944-41-2621

shouhi@city.kurume.fukuoka.jp 0942-30-7715

n-shoko@city.nogata.fukuoka.jp 0949-25-2158

machizukuri@city.iizuka.lg.jp 0948-21-2066

syouhisya@lg.city.tagawa.fukuoka.jp 0947-44-2123

syoushin@city.yanagawa.lg.jp 0944-76-1170

seikatsuanzen@city.yame.lg.jp 0943-23-2583

hara-n613@city.chikugo.lg.jp 0942-65-7024

okwshou_k@city.okawa.lg.jp 0944-88-1776

syougyoukankou@city.yukuhashi.lg.jp 0930-25-7817

syogyo@city.buzen.lg.jp 0979-82-9165

sangyoushinkouka@city.nakama.lg.jp 093-244-1342

shoko@city.ogori.lg.jp 0942-72-5050

平成28年度市町村消費者行政担当部署

産業経済部
商工振興課
商工係

839-0293
柳川市大和町鷹ノ尾120番地 0944-77-8763

市民生活部
生活支援課
自立支援係

825-8501
田川市中央町１番１号

0947-44-2000
(内線122)

市民環境部
まちづくり推進課
まちづくり推進係

820-8501
飯塚市新立岩５番５号

0948-22-5500
（内線1127）

産業建設部
商工観光課
商業観光係

822-8501
直方市殿町７番１号 0949-25-2156

大川市11

5 直方市

6 飯塚市

7 田川市

8 柳川市

3 大牟田市

4 久留米市

0944-85-5584大川市大字酒見256番地１
831-8601

インテリア課
商業労政係

協働推進部
広聴相談課
消費生活センター

830-0037

福岡市中央区舞鶴２丁目５－１
あいれふ７階

092-712-2929

久留米市諏訪野町1830-６
えーるピア久留米２階

0942-30-7700

2 福岡市
市民局生活安全部
消費生活センター
消費生活係

810-0073

大牟田市有明町２丁目３番地 0944-41-2601

1 北九州市
市民文化スポーツ局
安全・安心推進部
消費生活センター

804-0067

9 八女市
総務部
防災安全課
生活安全係

834-8585

市民部
市民生活課
広聴相談担当

836-8666

10 筑後市
建設経済部
商工観光課

833-8601

番
号

担当課・係 郵便番号
所在場所

行橋市中央一丁目1番1号 0930-25-9733

電話番号
（内線）市町村名

筑後市大字山ノ井898番地 0942-65-7024

北九州市戸畑区汐井町１番６号
ウェルとばた７階

093-871-0428

八女市本町647番地 0943-24-8146

12 行橋市
産業振興部
商業観光課
地域商業活性係

824-8601

豊前市大字吉木955番地
0979-82-1111
（内線1263）13 豊前市

商工課
商業活性係

828-8501

中間市中間一丁目１番１号

0942-72-2111
(内線142)

14 中間市
建設産業部
産業振興課
商工企業誘致係

809-8501

環境経済部
商工・企業立地課
商工観光係

838-0198

093-246-6235

15 小郡市
小郡市小郡255－１
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電子メールアドレス FAX番号

番
号

担当課・係 郵便番号
所在場所

電話番号
（内線）市町村名

kankou@city.chikushino.fukuoka.jp 092-923-9634

anzen@city.kasuga.fukuoka.jp 092-584-1143

daianzen@city.onojo.fukuoka.jp 092-572-8432

munakata-shousen@fukuoka.email.ne.jp 0940-33-5469

kanko-keizai@city.dazaifu.lg.jp 092-921-1601

shoukou@city.koga.fukuoka.jp 092-942-3758

brand@city.fukutsu.lg.jp 0940-52-4469

UC000503@city.ukiha.lg.jp 0943-77-5557

syoukou@city.miyawaka.lg.jp 0949-32-9420

shoko@city.kama.lg.jp 0948-57-4020

syoukou@city.asakura.lg.jp 0946-52-1510

shoukou@city.miyama.lg.jp 0944-64-1524

suisanshoko@city.itoshima.lg.jp 092-324-2531

sangyo@town.nakagawa.fukuoka.jp 092-953-3049

bousai-bouhan@town.umi.lg.jp 092-933-7512

26 朝倉市
農林商工部
商工観光課
商工労働係

838-1398

19

20

宗像市土穴３丁目１番45号

朝倉市宮野2046番地１ 0946-52-1428

太宰府市観世音寺一丁目１番１号
092-921-2121

(内線440)

大野城市曙町２丁目２番１号 092-580-1898

0940-33-5454

18 大野城市
危機管理部
安全安心課
生活安全担当

816-8510

太宰府市
建設経済部
観光経済課
商工・農政係

818-0198

宗像市
総務部
消費生活センター

811-4183

16 筑紫野市
環境経済部
商工観光課
商工観光担当

818-8686

092-923-1111
(内線357)

春日市原町三丁目１番５号 092-707-1177

筑紫野市二日市西１丁目１番１号

17 春日市
地域生活部
安全安心課
防犯安全担当

816-8501

糸島市前原西一丁目１番１号 092-332-2080
28 糸島市

産業振興部
水産商工課
商工労働係

819-1192

古賀市駅東１丁目１－１ 092-942-1176
21 古賀市

建設産業部
商工政策課
商業政策係

811-3192

福津市津屋崎１丁目7番１号 0940-52-4951
22 福津市

地域振興部
地域振興課
商工・ブランド推進係

811-3304

うきは市浮羽町朝田582－1 0943-76-9059
23 うきは市

うきはブランド推進課
商工振興係

839-1401

宮若市宮田29番地１ 0949-32-0519
24 宮若市

産業建設部
産業観光課
商工振興係

823-0011

嘉麻市大隈町733番地 0948-57-3154
25 嘉麻市 産業振興課

商工係
820-0392

みやま市瀬高町小川５番地 0944-64-1523
27 みやま市

環境経済部
商工観光課
商工観光係

835-8601

筑紫郡那珂川町西隈１丁目１番１号
092-953-2211

（内線455）29 那珂川町
地域整備部
産業課
産業振興担当

811-1292

糟屋郡宇美町宇美五丁目１番１号
南別館内

092-932-1111
（内線119）30 宇美町

総務課
安全安心係

811-2192
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電子メールアドレス FAX番号

番
号

担当課・係 郵便番号
所在場所

電話番号
（内線）市町村名

shoukou@town.sasaguri.lg.jp 092-947-7977

anzen@town.shime.lg.jp 092-935-2694

chiikishinkou@town.sue.fukuoka.jp 092-931-1827

sangyo@town.shingu.fukuoka.jp 092-962-2078

keiei@town.hisayama.fukuoka.jp 092-976-2463

chiiki@town.kasuya.fukuoka.jp 092-938-3150

tiiki@town.ashiya.lg.jp 093-223-3927

syoukou@town.mizumaki.lg.jp 093-201-4423

chiiki@town.okagaki.lg.jp 093-282-1310

ekimae@town.onga.lg.jp 093-293-8234

kikaku@town.kotake.lg.jp 09496-2-1140

chiiki@town.kurate.lg.jp 0949-42-5693

shokotokei@town.keisen.lg.jp 0948-65-3424

nourin@town.chikuzen.fukuoka.jp 0946-42-2011

norin@vill.toho.fukuoka.jp 0946-72-2370

糟屋郡篠栗町大字篠栗4855番地５
092-947-1111

（内線321 ）31 篠栗町
産業観光課
商工観光係

811-2492

糟屋郡志免町志免中央一丁目１番１号 092-935-1181
32 志免町

生活安全課
安全安心係

811-2292

糟屋郡須恵町大字須恵771番地 092-932-1438
33 須恵町

地域振興課
産業振興係

811-2193

糟屋郡新宮町緑ヶ浜一丁目１番１号 092-962-0238
34 新宮町 産業振興課 811-0192

糟屋郡久山町大字久原3632番地
092-976-1111

（内線252）35 久山町
経営企画課
企画統計係

811-2592

糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目１番１号 092-938-0194
36 粕屋町

都市政策部
地域振興課
地域振興係

811-2392

遠賀郡芦屋町幸町２番20号 093-223-3543
37 芦屋町

地域づくり課
地域振興係

807-0198

遠賀郡水巻町頃末北一丁目１番１号
093-201-4321
（内線266,267）38 水巻町

産業環境課
産業振興係

807-8501

遠賀郡岡垣町野間１丁目１番１号
093-282-1211

（内線285）39 岡垣町
総務部
地域づくり課
安全安心係

811-4233

遠賀郡遠賀町遠賀川一丁目6番5号
駅前サービスセンター1階

093-293-8233
40 遠賀町

まちづくり課
産業振興係

811-4307

鞍手郡小竹町大字勝野3349番地 09496-2-1214
41 小竹町

まちづくり政策課
商工観光係

820-1192

鞍手郡鞍手町大字中山3705番地
0949-42-2111

（内線343）42 鞍手町
地域振興課
地域振興係

807-1392

嘉穂郡桂川町大字土居424番地１ 0948-65-1106
43 桂川町

産業振興課
商工統計係

820-0696

朝倉郡筑前町篠隈373番地 0946-42-6614
44 筑前町

農林商工課
特産振興係

838-0298

朝倉郡東峰村大字宝珠山6425 0946-72-2313
45 東峰村

農林観光課
商工係

838-1792
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電子メールアドレス FAX番号

番
号

担当課・係 郵便番号
所在場所

電話番号
（内線）市町村名

nosei@town.tachiarai.lg.jp 0942-77-3063

sangyo@town.ooki.lg.jp 0944-32-1054

anzen@town.hirokawa.lg.jp 0943-32-4287

sangyo-shinko@town.kawara.lg.jp 0947-32-4815

chisan@town.soeda.fukuoka.jp 0947-82-2869

chiiki@town.itoda.lg.jp 0947-26-1651

nousyo@town.fukuoka-kawasaki.lg.jp 0947-72-6453

sankei2@town.oto.fukuoka.jp 0947-63-3813

aka-s.sansin@mb.fcom.ne.jp 0947-62-3007

fg0500@town.fukuchi.lg.jp 0947-22-9091

kurashi-anzen@town.kanda.lg.jp 093-436-3014

nousei@town.miyako.lg.jp 0930-32-4563

sanken@town.yoshitomi.lg.jp 0979-24-3219

kijyo@town.koge.lg.jp 0979-72-4664

syoukou@town.chikujo.lg.jp 0930-52-0023

築上郡上毛町大字垂水1321番地１
0979-72-3111

（内線123）59 上毛町
企画情報課
企画情報係

871-0992

築上郡築上町大字築城1096番地
0930-52-0001
（内線180～183）60 築上町

商工課
商工観光係

829-0192

三井郡大刀洗町大字冨多819 0942-77-6201
46 大刀洗町

産業課
商工係

830-1298

三潴郡大木町大字八町牟田255－１ 0944-32-1063
47 大木町

産業振興課
商工観光係

830-0416

八女郡広川町大字新代1804－１ 0943-32-1196
48 広川町

協働推進課
安心安全係

834-0104

田川郡香春町大字高野994番地 0947-32-8406
49 香春町

産業振興課
商工観光係

822-1492

田川郡添田町大字添田2151 0947-82-5962
50 添田町

地域産業推進課
商工業振興係

824-0691

田川郡糸田町1975番地１ 0947-26-4025
51 糸田町 地域振興課 822-1392

田川郡川崎町大字田原789－２
0947-72-3000

(内線 226)52 川崎町
農商観光課
商工観光係

827-8501

田川郡大任町大字大行事3067番地 0947-63-3001
53 大任町 産業経済課 824-0512

田川郡福智町金田937番地２ 0947-22-7766
55 福智町

まちづくり総合政策課
地域振興係

822-1292

田川郡赤村大字内田1188番地
0947-62-3000

（内線311）54 赤村
産業建設課
産業振興係

824-0432

56 苅田町
くらし安全課
くらし安全担当

800-0392
京都郡苅田町富久町１丁目19番地１

京都郡みやこ町勝山上田960番地産業課
商工観光係

824-0892

093-588-1037

0930-32-2512
57

築上郡吉富町大字広津226番地１ 0979-24-4073
58 吉富町

産業建設課
経済振興係

871-8585

みやこ町
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県内の消費生活センター・相談窓口
（消費生活相談に関する専門資格又は専門知識を持つ相談員が配置されている施設・時間帯）

名称 所在場所 相談日 受付時間

電話 092-632-0999

FAX 092-632-0322

電話 093-861-0999

FAX 093-871-7720

電話 093-331-8383

FAX 093-331-8333

電話 093-582-4500

FAX 093-582-4411

電話 093-951-3610

FAX 093-951-3615

電話 093-761-5511

FAX 093-761-5525

電話 093-671-3370

FAX 093-671-3371

電話 093-641-9782

FAX 093-641-9763

電話 092-781-0999

FAX 092-712-2765

電話 0944-41-2623

FAX 0944-41-2621

電話 0942-30-7700

FAX 0942-30-7715

電話 0949-25-2162

FAX 0949-25-2158

電話 0948-22-0857

FAX 0948-22-0897

電話
0947-44-2000
(内線）130

FAX 0947-44-2123

電話 0944-76-1004

FAX 0944-76-1022

電話 0943-23-1183

FAX 0943-23-2583 

電話 －

FAX －

電話 0942-65-7021

FAX 0942-53-1589

電話 0944-86-5105

FAX 0944-86-5105

電話 0930-23-0999

FAX 0930-23-4422

電話
0979-82-1111
(内線）1263

FAX 0979-82-9165

電話 093-246-5110

FAX 093-244-1342

8:30～17:15

9:00～12:15
13:00～16:30

8：30～12:00
13:00～17:15

8:30～17:15

9:00～12:15
13:00～17:00

8:30～17:00

10:00～12:15
13:00～15:00

8:30～16:45

8:30～16:45

8:30～16:45

8:30～16:45
（第３土は

8:30～13:00）
北九州市立消費生活センター

北九州市戸畑区汐井町１-６
ウェルとばた ７階

福岡県消費生活センター
福岡市博多区吉塚本町１３-５０
福岡県吉塚合同庁舎 １階

・電話・来所相談

月～金
・電話相談のみ

日

（月～金）

9:00～16:30
(日）

10:00～16:00

（月～金）

9:00～17:00
（第２、４ 土）

10:00～16:00

・電話・来所相談

月～金
・電話相談のみ

第２、４ 土

福岡市中央区舞鶴２-５-１
あいれふ ７階

福岡市消費生活センター

北九州市小倉南区若園５-１-２
小倉南区役所内

月～金

8:30～12:15
13:00～17:00

8:30～12：15
13：00～17:00

8:30～12:00
13:00～16:30

9:00～13:00
14:00～16:30

9:00～12:00
13:00～16:00

月～金
8:30～12:15

13:00～16：30

月・火・木・金

月～金

月～金、
第２日曜

（月末日を除く。）

柳川・みやま消費生活センター※４

（柳川・みやま）

中間市消費生活センター

大川市消費生活相談窓口

八女市消費生活相談窓口16

20 豊前市消費生活相談窓口
豊前市大字吉木９５５
豊前市役所内

17

電話（相談用）・ＦＡＸ

月～金

月～金

月～金

月～金

筑後市大字山ノ井８９８
筑後市役所本庁舎 １階

行橋市西宮市２-１-３９
ＪＲ行橋駅西口そば

久留米市諏訪野町１８３０-６
えーるピア久留米 ２階

大牟田市有明町２丁目３
大牟田市役所本庁舎 ２階

直方市殿町７-１
直方市役所 ５階 商工観光課内

大川市大字小保６１４-６
ワークピア大川

火・金

月～金

北九州市若松区浜町１-１-１
若松区役所内

木

八女市本町６４７
八女市役所南庁舎 ２階

月～金

火・金

八女市黒木町今１３１４-１
八女市役所黒木支所１F
第3相談室

来所相談

水

飯塚市新飯塚２０-３０
立岩公民館 ３階

月～金

月～土

火・木

1

5

10 大牟田市消費生活センター

9

3 門司相談窓口
北九州市門司区清滝１-１-１
門司区役所東棟 １階

4 小倉北相談窓口
北九州市小倉北区大手町１-１
小倉北区役所内

6 若松相談窓口

2

小倉南相談窓口

21

18

12 直鞍広域消費生活センター
※２

（直方、宮若、小竹、鞍手）

13 飯塚市消費生活センター※３

（飯塚、嘉麻、桂川）

15

行橋市広域消費生活センター※５

（行橋、みやこ、築上）

筑後市消費生活センター

14 田川市消費生活相談窓口

8:30～16:45

8:30～16:45

8 八幡西相談窓口
北九州市八幡西区黒崎３-１５
-３　コムシティ ４階

月～金 8:30～16:45

7 八幡東相談窓口
北九州市八幡東区中央１-１-１
八幡東区役所内

水

久留米市消費生活センター※１

（久留米、うきは、大刀洗、大木、広川）

中間市中間１-１-１
中間市役所別館 ２階

柳川市大和町鷹ノ尾１２０
柳川市役所大和庁舎　１階

11

田川市中央町1番1号
田川市役所　１階

19
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名称 所在場所 相談日 受付時間電話（相談用）・ＦＡＸ

電話
0942-72-2111
(内線）144

FAX 0942-72-5050

電話 092-923-1741

FAX 092-923-9634

電話 092-584-1155

FAX 092-584-1155

電話 092-580-1968

FAX 092-502-7045

電話 0940-33-5454

FAX 0940-33-5469

電話
092-921-2121
(内線)348

FAX 092-921-1601

電話 092-410-4084

FAX 092-410-4084

電話 0940-43-8106

FAX 0940-43-3168

電話 0946-52-1128

FAX 0946-52-1193

電話 092-332-2098

FAX 092-324-2531

電話 092-953-0733

FAX 092-953-3049

電話 092-936-1594

FAX 092-936-1610

電話 092-410-2182

FAX 092-962-2078

電話 092-976-1111

FAX 092-976-2463

電話 093-223-3543

FAX 093-223-3927

電話 093-201-4321

FAX 093-201-4423

電話
093-282-1310
(内線)289

FAX
093-282-1310
(内線)289

電話 093-293-7783

FAX 093-293-8234

電話 0946-42-6619

FAX 0946-42-3124

電話 0947-28-9300

FAX 0947-28-9301

電話 093-434-3352

FAX 093-436-3014

36 芦屋町消費生活相談窓口
遠賀郡芦屋町幸町2番20号
芦屋町役場1階　地域づくり課内

月～金
9:00～12:00

13:00～17：00

新宮町緑ケ浜１-１-１ 火・金

9:30～12:00
13:00～16:30

10:00～12:15
13:00～16:00

9:00～11:45
13:00～16:30

月～金

29

月・水・金
9:30～12:00
13:00～16:00

月～金
10:00～12:00
13:00～15:30

志免町志免中央1丁目１0番10号

※２　直鞍広域消費生活センターは、直方市、宮若市、小竹町及び鞍手町の住民からの相談に対応している。

※７　田川郡消費者センターは、福智町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町及び赤村の住民からの相談に対応している。

40 田川郡消費者センター
※７

　（福智、香春、
添田、糸田、川崎、大任、赤）

福智町赤池９７０-１
コスモス保健センター内

火・木

※３　飯塚市消費生活センターは、飯塚市、嘉麻市及び桂川町の住民からの相談に対応している。
※４　柳川・みやま消費生活センターは、柳川市及びみやま市の住民からの相談に対応している。

※１　久留米市消費生活センターは、久留米市、うきは市、大刀洗町、大木町及び広川町の住民からの相談に対応している。

月・水・金

※５　行橋市広域消費生活センターは、行橋市、みやこ町及び築上町の住民からの相談に対応している。

41 苅田町富久町１-１９-１

※６　かすや中南部広域消費生活センターは、志免町、篠栗町、宇美町、須恵町及び粕屋町の住民からの相談に対応している。

9:00～12:00
13:00～17:00

苅田町消費生活相談窓口

9:00～12:00
13:00～16:30

9:00～12:00
13:00～16:00

月～金

月～金
8：30～12:00
13:00～17:15

水巻町頃末北１-１-１
水巻町役場 ２階

10:00～13:00
14:00～16:00

遠賀町遠賀川１-６-５
駅前サービスセンター内

月～金
9:00～12:00
13:00～16:30

9:00～12:00
13:00～16:00

久山町消費生活相談室 久山町大字久原3632
毎月

第２、４ 水
10:00～12:15
13:00～15:30

38 遠賀町消費生活相談窓口

30 朝倉市消費生活センター

9:00～17:00

朝倉市宮野２０４６-１
朝倉市役所朝倉支所 １階

10:00～16:00

福津市消費生活相談窓口
福津市中央１-１-１
福津市役所福間庁舎 １階

31 糸島市消費生活センター
糸島市前原西１-１-１
糸島市役所第二庁舎 １階

遠賀郡岡垣町野間１-１-１

32 那珂川町消費生活相談窓口
那珂川町西隈１-１-１
那珂川町役場第２別館 ２階

33

水巻町消費生活センター36

34 新宮町消費生活相談室

かすや中南部広域消費生活センター※6

（志免・篠栗・宇美・須恵・粕屋）

月～金

35

月～金

月～金

月～金

・電話・来所相談

月～金
・電話相談のみ

第２、４ 土

月・水・金

8:30～17:00

9:30～12:15
13:00～16:00

月～金

10:00～12:15
13:00～15:30

9:00～12:15
13:00～16:00

月・水・金・土

月・火・木・金
9:00～12:00
13:00～16:00

28

23

24

25

筑紫野市二日市西１-１-１
筑紫野市役所第５別館 １階

宗像市土穴３-１-４５宗像市消費生活センター

春日市消費生活センター

22 小郡市消費生活相談室
小郡市小郡２８３-１３
小郡市役所南別館 ３階

大野城市曙町２-２-１
大野城市役所新館 ４階

春日市光町１丁目７３

古賀市新原１０５１-６
古賀市ひだまり館（隣保館）内

27
太宰府市観世音寺１-１-１
太宰府市役所 ２階

太宰府市消費生活センター

古賀市消費生活センター

26

大野城市消費生活センター

39 筑前町消費生活センター
筑前町篠隈３７３
コスモスプラザ １階

火～金

筑紫野市消費生活センター

37 岡垣町消費生活相談窓口
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消費者安全係 

〒812-8577  福岡県福岡市博多区東公園７番７号 

電話番号   092-643-3193 



福岡県人づくり・県民生活部生活安全課（消費者安全係） 

〒812－8577 福岡市博多区東公園７－７ 

（電話番号）０９２－６４３－３１９３ 

（Ｆ Ａ Ｘ）０９２－６４３－３１６９ 

福岡県消費生活センター 

〒812－0046 福岡市博多区吉塚本町１３－５０ 福岡県吉塚合同庁舎１階 

電話番号（相談専用） 

０９２－６３２－０９９９ 

○受付時間 月～金  ９：００～１６：３０ 

日曜日 １０：００～１６：００ 

（日曜日は電話相談のみ対応します。） 

 （事務室）０９２－６３２－１６００ 

 （F A X）０９２－６３２－０３２２ 

 

 

 

 

 

 

Ｊ
Ｒ
吉
塚
駅 

県
警
本
部 

福
岡
県
庁 

東公園 

福岡県消費生活センター 

（福岡県吉塚合同庁舎１階） 

地下鉄 

「馬出九大病院前」 

博多サンヒルズホテル 

博多税務署 吉塚駅前

バス停 

県警本部前バス停 

 

人づくり・県民生活部生活安全課 

（交通安全係・安全企画係・ 

女性・子ども安全係・消費者安全係） 

福岡県消費生活センター 検索 

福岡県消費生活センター ホームページ 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shouhiseikatsu.html 



 

福岡県行政資料 
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ＪＣ 
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平成２８年度 
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０００１ 


